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令 和 ３ 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会議事日程 

開会年月日時 令和３年９月 １日  午前１０時００分 

閉会年月日時 令和３年９月１７日  午後 ４時０４分 

開 会 の 場 所 小 海 町 議 会 議 場 

議件番号 付   議  件  名 審議結果 

 開会宣言  

 会議録署名議員の指名 

  第５番議員、第６番議員 

 

 会期の決定 

（１）会期   自 令和３年９月 １日 

至 令和３年９月１７日 １７日間 

 

 町長招集あいさつ  

 諸般の報告 

（１）議長の報告 

（２）その他の議員の報告 

 

 行政報告 

（１）町長の報告 

（２）その他の報告 

 

 議員派遣の件  

発議第３号 新型コロナウイルス感染症から国民の命を守ることを最優

先にした対応を求める国への意見書 
原案可決 

議案第２８号 小海町過疎地域持続的発展計画の策定について 
〃 

議案第２９号 小海町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の

適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定につ

いて 

〃 

議案第３０号 小海町避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について 
〃 

議案第３１号 令和３年度小海町一般会計補正予算（第４号）について 

 
〃 

議案第３２号 令和３年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）について 
〃 

議案第３３号 令和３年度小海町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について 
〃 

議案第３４号 令和３年度小海町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について 
〃 
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認定第１号 令和２年度小海町一般会計歳入歳出決算の認定について 
原案認定 

認定第２号 令和２年度小海町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 
〃 

認定第３号 令和２年度小海町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 
〃 

認定第４号 令和２年度小海町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 
〃 

認定第５号 令和２年度小海町水道事業会計歳入歳出決算の認定につい

て 
〃 

陳情第２号 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外

移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民

主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情 

採択 

陳情第３号 消費税インボイス制度中止を求める陳情 
〃 

要請第１号 人道的見地から、沖縄防衛局による「沖縄本島南部からの

埋め立て用土砂採取計画」の断念を 
〃 

 
《追加議案》 
 

発議第４号 

辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外

移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民

主的に解決するべきとする意見書 

原案可決 

発議第５号 
消費税インボイス制度中止を求める意見書 

〃 

発議第６号 
沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよ

う求める要請書 
〃 

発議第７号 
コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実

を求める意見書 
〃 

議案第３５号 
建設工事請負契約の締結について 

〃 

議案第３６号 
建設工事請負契約の締結について 

〃 
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会議の顛末       令和３年９月 １日 午前１０時００分に始め      

令和３年９月１７日 午後 ４時０４分に終る 

 

地方自治法第

１２１条の規

定により説明

のため出席し

た者の職、氏名 

町 長 黒 澤  弘  会計管理者  井 出 智 善 

副 町 長 篠 原  宏  子育て支援課長 井 出 宗 則 

教 育 長 中 島 行 男  教 育 次 長  井 出 直 人 

総 務 課 長 井 上 晴 正  観光交流センター所長 小 池 司 

町 民 課 長 黒 澤 五 雄  やすらぎ園所長 宮 澤 賢 司 

産業建設課長 吉 澤 君 雄 

本会議に職務

のため出席し

た者の職氏名 

議会事務局長 井 出 知 之 

書    記 柳 澤 武 彦 

 

 

 

会議開会日及び議員の出欠 

 

議席番号 氏 名 9/1 9/3 9/8 9/9 
9/10 9/13 9/14 

9/17 
総産委 民文委 予決委 予決委 

第 １ 番 黒澤 敦史 ○ ○ ○ ○ ― 〇 〇 ○ ○ 

第 ２ 番 鷹野 文則 ○ ○ ○ ○ ― 〇 〇 ○ ○ 

第 ３ 番 篠原 哲雄 ○ ○ ○ ○ ― 〇 〇 ○ ○ 

第 ４ 番 井出 和人 ○ ○ ○ ○ 〇 ― 〇 ○ ○ 

第 ５ 番 渡邊 晃子 ○ ○ ○ ○ ― 〇 〇 ○ ○ 

第 ６ 番 的埜美香子 ○ ○ ○ ○ 〇 ― 〇 ○ ○ 

第 ７ 番 井出 幸実 ○ ○ ○ ○ ― 〇 〇 ○ ○ 

第 ８ 番 品田 宗久 ○ ○ ○ ○ ○ ― 〇 ― ○ 

第 ９ 番 小池 捨吉 ○ ○ ○ ○ 〇 ― 〇 ○ ○ 

第１０番 有坂 辰六 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 

第１１番 篠原 伸男 ○ ○ ○ ○ ― 〇 〇 ○ ○ 

第１２番 篠原 義從 ○ ○ ○ ○ ○ ― 〇 ○ ○ 

計 12 12 12 12 6 7 12 11 12 

地方自治法第１２３

条第２項の規定によ

る会議録署名議員 

 
第  ５  番  渡 邊 晃 子  議員 

 
第  ６  番  的埜美香子  議員 



5 

 

令 和 ３ 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 １ 日」 

＊ 開会年月日時  令和３年９月 １日 午前１０時００分 

＊ 閉会年月日時  令和３年９月 １日 午後 ４時５２分 

＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 皆さんおはようございます。令和３年第３回定例会の開会にあたりまして

一言ご挨拶申し上げます。早速でありますが、29日に中部横断自動車道が 

山梨県の南部インターと早川温泉インターチェンジ間が開通しました。こ

れにより新東名高速道路と中央自動車道がつながり、中部横断自動車道の

残すところは、小海町と山梨県の長坂までとなりました。小海町のルート

やインターチェンジの場所は、今年度中に国土交通省から発表となること

を期待するところであります。開通には、まだまだ 15年以上先だと思われ

ますが小海町の将来にとって欠くことのできない事業であり、災害時や緊

急搬送、141号を補完する機能や観光、経済に影響が及ぶものであります。 

また山梨の白根インターチェンジの道の駅から東部湯の丸サービスエリア

の間、トイレの休憩が行えるインターチェンジに隣接した施設がありませ

ん。このようなことを鑑みて、小海町の将来像をしっかりと町民の皆さん

に示し、今からそれらに備えるための基金の積み立てなどを行うことが肝

要だと考えています。 

最近のコロナ禍の中でありますが、町の将来を語れる久々の話題であり

ました。そのコロナ禍ですが、コロナが始まり、すでに 1 年半が過ぎて、

私達の生活様式も大きく変わってしまいました。この間議会においても年

度行事、視察、研修などが制限され、何よりも議員の皆様と行政の皆様と

の交流が希薄となり、コミュニケーション不足により、意思の疎通を欠き、

円滑な議会運営に支障をきたすのではないかと危惧しているところであり

ます。今年度末までには、ワクチンの接種が全国に広くいきわたり、県の

警戒レベルが解除されるなど私達の生活様式が限りなく普通に戻りますよ
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う、そしてこのコロナ禍が一日でも早く収束に向かいますよう心より願う

のであります。 

只今の出席議員数は１２人全員であります。定足数に達しておりますの

で、只今から令和３年第３回小海町議会定例会を開会いたします。これか

ら本日の会議を開きます。なお、暑いようでしたら上着を脱いでいただい

て結構でございます。 

11番議員 委員長。 

議 長 １１番篠原伸男君 

11番議員 差し替えのこれが入っているけど我々監査委員は、すでに監査している訳

であるが、説明が一つも監査委員にないけど、そのことに協議をさせてい

ただきたいと思うので暫時休憩をお願いします。 

議 長 ただいま１１番篠原伸男議員から暫時休憩の申し出がありました。ではこ

れで暫時休憩とします。 （ときに 10時 4分） 

議 長 休憩前に続き会議を開きます。 （ときに 10時 20分） 

ただいまの休憩の件につきまして、篠原副町長より説明があります。 

篠原副町長 

副 町 長 宜しくお願いします。それでは、訂正お配りしたものについて説明させて

いただきたいと思います。令和２年度決算説明資料 A４横型の方の 97ペー

ジ、98ページが訂正ということになりまして、ここだけの訂正で他には影

響しないのでここの中のポツしている箇所が訂正箇所で理由を述べます。

監査委員には大変申し訳ありませんでした。監査を受けた数字は、お配り

数字で受けたのですが、皆様にお配りする際に 97 ページの 18 節の一番下

強い農業の担い手事業 令和元年度繰越分 1,378,000 円分と書いてありま

すが以前監査委員さんから監査を受けてもらったときに字が小さく記載さ

れていたため、字を大きくしようということで皆様へお配りしたが、その

時に 1,378,000円という数字が計算式の関係で算入されなくて、1,378,000

円低い数字で皆様へお配りしていたということで本当に申し訳ございませ

ん。昨日判明しまして、慌てて訂正を作って、今日お配りして、本当は、一

番最初に監査委員さんに説明し、皆様へ説明しないといけなかったが申し

訳ございません。そういう理由で 1,378,000 円を単純に支出済み額を足し

て、不用額を引いてもえれば、目に書いてある決算額、執行額、執行率、前

年度比較額、98ページの合計とそこが 1,378,000円と増やせば、ここのペ

ージだけ訂正が終わるということでございます。宜しくお願いします。大

変申し訳ありませんでした。 
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日程第１ 会議録署名議員の指名 

議 長 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第 127条の規定により、議長にお

いて第５番 渡邊晃子君、及び第６番 的埜美香子君を指名致します。 

日程第２ 会期の決定 

議  長 日程第２、「会期の決定」についてを議題といたします。 

本定例会の運営につきまして、去る８月２４日及び本日９月 1 日に議会

運営委員会を開催し、協議をしておりますので、その結果を議会運営委員

長から報告を求めます。的埜議会運営委員長。 

議会運営 

委 員 長 

ご報告いたします。本日招集の、令和３年第３回小海町議会定例会の運営

につきましては、去る８月 24日及び本日９月１日に議会運営委員会を開

催し、協議いたしましたので、その結果をご報告申し上げます。 

本定例会に付議される案件は発議関係案１件、条例関係案２件、事件議決

案１件、補正予算案４件、決算認定５件、陳情２件、要請１件の合計１６

件であり、会期は本日より９月１７日までの１７日間とする案を作成い

たしました。一般質問の通告は、３日午後５時又は議案質疑終了後までと

しますのでよろしくご協力の程をお願い申し上げます。 

会期中の日程につきましては、定例会の会期中に、全議員による現地視察

及び全員協議会を開催いたします。 

今のところ、一般質問が１日で済めば９月９日、午前１０時から、２日間

の場合は９日の一般質問終了後に全員協議会を開催する予定ですので、

ご承知おき下さい。 

なお、本日の昼休み１２時３０分から議会運営委員会、および各常任委員

長の合同会議を開催しますので、併せてよろしくお願い申し上げます。以

上でございます。 

議  長 お諮りいたします。本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長から報 

告がありましたとおり、本日から９月１７日までの１７日間にしたいと 

思います。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 
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議  長 異議なしと認めます。 

したがって本定例会の会期は、本日から９月１７日までの１７日間と決

定致しました。なお、本日の議事日程はお手元に配布申し上げたとおりで

あります。 

日程第３ 町長招集あいさつ 

議  長 日程第３、町長より招集のあいさつをお願いします。 

黒澤町長。 

町  長 皆さんおはようございます。令和３年第３回定例会開催のご案内を申し上

げましたところ、コロナ禍の中、また大変お忙しい中、全議員のご出席を

いただきまして開催できますことに心よりお礼申し上げます。 

 さて、7 月後半から始まった第５波のコロナ感染拡大は、感染力の強い

デルタ株の流行、自粛疲れ、盆休みの帰省や人の異動で爆発的に全国に広

がり、今もなお終息の目途が立たないような非常事態となっています。当

町におきましても先月１８日に１名の感染者が確認されましたが、感染が

広がらず収まったことは幸いでした。２０日には南佐久地域も感染警戒レ

ベルが５に引き上げられたことに伴い、県から公共施設等の運営に関して

時間短縮等の措置を取るよう要請があり、今月２０日まで八峰の湯は時短

営業、社会体育施設については使用中止の措置をとっております。当町に

おけるワクチン接種は予定通り進んでおり、現在１回目接種者は 

80.4％、２回目を終わった方は 64.8％で、１１月中旬までには希望する

方全員の接種が終了する見込みです。その後ワクチン接種希望者へのスム

ーズな実施ができるように進めるとともに、感染拡大防止の徹底等によ

り、一日も早く終息に向かうよう努めてまいります。 

今年の気象は 台風９号から始まった大雨が盆の１５日まで降り続き、全

国で被害が多発し、特に本県におきましても岡谷市で３名の皆さんが犠牲

になる土砂災害が発生してしまいました。被害に遭われた皆様にお見舞い

申し上げますとともにお亡くなりになられた皆さんのご冥福を心からお

祈り申し上げます。当町では１３日の降り始めから１５日の午後１１時に

止むまで、小海原の観測所で２００ミリを観測しました。これは令和元年

の台風１９号災害の時の雨量に匹敵するわけですが、時間雨量としては最

大で１９ミリ程でしたので大きな災害にはなりませんでした。今後まだま

だ台風シーズンが続きますので、町民の皆様の生命を守るため、気象庁等

の情報に基づき避難情報等を出していくつもりでございますので、ご理解

をいただきますようお願いいたします。 
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わが町の基幹産業であります高原野菜の販売状況につきましては、後程産

業建設課長から詳細にご報告いたしますが、シーズン初めから価格の低迷

が続いており、農家の皆様にとっては厳しい年となっております。何とか

後半は回復し、例年並みの年になればと願っております。 

なお、例年ですと 9月は本定例会のほか、運動会、地区ごとの敬老会、中

学校清流祭、花卉品評会、戦没者追悼式等行事がございますが、本年はコ

ロナの関係ですべて中止又は縮小開催ということになりますので、議員の

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます。 

それでは続きまして、本定例会にご提案申し上げました議案につきまし

て、議事日程番号順に総括的なご説明を申し上げます。 

まず、議案第２８号 「小海町過疎地域持続的発展計画の策定」につきま

しては、今年４月１日に新たな過疎法である「過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、法第８条の規定に基づ

き、議会の議決を経て市町村計画を定めるものでございます。 

次に議案第２９号 「小海町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定」につきまし

ては、これも同じく過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制

定されたことに伴い、地域経済の活性化を目的として、固定資産税の課税

免除に関する規定を整備するものでございます。 

次に議案第３０号 「小海町避難行動要支援者名簿に関する条例」の制定

につきましては、災害対策基本法による避難行動要支援者名簿の整備と、

名簿情報の提供を規定するもので、災害時の被災者を最小限に留めるため

の条例を新たに制定するものでございます。 

次に議案第３１号 令和３年度小海町一般会計補正予算第４号につきま

しては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 512,878 千円を追加し、総額で

4,513,217千円とするものでございます。歳入の主なものにつきましては、

地方交付税が 74,326千円の増、国庫支出金が 20,199千円の増、県支出金

が 13,677千円の増、財産収入が 4,460千円の増、基金繰入金が 40,000千

円の増、繰越金は令和２年度の決算に基づき 337,042千円を増額し、繰越

金の総額で 377,042千円となります。諸収入ではそばの販売収入 3,774千

円の増、町債は臨時財政対策債の確定により 18,925 千円の増を見込みま

した。 

歳出の主なものにつきましては、企画費では村上団地の用地取得費などで

157,000 千円を計上、積立金は減債基金が 152,000 千円、地域振興基金が

120,000 千円それぞれ増額します。心身障害者福祉費では、地域活動支援

センター「ひまわり」を社会福祉協議会への委託に伴い関連する費用と施
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設入所者の増による費用 16,660 千円、農業振興費では、現在推進してお

ります冷凍そばの販売の増加見込み分の費用として 2,959 千円、18 節で

は親元就農者 1名に対する支援として経営継承・発展等支援事業 1,000千

円の新規計上。農地費では、小倉原の道路排水修繕 2,000千円の増額です。

商工業振興費では、新型コロナ対応事業者経営継続支援金については、申

請者増の見込みのため、3,982千円の増額と、対象月を 4月から 8 月まで

とした第二次経営継続支援金について 3,000 千円の新規計上、また 10 月

から実施予定のプレミアム商品券の販売補助に 21,200 千円を計上しまし

た。 

観光費につきましては、18 節で長湖の藻の水草駆除の対応に 4,000 千円

の補助、ふるさと祭りぎおん祭等の中止による精算額として 5,228千円の

減、道路橋梁費では維持修繕及び材料で 22,000 千円の増、消防費では、

第 4 分団芦谷地区の車庫移転新設費用 4510 千円の新規計上、教育費では

コロナ対策の通学バス借り上げ料で 1,695千円の増を見込みました。 

次に議案第３２号 令和３年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予

算第１号につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 

23,451千円を追加し、総額 554,451千円とするものでございます。主な補

正内容は繰越金の確定による増額です。 

次に議案第３３号 令和３年度小海町介護保険事業特別会計補正予算第

１号につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 12,340 千円を追加

し、総額を 698,417千円とするものでございます。主な補正内容は保険料

の本算定による増額と繰越金の確定による増額です。 

次に議案第３４号 令和３年度小海町後期高齢者医療特別会計補正予算

第１号につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 933 千円を追加

し、総額を 80,230 千円とするものでございます。主な補正内容は、保険

料本算定による保険料のぞうが増額によるものです。 

認定第１号から第５号までは、令和２年度の一般会計、各特別会計及び水

道事業会計の決算認定案件でございます。各会計とも監査委員の意見を付

して認定をお願いするものでございます。 

認定第 1 号の令和２年度小海町一般会計歳入歳出決算の認定につきまし

ては、歳入総額 5,518,778,131円、歳出総額 5,026,113,208円で、歳入歳

出差引額は 492,664,923円となり、実質収支額は 377,042,923円となりま

した。 

認定第２号の令和２年度小海町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定につきましては、歳入総額が 573,645,582 円、歳出総額は

543,371,679円で、翌年度に 30,273,903円を繰越いたします。 
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認定第３号の令和２年度小海町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定につきましては、歳入総額 674,515,035円、歳出総額は 665,784,420円

で翌年度に 8,730,615円を繰越いたします。 

認定第４号の令和２年度小海町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定につきましては、歳入総額が 78,273,870 円、歳出総額は 78,234,803

円で翌年度に 39,067円を繰越いたします。 

認定第５号の令和２年度小海町水道事業会計歳入歳出決算の認定につき

ましては収益的収入が 91,983,659円、収益的支出は 90,857,213円となり

ました。なお、本決算につきましては、上水道運営審議会でご審議をいた

だいております。 

以上、本定例会に提案した議案につきまして概要を申し上げました。よろ

しくご審議を賜り、認定、可決決定をお願い申し上げまして招集の挨拶と

させていただきます。 

 

日程第４ 諸般の報告 

 

議  長 日程第４、「諸般の報告」を行います。 

議長としての報告事項は、議事日程つづりの４ページ、５ページに申し上

げてございますので、ご確認の程をお願いいたします。その他、報告事項

のある方はお願いします。 

 民生文教常任委員長 【委員会調査報告】 

議  長 以上で「諸般の報告」を終わります。 

日程第５ 行政報告 

議  長 日程第５、「行政報告」を行います。 

町長から行政報告をお願いします。黒澤町長。 

町  長 それでは４点ご報告いたします。 

 まず１点目ですが、先般長野朝日放送でも紹介されましたが、土村の嶋

屋さんの２階に事務所を構えていただきました 株式会社バイタライズ

さんと、６月２２日に憩うまちこうみの協定を締結いたしました。これで

協定企業は１７社となりました。バイタライズさんは企業等のシステム開

発を手掛けるＩＴ企業でありますが、地域の活性化にも取り組みたいとい

うことで、五箇においてイワナの養殖も始めております。 

 次に２点目ですが、７月１９日の芦平を皮切りに地区懇談会を開始し順

次行っております。コロナ禍ということもあり、分館ごとではなく各区ご

とに開催しております。コロナや災害に対する対応を質問される方が多

く、行政として町民の皆様の不安を一つでも多く取り去っていくことが大



12 

 

切だとひしひしと感じております。 

 ３点目ですが、７月３０日にシャトレーゼ八ヶ岳が松原のテニスコート

跡地に建設を進めておりましたショップを兼ねたバウムクーヘン工場が

完成し竣工式に出席いたしました。当面の売り上げ目標は６億円で、将来

的には１０億円を目標にしているとのことで、８月１日のグランドオープ

ン以降、夏休みということもあり、連日盛況のようであります。町の観光

にとっては新たな観光スポットが増えたということで大変ありがたい施

設でございます。 

 最後４点目でございますが、昨晩佐久地域振興局長から連絡があり、町

内において１名のコロナ感染者が確認され、本日夕方の発表になるとのこ

とでした。佐久市内に勤務されている方で、感染経路については判明して

いるとのことです。 

 以上４点ご報告といたします。 

議  長 以上で町長の報告を終わります。 

他に、行政報告がありましたらお願い致します。 

総務課長      【令和２年度決算健全化判断比率の報告】 

【佐久広域連合議会第 2回定例会の報告】 

町民課長      【南佐久環境衛生組合第 1 回臨時会の報告】 

教育長       【中学校組合議会第２回定例会の報告】 

総務課長      【長期振興計画審議会の報告】 

            【小海駅前再整備検討委員会の報告】 

  町民課長      【保健推進協議会の報告】 

  産業建設課長     【上水道運営審議会の報告】 

【野菜・花卉の生産動向の報告】 

  子育て支援課長   【子育て支援推進委員会の報告】 

                【結婚推進委員会の報告】 

議  長 以上で「行政報告」を終わります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長・副町長・教育長・代

表監査委員・会計管理者・各課長・教育次長・所長であります。これで１

１時１５分まで休憩します。尚休憩後、引き続き暫時休憩といたしますの

で議員の皆様は全員協議会室へお集まりください。（ときに 10時 52分） 

 

○ 議案の上程 

 

議  長 休憩前に続き会議を開きます。         （ときに 11時 48分） 

これより議案の上程をいたしますが、本日は議事日程のとおり、発議第３

号は、上程から採決まで、議案第２８号から議案第３４号及び認定第１号

から認定第５号につきましては、上程から説明までといたします。 
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それでは、順次議案を上程いたします。 

 

日程第６ 発議第３号 

 

議  長 日程第６、発議第３号 

「新型コロナウイルス感染症から国民の命を守ることを最優先にした対

応を求める国への意見書」を議題といたします。事務局長に議案の朗読を

求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。第６番的埜美香子君 

     （的埜議員説明） 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑のある方は挙手をお

願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

議  長 これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから発議第３号を採決いたします。提出者

の説明のとおり、発議第３号に賛成する方の挙手を求めます。 

議  員 挙手多数と認めます。したがって発議第３号は、原案のとおり可決され、

関係機関に提出することと致します。ここで午後 1 時まで休憩といたし

ます。                 （ときに 12時 00分） 

 

日程第７ 議案第２８号 

 

議  長 休憩前に引き続き会議を開きます。    （ときに 13時 00分） 

議事に入ります前に、さきほど、１２時３０分から議会運営委員お 

よび各常任委員長の合同会議を開催しましたので、その結果を議 

会運営委員長から報告願います。 

６番議員 ご報告いたします。議会運営委員及び各常任委員長による合同会議の結

果、各常任委員会の審査日程等が決定しましたのでご報告いたします。 

９月１０日(金）午前１０時００分から 民生文教常任委員会 視察なし 

９月１０日(金）午後２時００分から 総務産業常任委員会 視察なし 
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９月１３日(月）午前１０時００分から 予算決算常任委員会 視察なし 

９月１４日(火）午前１０時００分から 予算決算常任委員会 視察なし 

また、午前中も申し上げましたとおり、現地視察を９日に行い、終了後、

全員協議会を行う予定ですのでご承知おきください。 

一般質問の通告につきましては、３日午後５時又は議案質疑終了後までと

します。なお受付につきましては本日から受付いたします。 

以上で、報告を終わります。 

議  長 日程第７、議案第２８号 

「小海町過疎地域持続的発展計画の策定について」を議題といたします。

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井上総務課長 

     （総務課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第８ 議案第２９号 

 

議  長 日程第８、議案第２９号 

「小海町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う

固定資産税の課税免除に関する条例の制定について」を議題といたしま

す。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井上総務課長。 

     （総務課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第９ 議案第３０号 

 

議  長 日程第９、議案第３０号 

「小海町避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について」を議題と

いたします。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 
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本案について提案理由の説明を求めます。黒澤町民課長。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１０ 議案第３１号 

議  長 日程第１０、議案第３１号 

「令和３年度小海町一般会計補正予算（第４号）について」を議題といた

します。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。篠原副町長。 

     （副町長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１１ 議案第３２号 

議  長 日程第１１、議案第３２号 

「令和３年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予算(第１号)につい

て」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。黒澤町民課長。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第１２ 議案第３３号 

 

議  長 日程第１２、議案第３３号 

「令和３年度小海町介護保険事業特別会計補正予算(第１号)について」

を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 
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議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。黒澤町民課長。 

（町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 

日程第１３ 議案第３４号 

 

 

議  長 日程第１３ 議案第３４号 

「令和３年度小海町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)につい

て」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

     （事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。黒澤町民課長。 

（町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。ここで２時１５分まで休憩とします。 

（ときに 13時 58分） 

日程第１４ 認定第１号 

議  長 休憩前に続き会議を開きます。 （ときに 14時 15分） 

日程第１４、認定第１号 

「令和２年度小海町一般会計歳入歳出決算の認定について」を議題とい

たします。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。井出会計管理者。 

     （会計管理者説明） 

議  長 説明が終わりました。ここで３時２０分まで休憩とします。 

（ときに 15時 8分） 

日程第１５ 認定第２号 

議  長 休憩前に続き会議を開きます。     （ときに 15時 20分） 
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日程第１５、認定第２号 

「令和２年度小海町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。黒澤町民課長。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１６ 認定第３号 

議  長 日程第１６、認定第３号 

「令和２年度小海町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。黒澤町民課長。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１７ 認定第４号 

議  長 日程第１７、認定第４号 

「令和２年度小海町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。黒澤町民課長。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１８ 認定第５号 
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議  長 日程第１８、認定第５号 

「令和２年度小海町水道事業会計歳入歳出決算の認定について」を議題

といたします。事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。吉澤産業建設課長。 

     （産業建設課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

 ○ 監査報告 

議  長 以上で令和２度小海町一般会計及び各種特別会計歳入歳出決算の説明が

終りました。 

ここで、令和３年８月２４日付けで、監査委員から「決算審査意見書」が

提出されていますので、監査委員の報告を求めます。 

代表監査委員新井進一君。 

（監査委員報告） 

議  長 以上で監査委員からの報告を終わります。 

 

日程第１９ 陳情第２号から３号 要請第１号 

 

議  長 日程第１９、陳情第２号から３号 要請第１号についてを議題と致しま

す。今定例会で受理した陳情はお手元に配布した通りであります。陳情書

の朗読及び審査は、付託した委員会でお願いします。 

○ 散   会 

議  長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

議案質疑は９月３日金曜日、午前１０時から行います。 

これにて本日は散会といたします。ご苦労様でした。 

(ときに 16時 52分) 
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令 和 ３ 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 ３ 日」 

＊ 開会年月日時  令和３年９月３日 午前１０時００分 

＊ 閉会年月日時  令和３年９月３日 午後 ２時４６分 

＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 

 

皆さんおはようございます。令和３年小海町議会第３回定例会、本日は２

日目であります。本日は議案質疑を行いますのでよろしくお願いをしたい

と思います。ただ今の出席議員数は全員であります。定足数に達しており

ますのでこれから本日の会議を開きます。 

議事日程の報告 

議 長 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりであります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長、副町長、教育長、代

表監査委員、会計管理者、各課長、教育次長、所長であります。 

なお、暑いようでしたら、上着を脱いでいただいて結構でございます。 

議案の上程 

議  長 これより議案の上程をいたしますが、本日は議事日程のとおり、議案の 

質疑・付託までといたします。それでは、順次議案を上程いたします。 

 

日程第１ 議案第２８号 

 

議  長 日程第１、議案第２８号 

「小海町過疎地域持続的発展計画の策定について」を議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 
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（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

日程第２ 議案第２９号 

 

議  長 日程第２、議案第２９号 

「小海町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う

固定資産税の課税免除に関する条例の制定について」を議題といたしま

す。これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

日程第３ 議案第３０号 

 

議  長 日程第３、議案第３０号 

「小海町避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について」を議題と

いたします。これから質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

日程第４ 議案第３１号 

議  長 日程第４、議案第３１号 

「令和３年度小海町一般会計補正予算（第４号）について」を議題とい 

たします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも補正予算書で、ページごとに行い

ます。質疑のある方は挙手を願います。 

６ページ 第２表 地方債補正 

【歳入】 

９ページ 

款１１ 地方特例交付金   

款１３ 分担金及び負担金 項２ 負担金 

 款１４ 使用料及び手数料 項１ 使用料 

 款１５ 国庫支出金 項１ 負担金 

１０ページ 
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 項２ 国庫補助金 

款１６ 県支出金 項１ 県負担金  

 項２ 県補助金 

１１ページ 

 項３ 県委託金 

 款１７ 財産収入 項２ 財産売払収入 

１２番 篠原義從君 

12番議員 財産売払のところで芳の窪を販売したということですが、前に聞いたこ

とがあるか坪数でも㎡数でもいいけどちょっと教えて欲しい。 

総務課長 はい。皆さんおはようございます。ただいまの質問にお答え申し上げま

す。面積については、521.77㎡になります。以上です。 

議  長 いいですか。篠原義從君 

12番議員 単価は、どのくらいでしょうか。割ればいいけど。分かっていたら。 

総務課長 はい。単価につきましては、㎡あたり 8570円という計算で計算しており

ます。 

議  長 次 款１９ 繰入金 項３ 基金繰入金 

  款２０ 繰越金 

１２ページ  

  款２１ 諸収入 項４ 雑入 

  款２２ 町債 

歳出に移ります 

１３ページ 

  款１ 議会費 

  款２ 総務費 項１ 総務管理費 目１ 一般管理費 

１２番、篠原義從君。 

12番議員 １０節の庁舎非常用発電機修繕とありますけどまああの非常発電機を使

うことがあったかどうか知りませんけどどんな修繕をしたかお聞きした

い。 

総務課長 はい。えーっとですね。この発電機につきましては、４階にありまして、 

停電時、自動的にエンジンがかかるものであって、雷雨の時期など必ずエ

ンジンがかかって発電をして、パソコンなどが止まらないようになって

います。ですから結構まわっている回数はありますが、平成１４年にこち

らへ引っ越してきてからメンテナンスの契約をしていなくて、一度もメ

ンテナンスをしたことがなかったということです。先般他の関係者が見

たところオイル漏れしていると言われまして、それで慌ててエンジンの



22 

 

メーカーを呼びまして調べてみていただいたところ、メンテナンスしな

いと長持ちしないということでして、今回初めてメンテナンスをさせて

いただきたいというものであります。 

議  長 １３ページ他にありませんか。 

１４ページ 

 目１ 一般管理費続き 

 目４ 企画費 

 目６ 積立金 

１２番 篠原義從君。 

12番議員 ２１節の村上団地の補償費ですけどこの説明したかどうか聞き洩らした

かも、この補償費とは、どういった目的のものであろうか 

総務課長 これにつきましては、予算説明の時、副町長の方から申し上げております

が、あそこにですね農機具倉庫それから自動車がたくさん置いてあると

ころにですね倉庫がございます。これの移転補償料、それから果樹等があ

りまして、そういったものの補償料。これ概算でありますので正確に算

出、業者の方にだいたいどれくらいこれを移転すればかかるかという話

は聞いてあるんですけども、概算で上げさせていただいております。以上

です。 

議  長 １４ページ他にありませんか。 

１５ページ 

 項２ 徴税費 目２ 賦課徴収費 

 項４ 選挙費 目４ 小海町長選挙費 

        目５ 小海町議会議員一般選挙費 

１６ページ 

 款３ 民生費 項１ 社会福祉費 目１ 社会福祉総務費 

                 目４ 心身障害者福祉費 

１２番 篠原義從君。 

12番議員 １２番篠原です。１９節の扶助費、介護訓練給付費がかなり高額ですけ

ど、ちょっと内容の方説明をお願いします。 

町民課長 はい。おはようございます。お疲れ様でございます。節１９扶助費の内容

ですが、１，６２０万の補正をお願いしているわけでございます。そうい

う中でおきまして、施設の入所者方が当初の見込みより３名程増員にな

ったということであります。具体的には、生活介護、昼間の生活介護に関

わる部分が月にだいたい２５万円程かかりまして、その皆さんの分が６

００万円、そして施設の入所、泊まる方の夜の部分であります。この部分

が月に１５万円程必要になりまして、その部分が３６０万円、それが一つ
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ともう一つ訓練給付金の部分としまして、地域活動支援センターひまわ

りを小海町社会福祉協議会へ委託をする予定でございます。その委託を

することによりまして、就労支援の B 型の事業を立ち上げられるという

ことであります。その事業費としまして３３０万円を計上してございま

す。この 330万円につきましては、国費が１/２、県費が１/４、町費が１

/４ということで１/４の部分の 330 万円ということで合計しまして、金

額少し大きいわけですが、１，６２０万円をお願いしているものです。 

議  長 宜しいですか。６番的埜美香子君。 

６番議員 ６番的埜です。宜しくお願いします。その上の地域活動支援センターの関

係でお聞ききします。１０月から地活業務の方を社協へ委託するという

ことで社協の方でも準備を進められていると思うが説明の方で１２名が

いると説明がありましたが移行するのにとても大変だと課題が出ていた

と思うが順調にいっているのかちょっとその辺お聞きします。 

町民課長 予想というかそういう人数の割り振りですが、２４名の方がひまわりに

通所されております。そして一つの見込みで約半分くらいの皆さんが就

労支援の事業の方へ移行できるのでないかということであります。そし

てその皆様については、認定等々事務手続きが必要ということです。あの

１０月１日に全員がそっくり動けるとか動けないとかそのようなイメー

ジでなく、徐々に事務手続き上移行していくということでありまして、通

所されている皆さん、その皆さんに特段影響はないような形で考えてお

ります。またあの委託先の社会福祉協議会につきましては、理事会等で一

定の手続きを進めていただいております。そういった中で事務が進んで

いると感じております。以上でございます。 

議  長 ６番 的埜美香子君。 

６番議員 はい。まだ移行に少し時間がかかるという風な認識で捉えましたが、一つ

利用者の工賃、それが今度は、前よりは、しっかり出るような説明が前の

そうだったと思うんですけどその辺の仕事は、大丈夫かということと将

来的には、今１２人と言われましたけど将来的には、何人くらいを見込ん

でいるのかその辺お願いします。 

町民課長 はい、工賃の方ですが、施設の使用料という名目で工賃の１０％、そして 

月に１，５００円を限度にご負担いただいております。それが就労支援Ｂ

型の方へ移行された皆様は、今度は、そこは、通所して居場所というイメ

ージでなく、そこが職場というイメージでおいでいただくということで

あります。ですからその施設の使用料は、ご本人から頂戴しなくてよくな

るということで金額の大小は、ともあれとしまして、あの通所者に支払い



24 

 

するお金が多少でも増えるというものであります。すいません。将来的な

人数であります。あのやはりその全員とかそういうことはないですがこ

の間８月２０日ですか、ひまわりで私から失礼ですが説明をさせていた

だきました。通所者の皆さんに。そして制度などの説明をして、それぞれ

の方に相談する方がいて、相談した中で基本的には、ご本人に意向です

が、移行する中で不安とか困るとかそういうご意見はございません。そう

いう中でありますがそれぞれの方の身体の状態によりまして、就労支援

事業者としていかない方も中には、いらっしゃるということが見受けら

れております。以上であります。 

議  長 的埜美香子君。 

６番議員 イメージでは、今の仕事よりは、もう少しいろいろな仕事が増えるのかな

という風に私は、感じていたもんでその辺をお聞きしたかったわけです

が、将来的に自立を目指す人というか、就労 Bというのは、そういう目的

があると思うんですけど自立を目指すってところの見込みはどのように

なっているかちょっとその辺をお願いします。 

町民課長 将来的には、自立を目指すということであります。通常の就労につきまし

ても企業等で障害者の皆様の雇用ということも言われております。その

中でたとえ一人でも就労ができる形になれば、これは最高の結果なんで

すが、やはり障害者の皆様も軽度、重度いろいろありますからなかなかそ

うもいかないかなと思いますけど、いずれにしましても働きに行くんだ

といきいきとした環境整備が大切ではないかと感じております。 

議  長 他に１６ページありますか。 

５番 渡邊晃子君。 

５番議員 はい、すいません。先ほど１９番扶助費で１２番議員さんに対しての返答

で誤解してたら大変申し訳ないですが、誤解とか勘違いとかこれおっし

ゃられた数字を計算、足すと１，２９０万にしかならないがちょっと宜し

いでしょうか。 

町民課長 申し訳なかったです。えーっと３３０万のところ、先程申し訳なかったで

すが、６６０万の間違いだったようです。すいませんでした。申し訳ござ

いませんでした。以上です。 

議  長 他にありませんか。 

１７ページ 

目４ 心身障害者福祉費続き 

目５ あゆみ園運営費 

項２ 児童福祉費 目１ 保育所費 
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５番 渡邊晃子君。 

５番議員 はい。５番渡邊です。宜しくお願いします。会計年度職員保育所費という

ところで 1報酬手当 会計年度職員のところで変化があると、先日のご説

明で９月から二人産休育休に入られるということであのおっしゃってお

りましたけれども、それによって他の先生方にしわ寄せがいったりとか 

例えばもし、入園したいお子さんが入れないような状況にならないかと少

し気になるんですけど、その辺のご説明をお願いできますか。 

子育て支

援課長 

はい。おはようございます。では、ただいまの保育所の報酬職員手当につ

いて、関連してご説明していただきます。まず今５番議員渡邊議員さんか

らご質問ありましたとおり、内容につきましては、今月からでございます

が、職員２名、保育士１名、管理栄養士１名が出産に伴いまして、産休後

は、育児休暇を取得する予定となっております。そういう中でこういう体

制でございますが、まず保育士につきましては、現在産休を取られる保育

士が持っているクラスが１歳児のクラスの担任を務めております。この

未満児のクラスは、先般６月の定例議会でも補正予算等の関係でご説明

させていただきましたが、この４月より未満のクラスにつきましては、全

部で４クラスあるわけでございますが、全て担任を正職員位置づけや正

式な名称はありませんが会計年度任用職員を固定で配置している状況で

ございます。そういう状況の中でですね、いずれ今回まず正職員の担任の

先生がお休みになられるということですでに４月より副担任を務めてい

る先生が一緒に保育にあたっておりますのでその先生が今度担任として

今月すでに実際は、引継ぎ等の関係で実際業務をやっているわけでござ

いますが、副担任的に新たに会計年度職員が固定で入るという体制をと

っていく状況でございます。参考までにあの管理栄養士は、出産休暇を取

った後ですね、やはり栄養士というのは、業務的に必要でございますの

で、同じ職場に調理員さんで栄養士の資格を持っている方がいらっしゃ

いましたのでその方が実際今、調理業務をしながら、栄養士の業務を行っ

ているというところで、あとそれに伴って、プラスでやはり調理員さんを

いろいろ人的な配置ということで今まで時給制で行っていた調理員さん

を月給制ということで今業務をしているところでございます。いずれ渡

邊議員さんからもお話しがありました、やはりあの大変保育士さん、代替

保育士さんともある程度確保しておりますが、なかなかそう正直言って、

ご承知のとおり、今この社会情勢の中、もうお子さんが１歳になると同時

に、お母さん方は、復職また仕事を新たに見つけられて、勤める状況です

が、今体制は、なんとか０歳児、１歳児のクラスにつきましては、ほぼ保

育士の体制がこのタイミングでいろいろ受け入れ体制は、整っておりま
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すので今回休まれる保育士さん等いらっしゃいますが、全体的な保育と

しては、まあ今後希望される人数によりますが、今の段階では、そう大幅

な受け入れとは、ちょっと状況を見ながらですが、ある程度希望されるお

子さんを受け入れる体制はとっていけるという風に感じているのでござ

います。以上でございます。 

６番議員 ６番です。お願いします。えっと今の関係ですけど、希望する方の受け入

れ体制は、整っているということなんですけど、今現在、お断りしている

こととかないのかどうなのか。ちょっとその辺お願いします。 

子育て支

援課長 

０歳児、１歳未満、一番小さいクラス 0歳児クラスは、６月でしたが、そ

の頃やはり１歳２ケ月になったお子さんがお母さんが新たに働きたいと

いうご希望であったことが、事実であります。その時点では、やはり今年

今までの保育の入所申請を見た中で、年度途中での０歳児が誕生日が１

歳になった時点で入所申し込みに合わせて、入所を希望されてくるとい

うことになりますと職員体制、ご承知のことと思いますが０歳児につき

ましては、お子さん３人に対して、保育士１人を配置しなければならない

状況の中で、もうすでに昨年の１１月に入所申し込みを受け付けた時点

で、今の社会情勢の中で、当然申し込みは増えるだろうという予測の中で

も昨年の１１月の段階で０歳児、１歳になるお子さんの入所申し込みを

受け付けた経過があります。そういう中でもうすでにあの昨年の段階で

９月までで全部で９人のお子さんが申し込みがあったとその時点で、そ

ういう状況の中でもあの６月にですね、お仕事の関係で希望されたので

すが、現状の体制でその時点で受け入れは厳しいですとお答えした状況

でございます。ただその後、入所の状況、またここにきて、８月に入所を

希望された方がご家庭で見れるという状況もあった中で９月に、入所さ

れる段階では、０歳児、１歳になられる、入所希望がひと段落、ひと区切

りついている状況の中で、その６月お断りした後、お相手から入れますか

とか確認は、こちらにはいただいてないですが、いずれ体制的には、とれ

ているということで必要に応じて、その申し込みの確認なりをした中で

すね、また受け入れをご希望されれば、対応したいと考えております。以

上でございます。 

議  長 １７ページ 

 款４ 衛生費 項１ 保健衛生費 目２ 予防費 

１７ページ全体を通して何かありませんか。 

６番 的埜美香子君。 

６番議員 はい。６番お願いします。一番下のワクチン接種会場の空調整備等々とあ

って、次の１８ページにも同じようなのがあるんですけど、関連があるの
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か、すいません。内容を説明お願いします。 

町民課長 ワクチンの接種会場の関係であります。総合センターで集団接種を行わ

せていただいているということでありますが、非常に夏場暑くなりまし

て、まあ暑いは、普通の夏のことですが、風がなかなか通らなくて、苦慮

しました。そういう中で簡易のエアコン２台設置しまして、そして何とか

乗り越えてきたわけであります。そのエアコンの設置に対して、直接電源

をコンセントから取ることが容量的にできなく、ブレーカーからまた改

めて、回線を仮にさせてもらったという部分があります。そういう関係で

１０節、需要費２０万円、その他に若干のテントとかの費用も含まれてお

りますが、２０万円で１３節で、エアコンのレンタル料、それが３０万８

千円補正でお願いしたものであります。以上でございます。 

議  長 １７ページ他にありませんか。 

次、１８ページ 

 目２ 予防費続き 

 項２ 生活環境衛生費のうち 目５ 町営バス運行管理費 

 款５ 農林水産費 項１ 農業費 目２ 農業振興費 

１９ページ 

 目２ 農業振興費続き 

 目４ 農地費 

 款６ 商工費 目１ 商工業振興費 

６番 的埜美香子君。 

６番議員 ６番です。お願いします。プレミアム商品券の関係ですけど、Ｐねっとへ

の補助金ということでＰ券のＰねっとの決算というところがなかなか議

会の方でも分からないんですけど、その辺って、あの商工会のことだか

ら、あれですけど、なんかお示しされないのか、その辺お願いしたいと思

います。 

産業建設

課長 

お疲れ様です。Ｐねっと協同組合の補助金という風に記載されているも

のですけど、こちら説明でもさしていただきました、この金額２，１２０

万円につきましては、新たにＰねっとの商品券を発行する。しかもプレミ

アムをつけて発行することで、プレミアムの補助金のもののみでござい

ます。それでその事業をするにつきまして、その組合の方へ補助をすると

いう流れになってきております。あのＰねっとの組合の決算につきまし

ては、毎年総会が行われておりまして、その中でＰねっと事業のこともも

ちろんですが、それ以外にかかる費用もございますので、そういったもの

も併せて報告はされているようでございます。この分については、商品券
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の分のみということでお願いいたします。すいません。決算の報告を受け

ているかということですけども、それは、私達は、総会にも来賓として出

席するようなこともございますし、また書面として、報告を受けておりま

す。以上です。 

６番議員 はい、説明の資料の方であのプレミアムの関係の方が載っていますけど、 

令和２年度の決算の方でお聞きしようかと思ったんですけど、決算の中

でどのような形のなんて言うか、総括をしているのかっていうところと

あと令和２年度の予算の中で一般販売のことがちょっと問題になった気

がしますが、その辺どのように考えているのかお願いします。 

産業建設

課長 

はい。お答えいたします。令和２年度分のことになりますけれども、プレ

ミアム商品券販売を５割のプレミアムをつけて、実施をしてきたところ

であります。またあの決算の中でも報告があるわけですけど、販売を１０

万円上限で１世帯１０万円を上限で販売額につきましては、１億３０７

８万円という１億円を超える販売がございました。そして、その後、余っ

たというのもの変ですけど、地域経済回復消費券ということで、また同じ

ものなんですけど、商品券を一人あたり１５，０００円を配布した、そう

いう事業を行っております。使用の方につきましても、９７％を超える利

用があったということで十分な効果が得られたんだと認識しておりま

す。以上です。 

議  長 １９ページ他にありますか。 

１２番 篠原義從君。 

12番議員 はい。１２番です。ちょっと見逃して戻りたいのですが、款５の農林水産

費 目４ １４節 農道水路修繕工事が当初の金額より３倍になってい

るわけなんですけど、事情がいろいろあったと思うんですけど、そこら辺

の説明をお願いします。 

産業建設

課長 

はい。１４節の２００万円の内容につきまして、ご説明いたします。この

２００万円につきましては、小倉原で令和２年度まで舗装の３年度間に

渡りまして、舗装の工事を実施してまいりました。その中でやはり舗装す

ると一時的な雨によって、表面を流れて、低いところで流末の水の処理が

必要に、必要となりまして、実際には、ＫＪ側溝ができているんですけど、

最近の激しい雨でそれを超えてしまうような雨が降るということで約５

０メーター間において、そのＫＪ側溝の隣に壁、もう少し高いものを設置

しまして、そこで水を受けるというような内容のものでございます。 

 そして、増えたということですが、当初の１００万円は、いろいろ地域か

らの要望に応えるための水路や道路の修繕の工事のものでして、小倉原

のものとは別の工事でございます。以上です。 
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12番議員 １２番。じゃあ２００万は、別工事ということで。分かりました。 

議  長 他に１９ページございませんか。 

２０ページ 

 目２ 観光費 

 目４ 松原湖高原観光交流センター運営費 

 款７ 土木費 項２ 道路橋梁費 目１ 道路維持費 

１２番 篠原義從君。 

12番議員 １２番です。１８節の長湖水草駆除事業補助とありますけど、４００万、

この補助金は、どこへわたるわけ。業者とか松原湖区とか。 

産業建設

課長 

はい。お答えいたします。これにつきましては、松原湖を美しくする会、 

こちらの方に事業主体となってもらいまして、そこへの補助ということ

です。副町長の説明も以前にありましたが、コロナ禍ですが、遠く県外の

方から業者さんを依頼することでして、詳細まで、工事の内容まで決まっ

てはいない状態ですが、この事業を早めに進めておかないとこの冬のワ

カサギ釣り等に、そういったものに備えられないということで今回、概算

額ということで計上させていただきました。以上です。 

議  長 他に２０ページありませんか。  

６番 的埜美香子君。 

６番議員 すいません。その上の登山道の修繕費ということなんですけど、ちょっと

すいません。説明をお願いします。 

産業建設

課長 

登山道の重機借り上げ、またその１０節でも需要費で登山道修繕もござ

います。こちらにつきましては、みどり池から中山峠この間のいたみが激

しいということで１９号災害の時には、それほどでない。その後、何回か

修繕しているんですけど、今回もまただいだい的と言いますか、歩道が桟

橋とかが、経年劣化で傷んでいるところもありますので、しっかりと整備

したいということで重機借り上げと需要費と材料、需要費ですね、そうい

ったものを計上させていただきました。以上です。 

議  長 他にありませんか。 

１２番 篠原義從君。 

12番議員 １２番篠原です。土木費１３節、１４節なんですが、議員になりたての頃

聞いたかもしれないが、今回重機の借り上げが１，０００万円増えてるわ

けなんですけど、そこら辺の説明と下の工事請負費、維持修繕がこれも

１，０００万円増えているわけですけど、そこら辺の説明の方、お願いし

ます。 
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産業建設

課長 

１３節１４節及び１５節も同じ内容になるわけですけど、７月から地区

懇談会が始まっております。当初、それぞれ３００万、１４節については、

当初３，０００万、１５節については、４０３万、それぞれ予算を計上し

ていただいておりまして、それが増えるということなんですけども、各地

区からの要望、建設関係、土木関係が多くございまして、それに全部は、

応えにくいわけでございますが、できるだけその要望に沿っていきたい

ということで、これはまだ場所が決まっているわけではございませんが、

１３節では、５０万円の２０箇所程度ということで１，０００万、１４節

につきましては、工事費１００万円のものを１０箇所程度の考えで計上

させてもらっています。１５節につきましては、１０万円を２０箇所、 

舗装の穴埋めも毎年やってるおるわけですけども、やはりきめ細かくと

いう意味合いで計上させていただきました。以上です。 

12番議員 そうすると各区に配られる地域支援金に充てるということですか。それ

とはまた別。 

産業建設

課長 

それとは別で、今年度、各地区５０万円は、当初からのとおりです。要望

いただいた中で建設のサイドで考えますのが、工事費用の大きくかかる

もの、これについては、町側でできるだけしようと、少額のもの、または、

ちょっと個人のものに関係するものそういったものは、集落支援事業で 

対応していただきましょうという振り分けというか、そういったことを

させていただいて、それで実施をしておるところです。以上です。 

12番議員 そうすると、これは、事業は、特命で出すのですか。 

産業建設

課長 

これは、地区の懇談会が終了し、役場の内部でこれを実施するかしないか

ということを要望を受けたところで決定しまして、そして、町の工事とし

て発注します。そういうことでございます。 

12番議員 最後にすいませんね。なかなか仕組みが分からなくて、長くなってしまっ

て、申し訳ないです。私も課長知っているとおり、杉尾水利組合の長をや

っていて、水路の修理やああいうものをお願いしているけど、ああいうも

ののお願いの金額と違うわけですか。 

産業建設

課長 

杉尾の水路につきましては、距離的にも比較的長い部類に入りまして、 

大変大きな工事になろうかと思います。それでもあふれそうで、あふれた

時に個人の方の農地を傷めるとかある場合には、部分的に集落支援でお

願いしたいということを以前もお話しをさせていただいたところですけ

ど、もう少し規模の小さいものを想定しておりまして、すでに水路がある

ものが、傷んでしまった。壊れてしまっている。それを部分的にＵ字溝な

どを修繕する、そのようなイメージでございます。杉尾につきましては、
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ちょっと大規模になりますので、補助事業などいただかないとなかなか

事業実施が難しいと考えております。以上です。 

議  長 ２０ぺージ他にありませんか。 

次２１ページ 

目１ 道路維持費続き 

款８ 消防費 目１ 非常備消防費 

５番 渡邊晃子君。 

５番議員 はい。５番です。お願いします。第４分団車庫移転工事ということで、 

あの今までの説明にあったかもしれない、聞きそびれていたら、大変申し

訳ないんですけれども、どちらから今度どちらへ移設新築されるのか、お

願いします。 

町民課長 はい。第４分団車庫移転ということであります。具体的には、芦谷地区で

あります。現在芦谷のバス停、土村の方から八那池、箕輪の方へ向かって

いきますと左側、バス停の脇に小さい、昔からの消防の物置というような

形のものがあります。それを道路を挟んで、反対側の畑をお借りしまし

て、そこへ移転したいということでございます。以上です。 

議  長 続きまして、２１ページ下段 

 款９ 教育費 項１ 教育総務費 目２ 事務局 

        項２ 小海小学校費 目１ 学校管理費 

２２ページ 

 項３ 社会教育費 目２ 公民館費 

２３ページからは 

      補正予算給与費明細書 

２４ページ、２５ページ、２６ページ、２７ページ 

その他全体を通じて質疑のある方、ございますか。 

９番 小池捨吉議員。 

９番議員 全体ということで１８ページのところ、農林水産費のところでもって、農

業振興費１８節、経営の継承ということで、これ０から１００万というこ

とでこの中身、これ何件で何かということが分かれば、教えていただきた

い。 

産業建設

課長 

はい。お答えいたします。こちらの事業は、始めて今度、農業後継者に対

して、補助制度が設けられたということで、国の制度になっております。 

ただし、後継者と言っても、親元に帰ってきたから、補助の対象になると

いうものではありません。その対象の要件というものがけっこう細かに

しるされております。その一部を申し上げますと新たな事業に取り組み

をするまたは、加工に取り組む、青色申告して、家族提携協定を書面で結
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べというようないくつかの条件がございまして、それに合致する方、まあ

これあのう、八那池の方１名を予定しているんですけれども、上限１００

万円ということでその内の半分が国の補助になるというような内容でご

ざいます。以上です。 

９番議員 八那池が該当ということですけど、そうすると野菜ということですか。そ

れともいちごとか花とかその中身は、分かりますか。 

産業建設

課長 

品目につきましては、野菜でございます。 

議  長 これで質疑を終わります。これで１１時１５分まで休憩とします。 

                      （ときに 10時 57分） 

議  長 休憩前に続き会議を開きます。         （ときに 11時 15分） 

日程第５ 議案第３２号  

「令和３年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て」を議題とします。 

これから質疑を行います。 

歳入歳出とも補正予算書で、ページごとに行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

歳入 

４ページ 

款７ 繰越金 

款８ 諸収入 項２ 雑入 

６番 的埜美香子君。 

６番議員 ６番です。お願いします。繰越金が２０２７万３千円と、県への納付金で

の関係では、最終的にいくらになったのか、お願いします。 

町民課長 県への納付金の関係でありますが、当初予算で一般の保険者の分であり

ます。それが８，６９０万円、そして後期高齢者分３，５１０万円、介護

納付金分が１，２５０万円でございます。これが当初予算の数字でありま

す。宜しくお願いいたします。 

６番議員 はい。えーっと、結局こういう形で、言い方悪いですが、余ってきたとい

うことですけど、あの、その保険税を決める時の議論の中でやはりこの残

った分で下げられないかという議論したと思うんですけど、もう一度そ

の辺のことをどう考えるかお願いします。 

町民課長 はい、あの４月ですか、国保の審議会をお願いしました。そういう中で今、

ご発言があったこともいただいております。えー今回は、保険料を据え置

きにさせていただいたという経過がございます。令和２年度から３年度

への繰越金、端数がありますが、約３，０００万であります。その部分で
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の質問と承っておりますが、この３，０００万のうち、歳出に関しまして、

令和２年度に概算払いした部分のもの、国、県へ返還するものが約７００

万円ございます。そうしますと約２，３００万円が実際の繰越金という形

に捉えられるのではないかと感じております。そういう中でもう一つは、

令和元年度から令和２年度へ繰り越された分が約２，５００万円ござい

ます。令和２年度単体で単純にあてはめますと約２００万円不足をした

というか減ったというような形に捉えることができます。そして、医療費

の関係ですが、コロナ等々で医療費が全国的に押さえられているが、小海

町に関しては、入院等、医療費が伸びてしまっている。その医療費が県の

納付金へ反映される時期が２年３年後であります。そうした時に、今度

は、予算が不足する可能性が出てきてしまう。そして、そういう事態を招

く時に今度は、保険料を保険料率を上げさせていただかなければならな

いということになります。えーしかし、通常の年間を通じて、一定の収入、

そういう皆様のことを考えますと国保の保険料率を保険の財政状況によ

り、年により上げたり下げたりということより、あまり下げる時は、ちょ

っと我慢していただくとして、上げることは、保険者が努力をして、上げ

ないでその山を過ごす、それが被保険者の支援に繋がるのではないか。年

によって、国保税が上がったり、下がったりというよりは、ある程度一定

の金額がいいんじゃないかということがありますから、据え置きにさせ

ていただいたという状況であります。以上でござます。 

議  長 

 

 

他にありませんか。 

歳出に移ります。 

５ページ 

 款５ 基金積立金 

 款６ 諸支出金 項１ 償還金及び還付加算金 

 款７ 予備費 

６番 的埜美香子君。 

６番議員 えーと、先程課長の説明で繰越金の話もありました。それでまあ時期を見

込んでということですけど、ここで積立金を新たに合計しますと新たに

１，９２９万円なんですけど、それならば、いくらなら貯まったらいいの

かということなんですけど、えー納付金の算定基準とは、給付費だけじゃ

ないと思うんですけど、もう一度その辺お願いします。 

町民課長 はい。納付金の算定基準は、一人あたりの医療費を全国の一人あたりの医

療費と比較してどうか。それが高い場合は、プラスに転じ、低い場合は、

マイナスに転じという基本的な考え方、そしてもう一つは、所得状況、全

国の所得状況の平均と比べまして、高い場合は、加算のなり、低い場合は、
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減額となるという状況の中で、県が算出をされております。そうしまし

て、具体的に納付金の状況ですが、平成３０年から令和元年、これについ

ては、下がっております。元年から２年も下がっております。そしてその

時は、３年前の医療費が非常に抑えられていた時期でござました。次に今

年の分に、２年分については、医療費が非常に伸びてしまったというこ

と、もう一つは、全国的に医療費が抑えられているという、国保新聞など

の情報でありますが、実際にそういう数字が示された時に不安要素があ

るということでありますから、今回は、このような予算措置をさせていた

だいているというものであります。以上です。 

議  長 他にありませんか。これで質疑を終わります。 

日程第６ 議案第３３号 

議  長   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第６、議案第３３号 

「令和３年度小海町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について」

を議題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも補正予算書で、ページごとに行い

ます。質疑のある方は挙手を願います。 

【歳入】 

５ページ  

款１ 保険料 項１ 介護保険料 

款８ 繰入金 項１ 一般会計繰入金 

       項２ 基金繰入金 

６ページ 

款９ 繰越金        

【歳出】  

７ページ  

款５ 諸支出金 項１ 償還金及び還付加算金 

款６ 予備費       

その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

 

 
日程第７ 議案第３４号 

議  長 日程第７、議案第３４号 

「令和３年度小海町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい
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て」を議題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも補正予算書で、ページごとに行

います。質疑のある方は挙手を願います。 

【歳入】 

４ページ  

款１ 後期高齢者医療保険料 

款４ 繰越金       

【歳出】  

５ページ  

款２ 後期高齢者医療広域連合納付金 

款４ 予備費       

その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

   （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

日程第８ 認定第１号 

議  長 日程第８、認定第１号 

「令和２年度小海町一般会計歳入歳出決算の認定について」を議題とい

たします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも決算説明資料で、ページごとに行

います。質疑のある方は挙手を願います。 

議  長 決算説明資料 １ページ…１２ページ。９番 小池捨吉君。 

９番議員 ちょっと遡って聞きたいのですが、まああの３ページのところで公債費

について、ちょっと聞きたいのですが、あの目的別公債費４億６，０７３

万６千円でそれから性質別公債費が４億６，０７３万７千円とここんと

ころ公債費につきまして、目的別も性質別も変わらない数字だと思いま

すが、千円ばかりなので四捨五入か五捨五入なのかちょっと分かんない

ですけど、普通は変わらないと思いますが、その辺どうですか。 

総務課長 あのう、おっしゃる通りです。1違うの私も気づかなかったものですから、

また原因を調べまして、ご報告申し上げます。 

議  長 歳入に移ります。 

【歳入】 

１３ページ  款１ 町税 １項 町民税 

１４ページ  項２ 固定資産税 
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１５ページ  項３ 軽自動車税 

１６ページ  項３ 軽自動車税続き 

項４ 市町村たばこ税 

１７ページ  項５ 入湯税 

  款２ 地方譲与税 項１ 地方揮発油譲与税 

       項２ 自動車重量譲与税 

１８ページ  項３ 森林環境譲与税 

款３ 利子割交付金 

       款４ 配当割交付金 

１９ページ  款５ 株式等譲渡所得割交付金 

       款６ 法人事業税交付金 

  款７ 地方消費税交付金 

２０ページ  款８ ゴルフ場利用税交付金 

款９ 環境性能割交付金 

       款１０ 地方特例交付金 

２１ページ  款１１ 地方交付税 

款１２ 交通安全対策特別交付金 

 款１３ 分担金及び負担金 項１ 分担金 

２２ページ  項２ 負担金 目１ 総務費負担金 

       目２ 民生費負担金 

２３ページ  目３ 衛生費負担金 

    目４ 商工費負担金 

    目５ 教育費負担金 

    目６ 農林施設災害復旧費負担金 

２４ページ 款１４ 使用料及び手数料 項１ 使用料 

  目１ 総務費使用料 

  目２ 民生費使用料 

２５ページ  目２ 民生費使用料続き 

目３ 生活環境費使用料 

５番 渡邊晃子君。 

５番議員 はい。５番渡邊です。宜しくお願いします。えー３生活環境使用料右の表

ですね。未納額のところ、前のを見てみますとヒルサイドと土村栄町と新

しいものを含めても家賃の未納額と他の税金とのその方達の税金等の兼

ね合いがどうなっているか掴んでいらっしゃるのでしょうか。お願いし

ます。 

町民課長 税金の未納額につきましては、やはり町税全体に渡りまして、それぞれの
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科目で滞納額が発生してしまっております。そういう中でやはり未納額、

滞納額がある方、そういうどういう皆様かということかと思いますが、比

較的同じ皆様が多いというのが傾向でございます。誰々さんがどうとか

ということでなく、比較的多いという答弁にしたいと思います。 

以上でございます。 

５番議員 もちろんプライバシーに関わりますので、深くは、お聞きしませんが、あ

の未納額、いろいろな町税の未納額対比表といいますか、一覧とか資料は

出していただけないでしょうか。 

町民課長 はい。町全体の未納額は、主要事業調書をお配りしてございますが、その

１６ページをご覧いただきますと町税等一覧表を載せさせていただいて

おります。ここに住宅家賃は、ちょっと税金、保険料と意味合いが違いま

すので、掲載はされておりませんが、こんな状況でございます。 

以上です。 

議  長 ２５ページ他にありませんか。 

２６ページ  目４ 農林水産費使用料 

  目５ 商工費使用料 

  目６ 土木費使用料 

２７ページ  目７ 教育費使用料 

２８ページ  項２ 手数料のうち １目 総務費手数料 

  目２ 生活環境費手数料 

 款１５ 国庫支出金 項１ 国庫負担金 

  目１ 民生費国庫負担金 

２９ページ  目１ 民生費国庫負担金続き 

       目２ 保健衛生費国庫負担金 

       目４ 災害復旧費国庫負担金 

３０ページ 項２ 国庫補助金 目１ 総務費補助金 

       目２ 民生費補助金 

３１ページ  目３ 衛生費補助金 

       目４ 土木費補助金 

       目５ 教育費補助金 

３２ページ 項３ 国庫委託金 目１ 総務費委託金 

       目２ 民生費委託金 

３３ページ 款１６ 県支出金 項１ 県負担金 目１ 民生費負担金 

３４ページ 項２ 県補助金 目１ 総務費補助金 

      目２ 民生費補助金 

３５ページ 目３ 衛生費補助金 
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      目４ 農林水産費補助金 

３６ページ 目５ 商工費補助金 

      目６ 教育費補助金 

      目 7 災害復旧費補助金 

      目 8 土木費補助金 

３７ページ 項３ 県委託金 目１ 総務費委託金 

      目２ 民生費委託金 

３８ページ 款１７ 財産収入 項１ 財産運用収入 

目１ 財産貸付収入 

      目２ 利子及び配当金  

      項２ 財産売払収入 

３９ページ 款１８ 寄付金 目１ 一般寄付金 

      目２ ふるさと寄付金 

４０ページ 款１９ 繰入金 項１ 特別会計繰入金 

      項２ 財産区繰入金      

４１ページ 項３ 基金繰入金 

款２０ 繰越金          

４２ページ 款２１ 諸収入 項１ 預金利子 

項２ 貸付金元利収入 

項３ 受託事業収入 

４３ページ 項４ 雑入 

４４ページ 雑入続き 

４５ページ 款２２ 町債 目１ 過疎対策事業債          

４６ページ 目２ 臨時財政対策債 

      目３ 緊急防災・減災事業債 

      目４ 災害復旧事業債 

４７ページ 目５ 緊急自然災害防止対策事業債 

      目６ 減収補填債 

【歳出】 

 歳出に移ります。 

４８ページ 款１ 議会費 

４９ページ    議会費の続き 

５０ページ 款２ 総務費 項１ 総務管理費 目１ 一般管理費 

６番 的埜美香子君。 

６番議員 はい。６番です。宜しくお願いします。えーっと令和２年度から会計年度

任用職員の関係で新しくなったんですけど、当初の目的というか、働き方
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改革だったり、同一労働同一賃金ということが、本当の目的だと思うが、 

その辺の総括はされているか宜しくお願いします。 

総務課長 はい。お答え申し上げます。会計年度任用職員になりまして、例えば、労

働時間につき、時間あたりの単価ですね、これにつきましては、以前の臨

時職員の時には、１日７．４５時間働いて、役場の庁舎事務だとすると１

日６，６００円だと、これが会計年度任用職員になりまして、労働時間が

７時間になったと。で、単価は同じと、でしかもこれ年ごとに上がってい

くというようなもの、いろいろな権利関係につきましても改善された部

分がございまして、ただ同一労働同一賃金という考え方が責任というも

のがそこにはありまして、その分まで同じかというとそれは、当然違って

当たり前だと思います。で総括としましては、以前よりは、大分改善され

てるということでご理解いただきたいと思います。 

議  長 他に５０ページありますか。５番 渡邊晃子君。 

５番議員 はい。５番渡邊です。宜しくお願いします。今の会計年度の下、研修講師

謝礼ということで、あとの５２ページに職員の資質向上のため、講師を招

いて研修会を行いましたとあるが、この内容を少し教えていただけます

でしょうか。お願いします。 

総務課長 はい。研修会につきましては、いろいろな講師をお願いしまして、職員で

勉強会を行いました。計８回程行ったと思うのですが、当初目的としてた

とおりのコロナのおかげで回数は、消化できなかったわけですけど、あの

まあ町づくり分野ですとか、接遇の関係ですとか、そういったものの研修

でして、えーもし詳細、どういう講師を呼んで、どういう内容でやったか

ということにつきましては、また予算決算の折にでも、資料として、提出

したいと思います。 

議  長 他にございませんか。２番 鷹野文則君。 

２番議員 ２番鷹野です。先程総務課長の説明の中に、会計年度任用職員の給与です

けども、次年度以降上がっていくとおっしゃいましたけども、それは、規

定か何かあるということですか。 

総務課長 はい。あの規定を作っておりまして、一般の職員もそうなんですが、表が

ありまして、その表に基づいて、何号格付けかというような形で行ってお

りますけれども、会計年度任用職員につきましても当初そういう表を作

りまして、それに従いまして、経験年数で賃金といいますか、給与が上が

っていくようにしております。以上です。 

２番議員 はい。只今の説明でちょっと分かんなかったですが、その規定は、あのそ

のえーと経験年数のあのあれを加味して、上がっていく、年度、新しい人
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でもその経験年数対応表みたいなものでいくのか、従前、今年雇っている

から来年は、こうなりますよとどっちなんですか。 

総務課長 はい。あの表は作ってございまして、えー今年入った方は、１から始まり

ます。その方は、来年になりますと２になるという形の表でございます。 

議  長 他に５０ページありますか。 

次５１ページ 一般管理費続き 

 ５２ページも一般管理費続きであります。 

１２番 篠原義從君。 

12番議員 はい。１２番。５１ページの１４節、あのコロナ対策の自動水栓は、まあ

こういう施設に行ったわけですが、ほぼ完了かどうか。まだ残っているの

か。聞きたいのですが。 

総務課長 はい。お答え申し上げます。あの町で管理している施設については、全て

これでやったつもりです。全部で２１０箇所程交換しました。以上です。 

12番議員 １２番。先程非常電気の修理の話の質問させていただいたんですが、１７

節の非常用発電機の購入がどこか。 

総務課長 はい。これにつきましては、総合センターが避難所に指定されてまして、

台風１９号の折には、総合センターをまず避難所として使いました。その

後、避難される方が多かったんで、あの急遽、役場の方も避難所として指

定しました。でその後、川東にも避難所が欲しいという声が寄せられまし

て、新たに小海保育所を避難所として指定しました。で総合センターと保

育所につきましては、そういった非常用電源がありませんので、停電にな

った時に真っ暗になってしまうということで、１５ＫＶという大きさの

発電機をそれぞれ各１台ずつ入れてございます。以上です。 

５番議員 はい。えーっと申し訳ないですが、戻ってしまって、大変恐縮なんですけ

れども、先程の会計年度のところで、２番議員さんの総務課長のご説明で

その表に基づいてということで、まあそれを見て分かるか、あれなんです

が、その表というのは、私達には、ご提出いただけるんでしょうか。 

総務課長 はい。それでは、予算決算の委員会の時に資料としてお出しすることにし

ます。 

５番議員 はい。５番です。すいません。河川監視カメラ設置のところで、あの２年

度当初だと直売所にも１台ということだったと４台が３台になっている

ということであの直売所は、が減った理由をお願いします。 

総務課長 はい。あのう町のホームページから見れるようになっているんですけど、

県がヤナショウさんの１００ｍくらい下のところに河川監視カメラを付

けました。それで同じようなところに同じようなもの付けても無駄です

ので、そこは、止めたということでございます。 
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６番議員 はい。６番です。今の関係であの先日も凄い大雨でやっぱり直売所のあそ

このあたり、また流されている状況だったりするんですけど、まあ直売所

の関連でなくて、あのこの監視カメラは、早速、なんというか活用された

のかどうか、ちょっとその辺教えてください。 

総務課長 はい。監視カメラは、本間のところについてますし、一晩中役場に詰めて

おりましたけれども、確認しておりました。で、えーっと直売所のところ

につきましては、近いものですから、夜中に３回程確認しに行きました。

１２時とか１時とか３時とかそういう時間で行った訳ですけれども、ま

あ私の経験上、それほど被害がでるような水位でなかったものですから、

午前４時ころですか、県から土砂災害危険情報が出て、避難命令を出さな

いといけないような状況の情報が出たんですが、場所を確認しましたら、

町の一番八ヶ岳の端っこだんですよね。で、こっちの平地の方について

は、人が住んでいるところは、全然その網が被っていませんでしたので、

その避難情報については、特に流すことなくスールーさせていただきま

した。以上です。 

議  長 他に。２番 鷹野文則君。 

２番議員 はい。２番鷹野です。えーと先程の非常用発電機ですけれども、まあ要望

というかお願いになるかもしれないんですけど、やはりこれ２台なもん

で、可搬型の発電機だと思うんですよ。で総合センターの横にやすらぎ園

がありますし、やすらぎ園に関しては、要介護者だとか在宅医療されてい

る方の避難所になっているような気がするんですけど、そうなりますと

やはり可搬型では、大変なんで、そのやすらぎ園と総合センターのホール

だけでも常時設置型の発電機を導入を検討されていただきたいと思いま

す。 

総務課長 はい。また総合センターの方は、すぐホールに見えますのでご覧いただき

たいと思いますが、可搬型といいますか、かなり大きなもので建設業者が

現場で使っているような大きなもので、１００Ｗですと１５０台取れる

規模のものでして、あの今回、コロナの関係で災害のいろいろの対応する

電気のものなどを買わせていただいたんですが、そういったものが、大体

その１台で多分、総合センターもやすらぎ園もカバーできるのではない

かという形でそれを入れてございます。ご要望ですのでまた検討させて

いただきますが、そういうことでご理解いただきたいと思います。 

２番議員 １５ＫＶということで、今総務課長から説明の容量があると思うんです

けど、やはりあの今後出てくるのが、やすらぎ園のベットがほとんどあれ

だと思うんですけど、電動になってきているとで、今後、そこら辺のとこ

ろ電気の供給も考えてあげないと無理なんで、それで発電機その常設型
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だと移動とかの必要がなくて、落ちて１～２分後に電気が供給されるの

で、その辺もご検討お願いします。 

議  長 他に。ここで１時まで休憩とします。    （ときに 12時 01分） 

議  長 休憩前に続き、会議を開きます。      （ときに 13時 00分） 

５３ページ 

 款２ 総務費 項１ 総務管理費 目２ 財産管理費 

から入ります。 

２番 鷹野文則君。 

２番議員 ２番鷹野です。宜しくお願いします。あの電気保安点検がありますよね。

先程の補正の時に発電機の修理が出てたんですけど、発電機ばかり言っ

て申し訳ないけど、恐らく法定点検なんかに発電機の年１回の点検は入

っているはずなんですけど、それもなかったということですか。メンテナ

ンスがなかったということですか。 

総務課長 はい、点検は、入っているんですが、メンテナンスをしてなかったという

ことですいません。宜しくお願いします。 

議  長 ５３ページ他にございませんか。 

５４ページ 財産管理費続き 

５５ページ 目３ 広報費 

５６ページ 目４ 企画費 

５７ページ    企画費続き 

３番 篠原哲雄君。 

３番議員 はい。３番篠原です。えーと憩うまち小海事業の９００万程載っているわ

けですけど、毎年これ１千万程載っているわけですけど、私もちょっとま

だ勉強不足でちょっとこれ委託料の内容を教えていただきたいのですが

お願いします。 

総務課長 はい、お答え申し上げます。主要事業調書の１０ページをご覧いただきた

いと思いますが、宜しいでしょうか。書かれていますが、事業の経過と効

果とか書いてある通りですが、今年が最終年、３年度が最終年になるとい

うことでして、この委託につきましては、東京にあるさとゆめという会社

に委託をして行っております。以上です。 

３番議員 はい、３番です。ちょっと内容をどんな形のものか、事業をやっていく中

でその内容を知りたかったのですが。お願いします。 

総務課長 はい。内容は、憩うまちという事業につきましては、都会の企業の皆さん

にこちらの方に来ていただいて、あのセラピーなんかを受けていただい

て、リラックスして、企業の要するに発展に寄与するそういった事業でご

ざいますけども、そういう事業をやることによって、町としては、関係人
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口が構築されたり、それによって、例えば企業の皆様がこちらに進出され

たりというような効果が期待できるということで、そういったことを推

進するためにやっている事業で、セラピストの育成ですとか企業への協

定、働きかけ、そういったものが主なものになります。ただコロナの関係

で企業を集めた説明会とかモニターツアーで来ていただく催し、そうい

ったものが２年度につきましては、思うようにできなかったというよう

なものです。以上です。 

５番議員 はい。５番渡邊です。同じ憩うまち事業について、質問させていただきま

す。あの私も森林セラピストの第１期生として、お世話になりまして、あ

の出産育児でそのまま出れなくなってしまい、申し訳ないという気持ち

もあり、それはまあそれとして、本当にお世話になって、この内容、事業

自体の内容に対して、私も理解もしてますし、いいことだと思っているん

ですけども、あの先日、審査意見書でも監査委員の方がご意見の中でおっ

しゃってましたけれども、あのやはり毎年、１千万程も使って、委託をし

ているけれども、その詳細、主要事業調書を出していただいております

が、一体、セラピストが何人だとか、セラピストの方達にどれくらいお給

料がいっているのかだとか、そういった詳細が全く分からないんですよ

ね。あのこれまでの議会でも恐らく、その詳細資料を求められてきたと思

うんですけれども、これ出していただけないでしょうか。 

総務課長 はい、この町の事業費からは、セラピストに対する報酬ですとかそういっ

たものは、一切出ておりません。セラピストに対する報酬は、来ていただ

いた企業さんからその事業に対する負担金を頂きまして、それを例えば、

車の借上げですとか、ホテルですとか、セラピストの賃金ですとかそうい

ったものに分けております。まあ監査委員からご指摘をいただいたのは、

その部分が本来であれば、町の会計の中でそれをやるべきではないかと

いうご指摘だったんですけども、町の方としては、それについては、協議

会の別通帳を作りまして、その通帳の中で全てを管理していて、それにつ

いては、先般監査委員さんにもご覧いただいておりまして、特に問題は指

摘されませんでしたけれども、役場の担当者の方でもまたその上課長、私

ですけど、課長まで決裁を回して、適正に行われていることについては 

確認をしております。その取り扱いがまだ監査委員さんのご意見と私達

のやり方とちょっと齟齬があったということで、それについてはまた検

討したいと思いますけど、当面協議会の方でやるということでおります

ので、別通帳も監査の対象にしていただいておりますので、間違いはない

ということでご理解をいただきたいと思います。 

５番議員 はい。５番です。どういう仕組みかというのは理解しました。間違いがな
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いっていうことは分かりましたけれども、やはりその内容、協議会がやっ

ていることとはいえ、町から１千万出しているわけなので、やはり詳細

な、協議会から詳細になるんですかね。ごめんなさい、ちょっとあれです

けど、そういうものをもっとよく主要事業調書よりも詳細なものをどう

にか出していただけないでしょうか 

総務課長 はい。委託の内容だと思いますので、委託の内容については、また予算決

算の常任委員会の折に資料として、お出ししたいと思います。 

議  長 他にございませんか。５６ページ、５７ページ、５８ページございません

か。５９ページ 

  目５ 地域振興費 

  ６０ページ 

  目５ 地域振興費続き 

６番 的埜美香子君。 

６番議員 はい。６番です。すいません。戻ります。５８ページの負補交の佐久穂町

連携事業というのが載ってますけど、えーと何か形になったのかどうか、

ちょっとその辺詳しくじゃないですけど、教えていただけますか。 

総務課長 はい。この事業はそもそも佐久穂町と小海町、隣町同士で観光資源等が白

駒の池なんかが共通しているというようなことで別々に宣伝したりする

よりは、一緒になってやっていきましょうというのが話の発端でして、今

は、例えばお土産品、ギフトですね、ギフトのカタログを佐久穂町と共同

で制作して売ったり、それから若い職員の研修ですね、交流研修を講師を

呼んでやって、若い職員のスキルアップを図るというようなものをやっ

ておりまして、ある程度形には、２年目ですけどなってきておると思いま

す。 

議  長 ５９ページ、６０ページ、次６１ページ 

６２ページ 目６ 積立金 

６番 的埜美香子君。 

６番議員 はい。６番です。お願いします。すいません６１ページのまた負補交なん

ですけど、チャレンジ支援金事業ということで下の欄にも７件の事業に

交付して、町づくりのための活発な活動を支援しましたとありまして、主

要事業調書の方でも地域に密着した町づくり活動とそして、コミュニテ

ィを目的にした事業があったとあるんですけど、これの内容を方をちょ

っと細かいところを出していただけないでしょうか。お願いします。 

総務課長 はい。それぞれの申請の中身ということでしょうか。では、資料要求があ

ったということで予算決算で宜しいでしょうか。はい。お出しします。 

議  長 他にございませんか。 
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６３ページ 目７総合センター運営費 

６４ページ 項２ 徴税費 目１ 税務総務費 

６５ページ 目２ 賦課徴収費 

６６ページ 項３ 戸籍住民登録費 

６７ページ    戸籍住民登録費続き 

６８ページ 項４ 選挙費 目１ 選挙管理委員会費 

６９ページ 目２ 北牧財産区議員一般選挙費 

７０ページ 目３ 参議院議員補欠選挙費       

７１ページ 項５ 統計調査費       

７２ページ 項６ 監査費 

７３ページ 款３ 民生費 項１ 社会福祉費 目１ 社会福祉総務費 

５番 渡邊晃子君。 

５番議員 はい、５番渡邊です。お願いします。１２節委託料の住民支え合いマップ

の導入委託料というものをちょっとご説明をお願いします。 

町民課長 はい。住民支え合いマップの委託料４９０万７千円でございます。これに

つきましては、地域防災マップというものを作成しております。その防災

マップに要支援者、先程条例の制定をお願いしております名簿を落とし込

むシステムであります。条例の制定については、名簿を開示する内容であ

りますがこれは、名簿を作るためのシステムの導入ということでございま

す。以上でございます。 

５番議員 はい。そういうシステムで社協に委託しているということで、町の方もし

っかり連動して把握されているのか、社協が管理しているということで

しょうか。 

町民課長 はい、実際防災マップの作製については、社協の方へ委託をして作成をし

ているということで、この科目でなく消防費の方で委託料を計上させて

いただきまして、決算でご報告させていただいておるわけですが、作業的

には、委託したからお願いしますということでなく、それぞれの持ってい

る情報をそういうものを共有しながら作業を進めていくという体制であ

ります。 

議  長 他にございませんか。 

７４ページ 社会福祉総務費続き 

６番 的埜美香子君。 

６番議員 はい、６番です。７３ページのあの負補助交と関係があるんですけど、社

会福祉協議会の補助金ということで下で７４ページの説明書きのところ

にもあるんですけど、令和２年度から５年間、社協の方へ運営費というこ

とで支援するんですけど、初年度となると思うんですけど、決算としてど
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うだったか、社協の方から報告されているのかお願いします。 

町民課長 はい、社会福祉協議会が非常に経営が逼迫していると苦しいということ

でございます。そういう中で５年間に渡りまして、１年１千万円ずつ運

営費補助をしましょうということで、予算段階でお認めいただいたもの

でございます。その結果、今回としましては、非常にＶ字回復というこ

とを言っていいか分かりませんけど、そのくらい効率がよく業務が行わ

れているということを聞いております。評議委員会に参加させていただ

いておりますが、回復しているということを報告を受けております。以

上でございます。 

議  長 ７４ページ 他にございませんか。 

７５ページ 目２ 老人福祉費 

７６ページ 目３ やすらぎ園運営費 

７７ページ 目４ 心身障害者福祉費 

７８ページ    心身障害者福祉費続き 

７９ページ 目５ あゆみ園運営費 

８０ページ 項２ 児童福祉費 目１ 保育所費 

８１ページ    保育所費続き 

８２ページ 目２ 児童措置費 

８３ページ 目３ 児童館運営費 

８４ページ 目４ 結婚推進・子育て支援費 

８５ページ    結婚推進・子育て支援費続き  

８６ページ 款４ 衛生費 項１ 保健衛生費 目１ 保健衛生総務費 

８７ページ 目２ 予防費 

８８ページ    予防費続き 

８９ページ    同じく予防費続き 

９０ページ 項２ 生活環境衛生費 目１ 生活環境衛生総務費 

９１ページ 目２ 塵芥処理費 

９２ページ 目３ し尿下水処理費 

９３ページ 目４ 住宅管理費 

９４ページ 目５ 町営バス運行管理費 

９５ページ    町営バス運行管理費続き 

９６ページ 款５ 農林水産費 項１ 農業費 目１ 農業委員会費 

９７ページ 目２ 農業振興費 

３番 篠原哲雄君。 

３番議員 はい、３番です。この中の鞍掛豆の購入の量なんですけど、令和元年度と

令和２年度だと面積が約３倍、購入量が約４倍に増えているわけですけ
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どこの辺主要事業調書を見るとなっているわけですけど、実際の中でど

のくらいの販売がされたのか、鞍掛豆豆富ですか、この中でも使っている

と思うんですけど、これだけの量を消費するとなると大変だと思うんで

すけど、実際の中で在庫もかなり持っているかどうか、その辺お願いしま

す。 

産業建設

課長 

はい、お答えします。主要事業調書に３３ページに鞍掛豆の事業が載って

ございます。購入量ですけど、確かに５倍近く、真ん中の表の購入量でご

ざいますが増えております。この原因は、作付面積がその下にありますよ

うに約２倍強になっております。実際には、１名の方なんですけど、他の

作物から鞍掛豆に替えていただいたその面積が１名なんですが、大変多

かったというようなことで、他の方々の合計より多いような面積だった

もんですから、このようなグラフの通りになりました。今度、それを買い

取りをしたということで、今度、販売の方も考えなければいけないという

ことでして、収入はその上に販売収入が載ってございますが、やはり一遍

には、豆富を作るんですが、消費量がたくさんできたからたくさん作って

くれといっても、消費量には、限度もありますので実際には、豆を豆とし

て販売もしてございます。豆を引き受けてくれる問屋さんもありますの

で例年お付き合いしている会社がありますので、なるべく高い値でそこ

に卸すようなこともしております。ただまだ在庫は、多いのでこれまで実

施している豆富の他にもきな粉、ソーセージとかアイス、納豆など加工

し、また他にも何かこう使えないかということで、情報収集等しておると

ころでございます。以上です。 

３番議員 はい、３番です。それでは今年令和３年度は、作付農家は、作付面積は同

じくらいされる予定でしょうか。作付されてるでしょうか。そうすると後

1、２ケ月で収穫となるわけですけれども、そうしますと今年の在庫と合

わせてかなりの量になってくるんじゃないかなと思うんですけどその辺

いかがでしょうか。 

産業建設

課長 

はい、今年度につきましても同様ということでございますので、作付され

ている方は、概ね同じような収量になるかと思うんですけど、まだ１１月

頃ですか、選別されて出てくるのは、そのくらいになるんですけども、今

度年内のうちにできるだけ販売するのが価格も高く売れるということで

すので、加工品に回す分を除いて、できるだけ問屋さん等にはけるように

していきたいと考えております。以上です。 

議  長 他に、９７ページありませんか。 

６番 的埜美香子君。 

６番議員 ６番です。お願いします。１０節の需用費の中の有休農地対策事業という
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ことで、ワインぶどうのことだと思うんですけど、当初は、調査費という

ことだと思うんですけど、その調査結果は、主要事業調書の中になかった

ので、お聞きしたいんですけどお願いします。 

産業建設

課長 

はい、お答えします。おっしゃられる通りこちらの有休農地対策事業の内

容については、ワイン用ぶどうの資材ですとか苗ですとかもろもろその

関係の費用でございます。農業委員会もですけれども、いろんな会で今植

えたぶどうの苗を植えた圃場の視察をご案内したり、見たりしていると

ころなんですけれども、昨年度植えたものについても生育はいいという

ことで枯れてしまう部分も僅かあるんですけど、それ以外は、順調に育っ

ているということですので、まだ実がなっておりませんので、その先の調

査ということは、現実的にできておりませんが、その種類それぞれが育つ

ということは確認しております。以上です。 

議  長 他に９７ページございませんか。 

９８ページ 農業振興費続き 

９９ページ  目３ 畜産振興費 

１００ページ 目４ 農地費 

１０１ページ 目５ 山村振興事業費 

１０２ページ 項２ 林業費 目１ 林業振興費 

１０３ページ    林業振興費続き 

１０４ページ 目２ 県有林受託事業費 

１０５ページ 目３ 林道費 

１０６ページ 款６ 商工費 目１ 商工業振興費 

１０７ページ    商工業振興費続き 

６番 的埜美香子君。 

６番議員 はい、６番です。先程の補正じゃないですけど、プレミアム商品券のこと

でこれもやはり主要事業調書の方に載っていないと思うのですが、詳し

いところを何か資料とかあればお願いしたいんですが。 

産業建設

課長 

はい、お答えします。プレミアム商品券につきまして、資料作成してござ

いませんので委員会までには、この状況などまとめてお話したいと思い

ます。先程もお伝えした通りなんですけど、プレミアム商品券の販売とそ

の次に配布を行ったその率、換金の率は、９７．６％ということで大変高

い割合で使用がされました。以上です。 

６番議員 はい、６番。その下の住宅リフォーム助成事業に関して、１０７ページの

方で説明があるんですけど、もう少し詳しくどういったことに使われた

かというところも何か資料的なものできないかどうかお願いします。 

産業建設 はい、この分類、内容を１０７ページの実績効果のことなんですけど、こ
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課長 れ以外に細かくというと例えば金額でどれくらいの幅の改修をしている

のかそういうことでしょうか。事務方では、一覧表でできておりますの

で、要望の内容を取り出して表にすることは可能ですので、またその辺の

ところを内容どの部分っていう部分を金額以外ありましたら、またお知

らせいただいて、資料作成したいと思います。以上です。 

議  長 １０６ページ、１０７ページ他にありませんか。 

12番議員 １２番、１０７ページの主要施策の実績と効果についてというところで

リフォーム太陽光１件とありますけど、太陽光のリフォームとは、どうい

った形のもの。 

産業建設

課長 

はい。お答えします。住宅に太陽光パネルを設置するというものでござい

まして、新たに備える、備え付けるそういった場合にこの事業、住宅リフ

ォームの対象にしてございます。以上です。 

議  長 次 １０８ページ 目２ 観光費  

９番 小池捨吉君。 

９番議員 はい、１０９ページのところの１８節に小海線沿線活性化地域協議会と

いうことで載っていますが、この中身についてどのようなもんでしょう

か。 

産業建設

課長 

はい、お答えいたします。これは以前から毎年度計上はされておるもので

すけど、JR 小海線の沿線の市町村で構成及び観光関係の団体で構成され

ておりまして、ここへ負担金を出して、小海線に絡んだイベントを実施し

たり、広報したりしている協議会でございます。その負担金でございま

す。以上です。 

９番議員 はい、これは以前からあるということで、山梨の北杜市から小諸市まで絡

んだ沿線の市町村とありますけど、今主体は、どこでやっているという

か、要するに北杜市とか小諸市とか佐久市とかちょっと分かんないんが

その辺どうなんでしょうか。 

産業建設

課長 

はい、お答えいたします。現在はこちらの協議会につきましては、佐久穂

町が代表となっておりまして、佐久穂町長が協議会長ということでござ

います。振興局や広域連合も入っておりますので、ＰＲのためのグッズ、

パンフの作成などしております。ただコロナ禍でして、それ程多くの活動

ができていない状況であります。以上です。 

議  長 他にありませんか。 

１０９ページ 観光費続き 

１１０ページ 目３ 国際交流センター運営費 

１１１ページ 目４ 松原湖高原観光交流センター運営費 

１１２ページ    松原湖高原観光交流センター運営費続き 
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１１３ページ 款７ 土木費 項１ 土木管理費 目１ 土木総務費 

１１４ページ 項２ 道路橋梁費 目１ 道路維持費 

１１５ページ    道路維持修繕費  

１１６ページ    道路維持修繕費続き 

９番 小池捨吉君。 

９番議員 はい、９番小池です。１１４ページ委託費のところで道路支障木伐採の関

係が１，４００万ばかり載ってますけど、これは町道、農道だけですか。 

産業建設

課長 

はい、お答えします。こちら１，４９１万２千円の主なものですが、この

中に河畔林整備事業という本間地区で実施したんですけど、こちらが５

２９万１千円ということで三沢川、本間の千曲川から西側に向けて三山

窪の方へ登っていくとこの三沢川沿いの河畔林を伐採したということが

大きい事業でございました。その他につきましては、おっしゃられるよう

に町道それから町道の関係木の伐採ということで各区からのお願いです

とか要望を受けまして、伐採をした委託料でございます。以上です。 

議  長 １１７ページ 目２ 道路改良舗装費 

１１８ページ    道路改良舗装費  

１１９ページ    道路改良舗装費補助 

          道路改良舗装費繰越明許 

１２０ページ 項３ 都市計画費 

１２１ページ 款８  消防費 目１ 非常備消防費 

５番 渡邊晃子君。 

５番議員 ５番です。お願いします。１２委託料、防災マップ５地区作成できれいに

２００万のままなんですけど、５地区４０万円ずつ使われたという理解

で宜しいですか。 

町民課長 はい、この５地区について、社会福祉協議会へ委託したということであり

ます。それぞれ４０万かといいますと集落の大きさ、作業のボリュームい

ろいろありますから、総額で２００万ということで契約させていただい

たという内容であります。 

５番議員 主要施策の実績、効果について、※１の新型コロナウイルス感染症予防策

として書いてくださっているところでテントなどということですが、も

う少し詳しく内訳を教えていただけますでしょうか。 

町民課長 はい、新型コロナ感染症に伴う予防備品等でございますが、ポータブル水

栓トイレ、ここに掲載してありますけど、仮設のトイレそして折り畳みス

チールベット、段ボールのパーテーションその他多目的ワンタッチのテ

ントなどなどでございます。以上です。 

５番議員 そのなどなどの部分をもう少しお聞きしたかったんですが。また委員会
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でお願いします。 

町民課長 はい、申し訳ありませんでした。その他フェイスシールドとか非接触型体

温計とかあとはカッパとかそんなところです。その次の段階になりまし

たら、また委員会で宜しくお願いします。 

議  長 １２１ページ他にありませんか。 

１２２ページ 目２ 常備消防費 

１２３ページ 款９ 教育費 項１ 教育総務費 目１ 教育委員会費 

５番 渡邊晃子君。  

５番議員 はい、５番お願いします。実績効果のところで町長と教育委員が幅広く意

見交換を行う会議ということで、これ内容、何か主だったものを教えてい

ただけますでしょうか。 

教育長 はい。お答えをします。総合教育会議とは、法律で実施しなさいというこ

とで、学校設置者と教育委員でうちの場合には、そこへ小中学校の校長先

生も入っていただいきまして、現在行われておる教育の現状ですとか、学

校現場の要望等を町長に聞いていただく、小中学校合同ですので、南北相

木村の村長さんにも聞いていただく内容の会議になっております。以上

です。 

５番議員 はい、５番です。繰り返し内容は何か目立った要望とかそういうものは、

今どうでしょうか。 

教育長 はい、昨今ＩＣＴ教育の方が凄い早い速度で進んでいる中で、やはり学校

現場としてもそういったところへのハード的または、ソフト的な支援と

か、暑い夏が続いたことがありまして、エアコン整備ですとかそういった

要望がかなり学校現場の方からありました。以上です。 

議  長 １２３ページ他にありませんか。 

１２４ページ 目２ 事務局費 

１２５ページ    事務局費続き 

１２６ページ 項２ 小海小学校費 目１ 学校管理費 

１２７ページ    学校管理費続き 

１２８ページ    同じく学校管理費続き 

５番 渡邊晃子君。 

５番議員 ５番渡邊です。宜しくお願いします。１７備品購入費タブレット、実績効

果のところで１人１台、先日中学校組合の方で中学校の様子は伺ったん

ですが、これ小学生もやっぱり１年生から１人１台とちょっとどう使わ

れているか、また先生方のご様子なども教えていただけますでしょうか。 

教育長 はい、お答えします。はっきり申し上げて、令和２年度は１月初めには 

納品されたんですが、３ケ月間しまいっぱなしの状況でどの学年も使わ
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れなかったのが事実でございます。やはり先生方にも流れが急すぎて、知

識とか操作方法とか追いついていかないというのが、実情でございまし

た。新年度、令和３年度になりましては、中学校の先生に小学校に出向い

たりしていただくかたちまたは、データサービスという大畑に事務所が

ある南相木村出身の方が建てられた会社がありまして、そこにもお願い

しながら、コンピューターの操作方法を教えたりと動き始めたところで

す。ただタブレットに関しては、そんな状況で少し遅れておりましたがや

っと動き始めた状況が実情ですけど、ＩＣＴの絡みでは、電子黒板をそれ

よりも早く去年の夏頃稼動し始めたんですが、それにつきましては、その

電子黒板と電子教科書のセットを先生の端末に用意した中で、段々と使

われ始めたのが令和２年度の様子でございます。令和３年度になりまし

て、その点を含め更には、１人１台端末の映像を電子黒板プラス全員の映

像を映し出す機能もございますので、そういった方法もみながら行って

おります。１年生を学級担任の先生が熱心な先生で、１年生の段階でもう

その機械を起動するパスワードを打ち込めるようになって、使い始めて

おります。まずカメラ機能ですとか、そういったカメラを使いまして 

外へ出て、花を撮ったりとかいうようなこと、それから他学年になります

が今時の教科書は、教科書の隅っこにＱＲコードというものがついてあ

りまして、そのＱＲコードをそのタブレットのカメラで撮影しますとそ

のＱＲコードの先のインターネット上のページにアクセスすることがで

きるなどして使い始めたようでございます。以上です。 

議  長 １２８ページ他にありませんか。 

１２９ページ 目２ 教育振興費 

１３０ページ    教育振興費続き 

１３１ページ 項３ 社会教育費 目１ 社会教育総務費 

１３２ページ    社会教育総務費続き 

１３３ページ 目２ 公民館費 

１３４ページ    公民館費続き 

１３５ページ 目３ 美術館運営費 

１３６ページ    美術館運営費続き 

１３７ページ 目４ 音楽堂運営費 

１３８ページ 項４ 保健体育費 目１ 保健体育総務費 

１３９ページ    保健体育総務費続き 

１４０ページ 目２ 小海小学校給食費 

１４１ページ    小海小学校給食費続き 

１４２ページ 目３ スケートセンター運営費 
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１４３ページ 款１０ 災害復旧費 項１ 公共土木施設災害復旧費 

１４４ページ    道路橋梁災害復旧費補助等 

１４５ページ 項２ 農林施設災害復旧費 

１４６ページ 款１１ 公債費のうち 目１ 元金 

１４７ページ 目２ 利子 

１４８ページ 款１２  予備費 

決算書に移ります。 

４１ページ 実質収支に関する調書    

４２ページ 財産に関する調書 １、公有財産 

４３ページ  

４４ページ 

４５ページ 

４６ページ 

４７ページ 

４８ページ 

４９ページ 

５０ページ ２、物品      

３、基金         

その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

６番 的埜美香子君。 

６番議員 はい、６番です。お願いします。説明資料の６３ページですけど、一番下

の主要施策の実施効果についてのところでホール、会議室等の貸出、鍵管

理を社会福祉協議会にということで予算のやりとりの中でもちょっと大

丈夫かというような話があったと思うんですけど、何の問題もなくいっ

たのかお願いします。 

総務課長 はい、特に問題はございませんでした。何かありますでしょうか。 

６番議員 はい、何かあったわけでなく、土日とかそういうところで前は、シルバー

人材がやっていたと思うんですけど、その辺も特に社協がやって問題な

いのかそういう意味なんですけど。 

総務課長 はい、社協の方から特に報告は受けておりませんので、問題なかったと思

います。 

５番議員 はい、すいません。聞きそびれてしまいまして、１０７ページになります。 

商工費、新型コロナ等支援事業の３つの事業がとういった事業かご説明

をお願いします。 

産業建設

課長 

はい、お答えいたします。１０７ページの新型コロナの拡大防止協力企業

等支援事業、これもその次の３番目の事業とほぼ同じものです。合わせ４
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２件あるんですけど、これは、昨年の４月頃です、その頃の話ですけどコ

ロナが拡大し始めたということで県からお店の時短営業と休業要請が出

ました。それでそれに対して、県と町とで協力をして、それで協力いただ

いた事業所に支援をしましょう、協力金を支給しましょうというような

内容でして、３０万円のうち１０万円が町負担ということで行った事業

でございます。それでその上の４件という部分につきましては、これは県

の制限の中に入らなかった、協力はしたことなんですけどやはり制限も

あって該当からもれたというとこがありまして、そこに対して町単独で

支援をしたというものでございます。それから次のアフターコロナの関

係、これは２０件とありますが、こんなにもコロナが長引くとは、当時予

想できず、コロナが終わったあとに向けて各事業所で特に飲食店なんで

すけど、お客さんが入るようにするために例えば、ホームページを改修す

るですとか、パンフレットを作成して広報するとかそういったことに対

して補助しますという事業です。これが２０件申請があったんですけど、 

その後も続いてしまいまして、無駄にはなっていないと思いますけれど

もそういったことに対しての事業を作って、支援をしたという内容でご

ざいます。以上です。 

議  長 他に、全体を通して質疑のある方はございますか。これで質疑を終わりま

す。ここで２時２０分まで休憩とします。 （ときに 14時 04分） 

日程第９ 認定第２号 

議  長 休憩前に続き、会議を開きます。       （ときに 14時 20分） 

日程第９、認定第２号 

「令和２年度小海町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」を議題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも決算説明資料で、ページごとに行

います。質疑のある方は挙手を願います。 

【歳入】 

１ページ 款１ 国民健康保険税    

２ページ 款２ 使用料及び手数料 項１ 手数料 

     款３ 国庫支出金 項１ 国庫補助金  

目１ システム開発費等補助金 

３ページ 目２ 災害等臨時特例補助金 

（新型コロナウィルス感染症対応分） 

４ページ 款４ 県支出金 項１ 県補助金   
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５ページ 款５ 財産収入       

６ページ 款６ 繰入金  

７ページ    繰入金続き 

８ページ 款７ 繰越金   

９ページ 款８ 諸収入 項２ 雑入  

【歳出】  

１０ページ 款１ 総務費 項１ 総務管理費 

１１ページ 項３ 趣旨普及費 

１２ページ 款２ 保険給付費 項１ 療養諸費  

目１ 一般被保険者療養給付費 

１３ページ 目２ 一般保険者療養費   

１４ページ 目３ 審査支払手数料 

１５ページ 項２ 高額療養費 目１ 一般被保険者高額療養費 

１６ページ 目２ 一般被保険者高額介護合算療養費 

１７ページ 項３ 出産育児諸費  

１８ページ 項４ 葬祭諸費  

１９ページ 款３ 国民健康保険事業納付金 項１ 医療給付費分 

      目１ 一般被保険者医療給付費分 

２０ページ 目２ 退職被保険者等医療給付費分 

２１ページ 項２ 後期高齢者支援金等分  

目１ 一般被保険者後期高齢者支援金等分 

２２ページ 目２ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 

２３ページ 項３ 介護納付金分   

２４ページ 款４ 保健事業費 項１ 特定健康診査等事業費分 

２５ページ 項２ 保健事業費 

２６ページ 款５ 基金積立金  

２７ページ 款６ 諸支出金 

２８ページ 款７  予備費   

決算書に移ります。 

実質収支に関する調書   １１ページ 

財産に関する調書     １２ページ 

議  長 その他全体を通して質疑のある方は､ございますか。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 
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日程第１０ 認定第３号 

議  長 日程第１０、認定第３号 

「令和２年度小海町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

これから質疑を行います。 

歳入歳出とも決算説明資料で、ページごとに行います。質疑のある方は挙

手を願います。 

【歳入】 

１ページ 款１ 保険料 項１ 介護保険料 

款２ 使用料及び手数料 項１ 手数料 

２ページ 項２ 使用料 

３ページ 款３ 国庫支出金 項１ 国庫負担金 

項２ 国庫補助金 目１ 調整交付金 

４ページ 目２ 地域支援事業交付金 （日常生活支援総合事業） 

     目３ 地域支援事業交付金  

（日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 

５ページ 目４ 保険者機能強化推進交付金 

目５ 介護保険事業費補助金 

６ページ 款４ 支払基金交付金 目１ 介護給付費交付金 

     目２ 地域支援事業交付金 

７ページ 款５ 県支出金  項１ 県負担金 

８ページ 項２ 県補助金  

目１ 地域支援事業交付金 （日常生活支援総合事業） 

     目２ 地域支援事業交付金  

（日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 

９ページ 款６ サービス収入  

款７ 財産収入   

１０ページ 款８ 繰入金 項１ 一般会計繰入金  

目１ 介護給付費繰入金 

目２ その他一般会計繰入金 

１１ページ  目３ 地域支援事業繰入金 （日常生活支援総合事業） 

目４ 地域支援事業繰入金  

（日常生活支援総合事業以外） 

１２ページ  目５ 低所得者保険料軽減繰入金 
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       款９ 繰越金 

１３ページ 款１０ 諸収入 

【歳出】  

１４ページ 款１ 総務費 

１５ページ 款２ 保険給付費 項１ 介護サービス等諸費 

目１ 居宅介護サービス給付費 

１６ページ  目３ 地域密着型介護サービス給付費 

１７ページ 目４ 施設介護サービス給付費 

１８ページ 目６ 居宅介護福祉用具購入費 

目７ 居宅介護住宅改修費 

１９ページ 目８ 居宅介護サービス計画給付費 

２０ページ 項２ 介護予防サービス給付費  

目１ 介護予防サービス給付費 

２１ページ 目２ 介護予防福祉用具購入費 

目３ 介護予防住宅改修費 

２２ページ 目４ 介護予防サービス計画給付費 

２３ページ 項３ その他諸費 

２４ページ 項４ 高額介護サービス費 

２５ページ 項５ 高額医療合算介護サービス等費 

２６ページ 項６ 特定入所者介護サービス等費 

２７ページ 款３ 地域支援事業費 項１ 日常生活支援総合事業費 

目１ 介護予防・生活支援サービス事業費 

２８ページ 目２ 介護予防ケアマネジメント事業費 

２９ページ 項２ 一般介護予防事業費  

３０ページ 項３ 包括的支援事業任意事業費  

目１ 包括的支援事業費 

３１ページ 目２ 任意事業費 

３２ページ    任意事業費続き 

３３ページ 項４ その他諸費 

３４ページ 款４ 基金積立金 

３５ページ 款５ 諸支出金 

款６ 予備費   

決算書に移ります。 

実質収支に関する調書   １５ページ 

財産に関する調書     １６ページ 

議  長 その他全体を通して質疑のある方は､ございますか。 
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    （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終ります。 

日程第１１ 認定第４号 

議  長 日程第１１、認定第４号 

「令和２年度小海町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。これから質疑を行います。 

歳入歳出とも決算説明資料で、ページごとに行います。質疑のある方は挙

手を願います。 

【歳入】 

１ページ 款１ 後期高齢者医療保険料 

款２ 使用料及び手数料    

２ページ 款３ 繰入金 項１ 一般会計繰入金  

３ページ 款４ 繰越金 

     款５ 諸収入 

 

【歳出】  

４ページ 款１ 総務費   

５ページ 款２ 後期高齢者医療広域連合納付金 

６ページ 款３ 諸支出金 

７ページ 款４ 予備費 

決算書に移ります。 

実質収支に関する調書       ７ページ 

その他全体を通して質疑のある方は､ございますか。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終ります。 

日程第１２ 認定第５号 

議  長   日程第１２、認定第５号 

「令和２年度小海町水道事業会計歳入歳出決算の認定について」を議題

といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも決算書、及び付属書類で、ページ

ごとに行います。質疑のある方は挙手を願います。 

【決算書】 
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（１）収益的収入及び支出   １ページ 

（２）資本的収入及び支出   ２ページ 

   損益計算書       ３ページ 

   剰余金計算書      ４ページ上段 

   剰余金処分計算書    ４ページ下段 

貸借対照表          ５ページ 

【決算附属書類】 

 １ 概況          ６ページ 

 ２ 工事          ７ページから８ページ 

 ３ 業務          ９ページ上段 

 ４ 会計          ９ページ下段 

 

令和２年度小海町水道事業キャッシュフロー計算書 １０ページ 

令和２年度小海町水道事業会計収益費用明細書 

収益の部          １１ページ、１２ページ 

費用の部          １３ページ、１４ページ、１５ページ  

令和２年度小海町水道事業会計資本的収入支出明細書 

資本的収入         １６ページ 

資本的支出         １７ページ 

収益的支出         １８ページ 

未払金内訳         １９ページ 

未収金内訳         ２０ページ 上段 

貯蔵品           ２０ページ 下段 

固定資産明細書       ２１ページ 

企業債償還額一覧表     ２２ページ 

水道料金及び使用水量年度別推移     ２３ページ 

令和元年度と令和２年度の水道料金月別比較    ２４ページ 

その他全体を通して質疑のある方は､ございますか。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終ります。 

○【質疑終了】 

議  長 以上を持ちまして、議案、認定、陳情に対する質疑を終結いたします。 

○【常任委員会付託】 
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議  長 本日議題としてまいりました議案第２８号から第３４号、認定第１号か

ら第５号、陳情第２号から３号、要請第１号は会議規則第３９条の規定に

より、お配りした議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長 「異議なし」と認め、議案付託表のとおり付託いたしますのでよろしくご

審議の程をお願いいたします。 

○ 散   会 

議  長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。一般質問は９月８日、水曜

日午前 10時から行います。これにて本日は、散会といたします。 

ご苦労様でした。               (ときに 14時 46分) 
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令 和 ３ 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 ８ 日」 

    ＊ 開会年月日時  令和３年９月８日 午前１０時００分 

    ＊ 閉会年月日時  令和３年９月８日 午後 ５時２５分 

    ＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

              会 議 の 経 過 

 

 ○ 開    会 

 

議  長 皆さん、おはようございます。本日は令和3年9月定例会の一般質問でありま

す。改めて申し上げるまでもありませんが、質問に与えられた60分の中で、

事前に提出されました通告書の要旨の範囲内であれば何回でも質問はでき

ます。質問をされる方も、答弁をなさる方も簡潔かつ丁寧な質疑応答をお願

いいたすところであります。 

定刻になりました。ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達し

ておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

              ○ 議事日程の報告 

 

議  長 本日の議事日程はお手元に配布したとおりであります。 

本日、答弁のため出席を求めた者は、町長、副町長、教育長、会計管理者、

各課長、教育次長、所長であります。 

 

              日程第１ 「一般質問」 

 

議  長 日程第1、本日は、会議規則第61条の規定により一般質問を行います。 

あらかじめ申し上げておきますが、同第63条の規定により一般質問を行いま

すので、ご協力をお願いいたします。 

それでは順次質問を許します。 

第１番 黒澤 敦史 議員 
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議  長 初めに第1番 黒澤敦史議員の質問を許します。黒澤敦史君。 

１番議員 1番 黒澤敦史です。通告に従い質問させていただきます。よろしくお願いい

たします。まず、1つ目の質問は、新型コロナウイルス感染症に関する住民

への情報提供についてです。 

質問の前に、残業、休日出勤をいとわず働かれている保健師さんはじめ、町

民課担当職員の方々のご労苦に対しまして、一町民として厚く御礼申し上げ

ます。ご自身の体もいたわりつつ、引き続き町民の健康維持のため、何とぞ

お願い申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症、以後新型コロナと省略させていただきま

すが、この流行により日本のみならず、世界の日常が大きく変化しつつあり

ます。新型コロナの感染予防対策で、政府は国民に対し様々な行動の自粛、

制限を要請しております。県をまたぐ移動、飲食店の時短営業と酒類提供の

自粛、会食は4人まで等、挙げれば切りがありません。 

正しく怖がるという言葉があります。私は専門家ではありませんが、私が思

うのは、新型コロナを完全に撲滅することは不可能であり、私たちは正しく

怖がってうまく共存していかなくてはならないのではないかと考えます。そ

うである以上、どのように共存していくか、それぞれが自分でしっかり考え

ることが必要です。この助けとなるよう、行政自ら、より正確で十分な情報

提供を行わなければなりません。 

特にワクチンに代表される感染予防そのものは、行政が正確かつ十分な情報

と予防サービスを提供することを前提に、個々人が判断するべきものです。

そして、この判断に有形無形の強制力が働くことのないように十分注意し、

偏見や憎悪の発生を防ぐことが必要です。 

行政の情報提供について一例を挙げさせていただくと、大阪府泉大津市の南

出賢一市長の情報発信はよい例であると思います。市ホームページの市長の

部屋では、厚生労働省のホームページで公開される厚生科学審議会予防接

種・ワクチン分科会副反応検討部会の報告書を定期的に市長自ら解説してお

ります。また、市長メッセージという文章を公開しており、そこには大阪府

内のコロナ陽性者数、重症化率、死亡率のデータ、市内の感染状況、ワクチ

ンの年齢別副反応報告件数等が記されております。 

その文章の中で南出市長は、1、ワクチン接種が強制ではなく、受けない方

に対して接種を強制することや行動制限を求めるものでもなく、同調圧力や

差別は決してあってはいけないこと。2、ワクチン接種により期待される効

果、ベネフィットとワクチン接種により起こる副反応等リスクを理解した上
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で、自らの意思で接種の判断をすること。3、若年層、特に10代へのワクチ

ン接種は、健康への影響が十分に検証されるまで一層慎重であるべきこと。

この3点を強く訴えておられます。 

これはフラットな立場で情報提供しているよい例だと思いますが、現在の町

の情報提供の姿勢は、必ずしも十分ではないように感じます。例えばデータ

について、担当課である町民課は現在負担が大きく、人的資源も限られてい

ることは承知しておりますので、町独自に県及び国発表の難しいデータを抽

出、加工し、発信してくれとは申しません。そうではなく、県及び国発表の

データであれば、人口の少ない小海町が加工しようが、佐久穂町が加工しよ

うが、同じ結果になりますから、地域の状況が町民に分かりやすいように、

地域振興局や佐久保健所で全県のデータから佐久地域のデータを抽出し、見

やすいデータとして加工してもらい、それを町が町民向けに提供すればよい

のではないかと考えます。そして、そのデータに合わせ、泉大津市のように

町民に向けて新型コロナやワクチンに対する理解が深まるような情報提供、

また、感染者への差別や偏見を防ぐための呼びかけをしっかり発信していた

だきたいと思います。その提供の方法は、例えばホームページでも当然いい

ですが、さらには回覧版であったり、防災無線であったりが考えられるので

はないでしょうか。ですから、町としては、県及び国に対して厚生労働省が

ただデータを出すのではなく、もっと国民に向けて分かりやすく発表するよ

うに、町として国・県・地域振興局へ働きかけていただくことが重要だと思

います。 

そこで質問ですが、そのような形で町民へ分かりやすい正確で十分な情報を

提供することをお願いしたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

町  長 ただいま黒澤敦史議員から詳細にわたり、コロナの情報提供にわたり、説明

をいただきました。 

町の情報提供が不足しているという指摘ではございますけれども、これはワ

クチン接種はあくまで希望者によるもので、強制ではないということはただ

いまおっしゃっていただきました。 

それから、泉大津市の市長さん、立派だと思いますが、私は学者でもなけれ

ば医者でもないので、私個人の発信はこれはできないということでありま

す。しかし、それぞれの国・県・地域振興局等々のものを加工してという妙

案をいただきました。ただし、この案につきましては、齟齬があってはなら

ないというのが大前提でございまして、それを判断する基準はちょっと今の

ところないような状況でございます。 
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また、地域振興局の高橋局長から、毎日夜、私の方に佐久圏域のコロナ情報

はいただいておるわけですが、その数、それから陽性者の状況等々をあまり

細かく説明したものはございません。したがって、私からもそれを発信する

ことはできないと思います。ただし小海町で陽性が出たという場合には、そ

の限りではございません。予防に徹底し、進めていくということが大前提で

ございます。 

また、今の情報提供ということにつきましては、町としましては、できる限

りの提供をしていきたいと思いますが、詳細につきましては町民課長の方か

ら説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

町民課長 おはようございます。お疲れさまでございます。では、先ほどのご質問にお

答えを申し上げます。新型コロナウイルス感染症は全国に拡大をしておりま

す。そして、新型コロナウイルスと共存する社会の中に私どもはいます。そ

れぞれの方が感染しないように対策や予防に取り組み、それを日常的なこと

として、これからも続けていかなければなりません。うつさない、うつらな

い、そのための対策や予防を続ける日常であっても、新型コロナウイルスと

の共存を強いられる社会では、誰もが感染をしてしまう可能性があります。

感染者やその家族に対し、また、ワクチン接種をした、しないに対し、不当

な差別や偏見、誹謗中傷を行うことは絶対にあってはならないと考えており

ます。 

本定例会招集日に佐久広域連合議会第2回定例会の報告をさせていただいて

おります。その中に消防職員の防疫作業手当の改正の報告がございます。こ

れはコロナの感染が疑われる方を救急搬送した場合を想定していることと

思います。共存という意味からも、治療の最前線で対応をされている医師や

看護師、そして関係者の皆様方に改めて感謝を申し上げるところでありま

す。 

ワクチン接種につきましては、国・県・市町村が連携し進めている事業であ

り、それぞれの立場で役割がございます。国はワクチンの確保や健康被害の

救済措置など、そして県は流通の調整や市町村の事務の調整、専門的な相談

でございます。町は接種体制の整備、確保でございます。接種を希望される

皆様の受皿を整え、集団接種会場において接種を行う段取りをするなどの役

割でございます。そして、住民の皆様は自己の判断によりまして、接種をす

るかしないかをお決めになっていただくわけでございます。ワクチン接種は

手探りの状態で事業を進めてまいりました。その都度その都度、お問合せ、

ご指摘をいただいた事案につきましては、できる限りスピーディーに対応を
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し、周知をしてまいったつもりでございます。ワクチンの安全性、効果、効

能、副反応へのリスク、総合的な情報提供については、国と県が連携して行

っております。私ども市町村は、その相談窓口の紹介や問合せの状況を提供

することとなっております。また、住民の皆さんに接種をした方がいいとか、

しない方がいいとか、このようなことは私どもの立場で申し述べるべきでは

ないと考えております。ただ接種をした方が、万が一感染した場合に重症化

しにくいと言われているということは伝えております。 

町は厚生労働省が出したデータを町民に分かりやすく伝えることが大切で

あり、重要である。データを分かりやすく加工し、県・地域振興局などへ働

きかけながら対応したらどうかというご指摘でございます。町民の皆様に少

しでも分かりやすい情報を提供することは必要なことと存じます。先ほど町

長が答弁させていただきましたが、県、また地域振興局と連携を取りながら、

住民の皆様に詳しい情報が提供できる範囲で提供していくように相談等し

てまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。以上で

す。 

１番議員 ありがとうございました。住民への情報提供ということで、前向きに今後さ

らに一層対応していただけるというご答弁だったと思います。 

知識不足による偏見や感染を恐れるあまり、自分と異なる選択や判断をする

人への憎悪が生み出す行為が世界では多く発生しているかと思います。この

町で近い将来、同じことが発生しないとは限りません。町民への正確で十分

な情報提供は、これを防ぐ重要な手段の一つだと思います。今回の新型コロ

ナへの対処だけではなく、それぞれの判断、考えを尊重し合い、思いやりを

持ち、笑顔あふれる豊かな社会を築く、その基盤をつくるためにも取組をよ

ろしくお願いいたします。 

次に2つ目の質問をさせていただきます。休日夜間議会についてです。前6

月議会で、私は休日夜間議会の導入について町長はどのようにお考えかと一

般質問をさせていただきました。その答弁で町長からは、「片手間というよ

うな感じに取れる方法はちょっと今のところ考えておりませんが、大勢の皆

さんが参加していただくという部分については画期的なことではないか」と

いう答弁をいただきました。私は町長の答弁、「大勢の皆さんが参加してい

ただくという部分については画期的なことではないか」という部分がまさに

肝であると思いますし、町長のお考えに賛同いたします。ただし、答弁の一

部、「片手間というような感じに取れる方法」については、片手間と感じら

れてしまうかどうかは、議員おのおのがそれぞれの活動により、町民の皆さ
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んから評価されるものではないかと思います。 

私は会社役員と町議会議員を兼ねておりますが、当たり前のことですが、両

方とも自分の大事な役割と捉えて取り組んでおります。そして、会社役員も

議会の日程もそれ以外の議員の活動も、日中が活動の時間になりますが、私

は会社では役員という立場であるため、一般の社員の方よりも時間の融通が

利きますので、何とか工面できております。しかし、例えば一般の社員の方

は議員になったとして、町民の皆さんとの意見交換や政策の研究などに充て

る時間は、休日や仕事後の時間で工面できるでしょうが、時間の融通が利か

ない議会の日程に合わせることはなかなか難しいのではないかと思います。 

さて、6月議会での私の女性議会、子ども議会を開催する目的に関する質問

に対し総務課長は、「誰もが議員になれるというようなことを皆さんに知っ

ていただくため」と答弁されました。私はそれは、より多くの町民に町政に

関心を持ってもらいたい、いろいろな考え、立場、背景を持つ町民の中から

より多くの人が議員になりたいと思う社会や、議会の仕組みをつくることが

重要であるという意味であると理解しました。そうであるならば、老若男女、

様々な職業、様々な立場からより多くの人が議員になることができる仕組み

を用意しておくことが、この議会、行政、ひいては町民のためになるのでは

ないでしょうか。4,500人の小海町の町民は、皆それぞれ異なる存在です。

それぞれの立場を持っているからこそ、様々な意見が出てくるはずですし、

それぞれの立場から出た議員で構成された議会は、より一層町民の気持ちや

事情、地域情勢を把握、理解し、議論ができるのではないでしょうか。 

議会は、町と共に町をよりよい未来へ導く役割があります。これは未来の世

代への責任です。私は未来の世代への責任を果たすべき議会には、若い世代

にももっと参加してほしいと考えています。私が町議会議員を目指した理由

は、10年、20年先の小海を担う若い世代に、もっと政治に興味を持ってほし

いからで、私のような若輩者でも議員になり、町政に積極的に関わることが

できることを示し、それによって町民の皆さん、特に若い世代にも、私も担

いたいと感じてほしいからです。 

私は議会日程の全てを休日夜間に開催するべきだとは考えておりません。平

日日中のほうが都合よい方ももちろんいると思います。ですが、様々な立場

から議員の成り手を増やすという点から、日程の一部を休日夜間に行うこと

や、効率的な運用による日程の短縮によって、時間のハードルを下げること

が重要ではないかと考えております。そこで質問ですが、このように議会の

時間のハードルを下げ、議員の成り手を増やすことは、この町を元気にする



 67 

ために必要なことだと考えますが、町長はどのようにお考えでしょうか。 

町  長 前回の黒澤議員の質問の中で、私は片手間という言葉を使ってしまったわけ

なんですが、これは軽んじているということではないということはご理解願

いたいと思います。 

それから、ただいまおっしゃることは非常に大変理解できることでありま

す。今後の町の情勢等々にもよりますけれども、議会改革というものは、ま

ず議会の中で議していただき、町長の私がその問題に対して、やるやらない

の判断はできない立場であるということはご理解願いたいと思います。私、

また町側としても、議会側からそのようなご意見が多く出てくれば、必ずや

応じ、そして、そういったことが議会の中でそうすべきだということであれ

ば、私は応じるつもりでございます。また、時間のハードルを下げるという

ことは大変重要な問題だと思いますけれども、ここに選ばれし12名の議員の

皆様、老若男女全ての部分からのご意見を拝聴し、そして議会に届けるとい

うのが責務だと思いますので、何卒その辺のご努力もよろしくお願い申し上

げます。以上です。 

１番議員 ありがとうございます。私も何も町長に、ぜひ休日夜間議会を推進してくれ

というつもりで質問しているわけではなくて、私が申し上げた今の理由とい

うか、思いを聞いていただいて、それはすばらしい考えだと言っていただけ

れば、私も、ああ、間違っていないのかもしれないというふうに思って、議

会の中でも私もそれなりに前向きに話をすることができると思いますし、そ

ういった意味で何というか、応援団になっていただけるかどうかということ

で質問をさせていただいております。今の町長のご答弁で、そこまではっき

りとした言葉ではなかったですけれども、ニュアンスとしてはいいお考えで

はないかということだったと私は捉えました。 

6月議会で質問した私の休日夜間議会を求める主張に関心を持っていただい

た方から、役場に匿名の文書が届きました。皮肉めいた表現でしたが、休日

夜間議会を求める先は町長ではなく、議会であるという指摘がありました。

これは議会制度という点では正しい指摘ではありますが、より大きな視点で

見たときは、決して正しい指摘ではないと言えます。議会のルールを議会が

決めることは承知しておりますが、私は町長に休日夜間議会の導入を求めた

のではなく、これをどのように考えるかお聞きしました。繰り返しますが、

議会が休日夜間議会の開催などにより時間のハードルを下げることで、議員

の成り手を増やすことは、議会での活発な議論を呼び、その活発な議論は町

の活性化につながるはずです。これについて町の長である町長に見解を聞く
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のは当然のことであります。また、このような私の主張を同僚議員各位や傍

聴、会議録を読まれた町民の皆様に知っていただき、また、皆様に考えてい

ただきたいという思いがありました。今後も町民の皆様に、このことについ

てより関心を持っていただけるよう努力してまいりたいと思います。 

次に、3つ目の質問をさせていただきます。駅前ショッピングセンターアル

ルの町への譲渡についてです。アルルから町へ初めて建物譲渡の申出がなさ

れてから、しばらく時間がたっていると思います。昨年度は検討委員会も開

催されました。そこで、まず質問ですが、このアルルの譲渡申出から現在に

至るまで、町はどのように対応されてきたのか、簡潔で結構ですのでお伺い

いたします。 

総務課長 おはようございます。お疲れさまでございます。それでは、経過につきまし

て若干ご説明を申し上げます。まず、令和元年11月29日に初めてアルル側か

ら組合を解散したいので、地上権と建物を無償譲渡したい旨の相談がござい

ました。これにつきまして、すぐに返答ができる問題ではないということで、

保留させていただきました。それから、アルルを含めた駅舎の活用や商店街

活性化のための検討をするために、小海駅前再整備準備委員会を令和2年1

月27日に第1回目を開催し、各団体等の皆さんと意見交換をしました。2回目

の準備委員会は2月25日に開催をいたしました。そして、2月25日にアルルか

ら正式にアルルの運営に関する提案書が提出され、アルル本体と地上権の無

償譲渡が提案されました。その後、3月の議会定例会の全協におきまして、

これを議会の皆様に報告をし、議論をしていただきました。町としては、年

内に方向性を決めたいということで、5月8日に第1回目の駅前再整備検討委

員会を開催し、10月27日までに8回の検討委員会を開催し、方向性を検討い

たしましたけれども、決定的な案が示されずにそのまま検討委員会は一旦は

閉じました。その後、食料品販売ですとか、コンビニ、フィットネスなどの

関係者と懇談をし、駅舎を含めたアルル空き店舗などへの出店についての可

能性を打診をしましたけれども、全て断られたという経過でございます。 

議会側からは、小池議員さんの方から駅の事務所を半分譲ってもらい、トイ

レ等の整備ができないか打診するようにご提案をいただきましたので、ＪＲ

の方とは協議をさせていただきました。ＪＲの方は協力的でして、将来的に

駅を無人化したいので、この際に町が全面的に運営をしてくれるのであれ

ば、要望に応えてもいいという返事をいただいておりまして、これについて

は、今議会の全員協議会においてご説明をまたしたいと考えております。以

上です。 
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１番議員 ありがとうございました。私は本件について、町が一刻も早く譲渡を受けれ

ばよいと考えます。それはアルルの町有化が、町と民間の協働による商店街

活性化に向けた取組を力強くスムーズに進めるきっかけになると考えてい

るからです。もともとなぜ商店街の活性化が必要なのか。それはこの町を元

気にする新たな取組や活動が生まれるためには、人と人が集まり、交流を深

め、意見を交換する場が必要であり、その場は商店街が最も適しているから

だと考えます。 

新型コロナの影響で2年間中止となっておりますが、夏の人気イベントであ

る小海町商工会青年部が開催する清流ふれあい橋ビアガーデンは、商工会の

青年部と役場の若手職員が商店街を元気にするために始めました。私も青年

部の一員ですが、私たちは商店街をあまり訪れない人に、ビアガーデンをき

っかけに訪れてもらい、笑顔になってもらい、二次会へと夜の商店街へ人を

誘導することを意図しました。ビアガーデンで提供される商店街飲食店の一

品メニューであるソースカツを初めて食べて、その店の味に魅了され、それ

から頻繁にその店へ行くようになったという町民の方もおられます。このよ

うなことは商店街があるからできたのだと思います。 

アルル自体の話に戻りますが、アルルには空き店舗など活用できるスペース

が多くあるように見受けられます。新規出店の募集など、アルルを運営する

協同組合自身がその活用を自らできればよいのですが、既存店が減少し、も

はや将来にわたって維持することすら困難な状況であるということで、譲渡

の申出に至ったと聞いております。なぜアルルだけを支援するのかという声

もありますが、アルルは商店街のシンボルであり、小海駅と一体化した町の

玄関で、この町が南佐久の中心として栄え、今後も栄えるための証であると

思います。 

松原湖高原スケートセンターが小海、ひいては佐久地域のスケート文化の拠

点として、たとえ大金がかかろうとも、スケート人口が減少しようとも、維

持するべきものであることと同じことだと私は思います。 

私は商店街の活性化は一朝一夕にできるものではなく、民間、行政、関わる

多くの人が知恵と労力を出し合っても、なお、簡単にできるものではないと

考えておりますが、商店街の玄関であり、町の玄関である小海駅と一体であ

るアルルをそのまま放っておいてよいとは思いません。放っておくというこ

とは、すなわち商店街の玄関であるアルルが廃ビル、廃墟になって構わない、

商店街がなくなっても構わないということではないでしょうか。アルルの譲

渡は、ただ経営支援という面からではなく、アルルが存在することにより、
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アルルの中に今後生み出すことができる幾つもの出店や、それらの店が行う

事業が商店街、ひいてはこの地域に与える影響により、活性化を目指すこと

ができるチャンスと捉えるべきだと思います。 

佐久穂町の東町では、町民や移住者による出店がラッシュとなっておりま

す。出店者は古い店舗を借り、リフォームし、今までにない魅力的な店を営

業しています。カレー屋さんや本屋さん、アクセサリー屋さんやおそば屋さ

んなど、魅力的な店の出店がさらなる出店を呼び、東町を訪れる人が増え、

地域活性化の大きな動きが生まれております。個人商店とは異なり、広い空

間を活用できるアルルは、譲渡がなられた後、町の意思さえあれば、簡単な

間仕切りのみで区画を幾つも作ることができます。町が新規出店したい者を

募集し入居してもらうには、うってつけの場所ではないでしょうか。また、

一つ屋根の下に店同士のつながりが生まれ、協働の取組も生み出されやすい

でしょう。東町のように出店が出店を呼ぶようになれば、アルルから商店街

へ、その動きがあふれ出ていくことも考えられるのではないでしょうか。東

町の商店街でできることが駅に隣接している等、ある意味においては、より

環境のよいと言えるアルルでできないはずはありません。そこで質問です

が、アルルの譲渡を町が受けることは、今まで述べたとおり商店街活性化、

ひいては町の活性化のためのチャンスと考えますが、このことについて町長

はいかがお考えでしょうか。 

町  長 ただいま黒澤敦史議員より、駅前ショッピングセンターアルルの譲渡を受

け、そして商店街の活性を図る絶好のチャンスであるという力強い質問がご

ざいました。そして、様々な方向からのご提案もございました。こういった

中、私とすれば、駅前再構築ということは、先ほど黒澤議員のおっしゃると

おり、小海の顔であるアルルから始まるということをおっしゃいましたが、

私も一面ではそういうことを感じます。したがいまして、現在アルルの中で

事業を行っている皆さん、それから新規参入者、そして、活用していただい

ている皆さんと調整を図り、大いに前向きにこれは捉えていきたいというふ

うに考えております。 

１番議員 ありがとうございます。前向きだということで、まだ具体的なものは当然す

ぐにどうこうということはないかと思いますが、今のご答弁、大変前向きな

気持ちがあるということなので、私も微力ながら力を尽くしていければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

万が一、廃ビル、廃墟となって鎖で封鎖され、朽ちていくアルルを見て、ま

た更地となってしまった町の玄関の横を見て、町民は、若者は、子どもたち
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はどう思うでしょうか。この町の未来に希望を持てるでしょうか。小海駅を

降り立った観光客は、その様子を見てどう思うでしょうか。アルルの譲渡に

ついて、町は地域活性化のため譲渡を受け、また、議員は大所高所に立って、

この譲渡を評価していただきたいと私は思います。以上で、私の一般質問を

終わります。ありがとうございました。 

議  長 以上で第1番 黒澤敦史議員の質問を終わります。 

第５番 渡邊 晃子 議員 

議  長 第5番 渡邊晃子議員の質問を許します。渡邊晃子君。 

５番議員 5番、渡邊晃子です。よろしくお願いいたします。新型コロナウイルスから

町民の命と暮らしを守るためにということで通告をさせていただきました。

今朝の信毎の報道でもありますように、県内は昨日、30名感染、病床使用率

は40％を下回ったと。全国でも感染者数は減少傾向ですけれども、重症者数

は2,200名と依然深刻な状態です。長野県全圏にも医療非常事態宣言が発令

中、また、3日から12日まで命と暮らしを救う集中対策期間中、私も保育園

から感染予防へのお願いという通知もいただきました。そして、昨日、午後

4時時点の長野県の速報値を見てみても、感染者自体大分減ってはいるもの

の、感染者の内訳を見ると40代以下が増えているということです。入院中が

168、宿泊療養中157、自宅療養中が188人、調整中64人もおられるというこ

とです。この町では幸い今のところまだ少ない感染者で済んでおりますけれ

ども、やはり北佐久のほうでまだぽつぽつと出ていますし、全く予断を許さ

ない状態です。最悪の事態に備えておかなければいけないということで、現

状が、町の現状どうなのか、もっとできることがないかということで議論を

していきたいと思います。まずもって町長にお聞きしますが、ここまでコロ

ナの感染が広がってしまった、長期化しているその理由は何だとお考えでし

ょうか。 

町  長 私も先ほど来申し上げたとおり、医者でもなければ学者でもないので、やは

りそういう専門的な部分については、奥深いものがあるかと思います。した

がって、その辺のお答えはご勘弁願いたいと思いますけれども、行政として

の方法として、やはり一番は往来の多い市町村、それはかなりのリスクがあ

ろうかと思います。まだ一人も発生していないのが南相木でございますけれ

ども、北相木が1人、そして小海は数名という形になっておりますけれども、

これはやっぱり裏を返せばキャパシティーの狭さという部分につながろう
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かと思いますけれども、私どもが懸命にやっておるのは、皆さんへの予防の

周知、あるいは希望者でございますけれども、ワクチンの接種をスムーズに

行うというものでございます。国の見方等々、大変各国で違うと思いますが、

我が国も初動の遅れは、これはあったことは否めません。しかし、リーダー

の行ってきたことは、決して無駄ではなかったと、頑張ってはおるという見

方でございます。 

また、イギリスのボリス・ジョンソン氏はすごい指導者だと思います。重篤

な人間が出なければ、あるいは死者が出なければ、多少陽性者が出てもいい

と言って、全ての面を解除いたしました。その経済効果に対する勇気、ある

いは決断は本当に大したものだと思うわけですけれども、実際陽性者がたく

さん出るということは、これはまずもって予防しなければいけないんじゃな

いかというふうに感じた次第です。 

しかし、この今コロナに対する私の見識とすれば、やはり国・県と共に予防

していくというスタンスではないかと思います。なかなか情報はいただいて

も、各市町村で独自のものを発信するということは、大変今の状況では難し

い状況になっているかと思います。渡邉議員の、町長の見識はという部分に

ついては、私はさらなる予防に徹することが一番だというふうに思っており

ます。 

５番議員 議会としても本当に急ではありましたが、皆さんのご協力で新型コロナウイ

ルス感染症から国民の命を守ることを最優先にした対応を求める国への意

見書を提出いたしました。私はここまで感染が広がってしまったのは、やは

り国の責任だと、これは人災だと思っております。あまりにも国の対応が後

手後手で、科学を無視するような、また、何より国民にきちんと説明をしな

い、向き合わないということが、町長はリーダーは頑張ってこられたとおっ

しゃっていますけれども、私も頑張ってこられたとは思いますけれども、た

だその頑張りはどうだったのかと思っています。 

オリンピック・パラリンピック、閉幕しましたけれども、関係者の感染者は

6日までに855人と組織委員会は明らかにしました。医療関係者への負担も明

らかです。選手、関係者には毎日検査が行われた。しかし、一方で目の前の

命が脅かされ、現に失われているような状況です。 

そして、何より根本の問題は、国の政策で、この間、保健所や病床の削減が

現場の声も無視し、どんどん行われてきた。佐久も2つあった保健所が1つに

減らされております。2014年の地域医療構想の指針に基づいて、2019年には

厚生労働省が再編統合の議論が必要と、この小海分院まで名指しをしてきま
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した。また、この後に及んで今年5月21日には、参議院本会議で病床を削減

した病院への財政支援を盛り込んだ医療制度改革関連法が可決、成立をいた

しました。この財政支援は消費税を財源に使うというとんでもない計画でも

あります。 

昨年、この小海町議会12月議会で安全・安心の医療、介護の実現と国民の命

と健康を守るための意見書が国に提出され、その中で国立公的病院の統合再

編や地域医療構想を見直し、地域の声を踏まえた医療体制の充実を図るこ

と、また、保健所の増設、保健師等の増員など、公衆衛生行政の充実を図る

ことなどと言われています。ぜひ町長にもこの意見書の内容のとおり頑張っ

ていただきたいと思いますが、そのあたりのご認識をお願いします。 

町  長 我が町、誠に恵まれている面もございます。それは、厚生連佐久病院グルー

プという機関と非常に密接であり、そしてお互いに信頼感を持っている。分

院もすぐそばにあり、診療所まで我が町にあると。その2施設は、曲がりな

りにも黒字で経営されているということをお聞きします。そうした中で、

我々も日頃から今回のコロナワクチンの接種にしても、接種する先生方、関

係者を優先的に、優先的にという言い方はおかしいが、スムーズに送ってい

ただき、今まで計画した日がこちらから断るというようなことは一回もござ

いません。そうした中で、この関係の構築というものは、これからも私はぜ

ひ必要だと思います。そして、町としても、広域としても、ある程度の支援

を行っているわけですが、これはもう当たり前のことだと私は考えておりま

す。小海町の医療の充実は、まさにこうした佐久病院のグループと信頼関係

にあるということが長年構築できたということが全てのたまものではない

かというふうに思います。 

また、救急の患者さんをこの地域では必ず診ていただけるという本当にすば

らしい事実がございます。そういったことに関しましても、我々も日頃から

お願いはしているわけですけれども、今後もこういった関係を築きながら、

やはり充実した医療というものを目指していきたいというふうに思ってお

ります。 

５番議員 病院の先生方、病院との信頼関係ということでおっしゃっていただきました

けれども、やはり国に対して、こういう政策をやめてほしいという声を一町

長として、ぜひ声を大にして言っていただきたいとも思います。 

さて、前段が長くなり申し訳ありません。まず、具体的な議論に入らせてい

ただきます。保健関係の質問をまずさせていただきます。私もまずもって、

ただでさえ多忙な業務の中で、このコロナ対応に追われている町の職員の皆
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さん、また、医療従事者の皆さんに心からの敬意と感謝をこの場をお借りし

て申し上げたいと思います。 

まず、質問1番のワクチン接種状況、今後の予定などということで、最新で

資料を出していただきました。ワクチンに関しては、先ほどの黒澤議員のお

話にもありましたけれども、様々な考えもありまして、2度打ってもブレー

クスルー感染があるとか、新たな変異株には効きづらいなど、そういったこ

ともあります。強制では決してないということも、この間も町長もあらゆる

場面で強調されておられますし、また、私自身もこういう質問をするからと

いって、ワクチン推進絶対というわけではないということは申し添えておき

ます。いずれにしましても、重症化を防ぐために有効だということで、実際

に町で進めておられる。この最新のデータ、資料、概要など簡単にご説明を

お願いいたします。 

町民課長 お疲れさまでございます。では、資料の説明ということであります。資料つ

づりの1ページをご覧ください。まず、これは9月1日現在のものであります。

ワクチンの状況でありますが、全般的には町内で感染者が4名発生をされて

いるということです。また、その都度その都度、対策本部会議ということで

対策本部を設置をしております。令和2年2月28日に本部長を町長としまし

て、課長等12名で対策本部を設置をしていると。そして、令和3年になって

は、3回の会議を開いております。 

また、ワクチンの関係で入手の状況であります。4月30日から9月6日の週と

いうことで、7箱、1,365バイアル、7,800回分を入手しております。この中

には老健、また分院等へ回すというか、譲るというか、行った部分もござい

ます。 

集団接種の内容につきましては、小海分院へ医師のお願いをしております。

月曜日については二人、火曜日、金曜日についてはお一人の医師をお願いし

ていると。 

接種の人数であります。1人の医師につき、おおよそ100人を目安としており

ましたが、日がたつにつれまして、高齢者から一般の方へと移行するにつれ

て、1日の接種の人数も増えるというか、できる限り接種をお願いしている

という状況であります。 

そして、接種の状況については、高齢者の皆さんについては7月いっぱいに

おおよその方が終了をしていると。また、一般の方については7月19日から

徐々に始めております。12歳から17歳の皆さんにつきましては、1回目は夏

休み中の8月8日に日曜日ですが、行いました。そして、2回目は8月29日の日
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曜日に行っております。希望された方、総合センターの方で行ったというこ

とでございます。また、今後の見込みにつきまして、一般の皆様の終了の予

定が大体1回目が10月の下旬、そして、2回目が11月の中旬を目標に進めてい

るという状況です。 

また、接種の希望者等でありますが、これは常時数字は動くわけです。そう

いう中で、対象者が町から接種券の調査のご案内をさせていただいた皆さ

ん、4,214人でございます。その中で、集団接種を希望された方が3,226人、

他での接種をされるという方が421人、そして、希望がなかったり回答をい

ただけなかったりした方が567名おります。接種の希望率ということであり

まして、希望されなかった方、また無回答の方を除いた数字で86％程度の方

が接種を希望されていると。 

右側の集団接種の状況でありますが、1回目につきましては2,595人の方が接

種を終わり、80.4％、そして、2回目の接種が2,091人、64.8％の方が終了を

していると。参考までに一番下には12歳から17歳の小学生、中学生、高校生

の申込みというか、希望の状況を一覧表にしてありますから、参考にしてい

ただきたいと思います。以上でございます。 

５番議員 細かいデータを出していただきました。この資料にないんですけれども、ち

ょっと優先順位について確認をさせていただきたいと思うんです。資料にな

いんですが、6月の全員協議会で頂いた資料によれば、65歳未満は4番目で一

括と。基礎疾患のある方、また、高齢者施設等の従事者については丁寧な説

明書が入っていて、書いていただければ優先しますと、集団接種の案内にあ

りました。ただ保健推進協議会でもお話をさせていただいたんですが、通所

型の介護施設に勤められている方から、高齢の利用者さんよりもむしろ私た

ちのほうが先に打つべきじゃないかと思っているけれども、なかなか打てな

いというお声、これ7月のお声なんですけれども、いただきました。また、

障害者の方や職員の方たちも優先ではないですし、学校の先生方や保育園の

先生方も優先ではないと。また、あとは64歳だろうと63歳だろうと先着順だ

と。それはどうなんだいと。なんで土日にはやらないのかと。そういう声も

町を歩いていていろいろ伺いました。優先順位の在り方、また、こういった

ご意見に対して、特になぜ土日に小海町はできないのかというのは、医療機

関との調整等いろいろあるとは思うんですけれども、確認をしたいと思いま

す。そのあたりお願いします。 

町民課長 まず、土日の接種をどうして設定しなかったかというような内容でございま

す。まず、医師の確保が難しかったということ。もう一つは、慎重に取り組
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んだということでありまして、安全な接種を心がけた状況の中で、接種後の

アナフィラキシー症状などがもし出た場合に、救急体制、受入先の病院、そ

ういうところの不安があったというようなことがありまして、土日は接種会

場を設けなかったという状況でございます。 

それと優先接種につきましては、高齢者施設に従事している方ということで

ありますが、基本的には入所施設へ従事されている方の皆さんを優先接種と

いうような位置づけでおります。この一つの捉え方としまして、例えば特養、

老健、入所されている方にもし感染が拡大することは、外から菌が入ること

をすごく危惧されていると。外から菌が入るということは、家族などの面談

についてはそれなりに距離を置いてと。介護者については本当に近くで介護

をされるということでありますから、そのような従事者等については優先接

種というようなことで、職場等々で接種を進められたという背景もあると思

います。以上です。 

５番議員 ご説明ありましたけれども、また、先生方、今、子どもたちへの感染拡大も

懸念されていますので、今からでも希望される未接種の先生方も早くして、

児童館の先生方も早くしていただけるようにと思います。 

それから、ワクチン1回目打ったよという結構若い方たちがもう打たれて、

そういうお母さんたちともお話をしました。未就園、保育園、幼稚園に行っ

ていない子どもがいる場合、副反応が強いと若い人たちは言われていますの

で、そういったときに子どもの面倒がとても不安だと。親にはとても負担に

なると。特に夫婦一緒に打った場合、頼れるおじいちゃん、おばあちゃんが

そばにいればいいのですけれども、私もそうですが、そうでない場合、預か

ってくれる制度があればありがたいという、そういうようなお話になりまし

た。保育園も本当になかなか大変な状況だと理解していますけれども、接種

日がもう予約で決まっている。事前に相談して予約をお願いして、代替保育

士さんをお願いしていただいておいて園で預かりますと、そういったことは

可能でしょうか。 

子 育 て 

支援課長 

おはようございます。では、ただいまの渡邊議員からのご質問についてお答

えさせていただきます。今、渡邊議員からもお話ありましたように、これか

らワクチンの接種が進むにつれまして、若い世代のワクチン接種で保護者の

方も当然その中に含まれてくると思われます。そういう状況の中で、やはり

情報によりますと、若い年代、女性の方等、やはり接種後に発熱、また、や

はり私もそうでしたが、ちょっと接種の患部の痛み等が発症するという事例

の中で、やはりこういう核家族化が進む中で、やはりそういう接種後に体調
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不良があった場合のお子さんの保育ができないという状況も想定されると

いうことでございます。そういう中でございますが、いずれ保育所におきま

しては、従前では一時保育という体制を取っているところでございます。一

時保育は、保護者の方が通常ですとご兄弟が病院等に受診されて、他にお子

さんを見る方がいないということでご利用されているような状況でござい

ます。ただこのコロナ接種の状況でございますが、いずれ、今、お話ありま

したが、やはり接種後、早くて翌日、当日からもう既に症状が出る方もいら

っしゃるようでございますが、そういう状況が出た当日に、お子さんをちょ

っと見ていただきたいということになりますと、やはり体制等の問題もござ

いますので、やはり既にそういう接種が予定されておりまして、やはりそう

いうご不安等いろいろある方につきましては、保育所に事前にご相談いただ

いて、それで体制を整えておくという状況の中で、もし症状が出なければ、

そのままご家庭で保育していただければよろしいわけですし、どうしても一

時保育の場合は、やはり通常の保育もそうですが、保護者の方が保育所まで

送迎ということもございますが、いずれ、いろいろまだ状況も想定されるわ

けでございますが、そういう形でご相談をまずしていただきたいというとこ

ろで進めさせていただきたく思っております。以上でございます。 

５番議員 事前に相談すれば、今の体制、一時保育で受入れを検討するというお話でし

た。私、保育園と枠を絞ってしまったんですけれども、そうでなくても、ち

ょっと難しいかもしれないんですが、ぜひ課を越えて、いろんな退職した先

生方などお願いして、そういう体制をぜひ整えていただきたいと思います。 

それから、保育園で一時保育を受け入れていただくとなると、やはり1日

2,500円でしたでしょうか。これ大きな負担です。このあたり、町長、全額

とはいかなくても、コロナ対策ということで即対応補助ということをお願い

できないでしょうか。 

町  長 検討させていただきます。 

５番議員 ぜひ前向きにお願いしたいと思います。 

通告にはないんですが、関連して検査の拡充についてをお聞きしたいと思い

ます。資料を出していただきました。町では、新型コロナ対策検査費等助成

制度をつくっていただいています。この利用状況、資料をいただきました。

町ホームページを見れば、各種制度について説明もありますが、私、たくさ

ん何人もの友人に聞いても、また町を歩いていても、どなたもご存じないと

いう状況でした。防災無線でも8月、お盆のあたりにちらりと聞いたんです

けれども、それだけで、せっかくの制度なのになぜもっと知らせられないか
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という点がとても疑問です。そのあたりも含め、お願いします。 

町民課長 ＰＣＲの検査などについてというご質問でございます。新型コロナ検査費用

等助成事業としまして、令和2年12月に要綱を制定をさせていただき、感染

の拡大の防止と町民の皆様方の不安軽減を目的としまして、ＰＣＲ検査費用

等の助成をしてございます。資料の2ページをご覧いただきたいと思います

が、令和2年度につきましては12月1日から3月31日まで、そして、令和3年度

につきましては4月1日から8月31日までのデータでございます。まず、全体

で令和2年度には45件の申請、検査件数がございました。令和3年度は40件で

ございます。この中でＰＣＲ検査については26件、抗原検査については、令

和2年は19件、そして令和3年は25件というような状況です。そして、町内、

町外につきまして、令和2年については全体で2件の町内のご利用があり、令

和3年については3件のご利用があります。町外の方については、令和2年、

43件、令和3年に37件の利用がございます。そのほか詳細については、ご覧

のとおりでございます。 

そして、広報が少なかったのではないかというご指摘であります。私どもと

しましては、ゴールデンウイークの前とか、7月上旬、8月の夏休み前、子ど

もさんなどが帰省をされる少し前の時期をポイントポイントとして、防災行

政無線などによりまして、制度の利用を広報をしてまいりました。町民の皆

さんの不安を少しでも取り除くという目的でありますので、広報してきたわ

けでありますが、7月下旬以降、感染の第5波によりまして、全国の知事会な

どでは、県の境を越えるような移動は控えてくださいというような報道がさ

れております。そういう状況の中で、帰省を促し、検査をして安心して帰っ

てきてくれというようなことは、ちょっとできない状態になってしまったと

いうことであります。少しでも帰省をされて、生まれたところに帰ってきて、

そして楽しい時間を過ごし、また、親御さんが自分の子どもさんの目標に向

かって頑張るように送り出してやる。そういうことが親子の絆を深めるとい

うことからも、そして将来、この地域でまた頑張ってみようかなと、Ｕター

ンというようなことにもつながるためにも、お盆だとかお正月とか、そうい

うときには一人でも多くの人が帰ってきていただきたいというわけであり

ますが、なかなかそれができなかったということは、私どもとしましても非

常に残念でありました。状況としては以上でございます。 

５番議員 お子さんが帰省してくるときに、本当に理解はいたしました。本当にありが

たいというお声も聞いています。ちょっと私が誤解しているのか、これ町外、

もちろん町外で受けていらっしゃる方がたくさんいらっしゃると。町外、帰
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省してくるお子さん方のためにつくられた制度というわけではないかと思

うんですよね。ふだんから不安があるときに町民の皆さんにも検査を受け

て、それを補助しますよというものだと思うんです。私も個人的にもこの事

業、広報というか広めていきたいと思いますので、またお願いいたします。 

また、一方でこういった制度があるだけでは駄目なんだなということもよく

分かりました。コロナを広げないためには、やはり広く検査をしていく。行

政の責任で検査を拡充する必要があると思います。国会への意見書でも、そ

の内容を国に求めましたけれども、そういったことを政府がしてこなかった

結果が今のこの感染拡大の状況なのではないかと思います。 

検査については、世田谷モデルというものを皆さんもご存じかと思いますけ

れども、昨年、高齢者施設や介護施設などに順次、定期的に検査する定期検

査と感染者が出た施設は濃厚接触者に限定をせず、全入居者と全職員を検査

する臨時検査の2本立てから成るこういうもの、「いつでも、どこでも、何度

でも」ということを合い言葉にする世田谷モデルが生まれました。そういう

方針を打ち出した保坂区長、打ち出した当初はやはりいろんな厳しい批判に

さらされたということです。無症状感染者を検査しても意味がないだとか、

そんなことをしていたずらに陽性患者数を増やせば、医療崩壊を引き起こし

て取り返しがつかないことになるというご意見もあったそうです。それでも

世田谷は社会的検査を続けて、今年の4月6日までに定期検査を1万4,135人を

対象に、臨時検査8,694人を対象に実施し、122人の陽性患者を割り出しまし

た。高齢者施設や介護施設で見つかったこの122人、もしも世田谷区の社会

的検査が行われていなければ、高齢者が多く滞在する施設内での大規模なク

ラスターが生じて大惨事を引き起こす、そういった可能性があったかと思い

ます。 

世田谷モデルとは全く規模も違いますし、東京のど真ん中ということで状況

は違いますけれども、こういった高齢者施設だけではなく、障害者福祉施設

を含めた、学校のことはまた後ほど伺いますけれども、こういった定期ＰＣ

Ｒ検査を拡充して安心してもらうということは、町ではできないでしょう

か。お聞きします。 

町民課長 ＰＣＲ検査等の補助金の部分に含まれる部分だと思います。私、先ほど帰省

する皆さんを重点的な説明を申し上げましたが、実際には町内の方、また、

町内の方が感染が拡大している地域へ移動されたとき、そういうときなど心

配があるときにはご利用していただく制度でございます。1回というか、1

年3万円という制限はありますが、また、そのような制度を広報なりするこ
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とによりまして、今ご質問の内容にも対応できるのではないかということを

感じております。以上でございます。 

５番議員 定期検査に関してはということでした。それで同県の飯田市の資料をちょっ

とたくさんで恐縮でしたけれども、出していただきました。資料の8ページ

からになります。飯田市の市議さんに問合せをしました。今のところ、たく

さん本当に、今第2弾が行われて、2万4,000キットを配付予定、応募、やり

たいという方が殺到しているということです。市民の皆さんの反応がとても

すごいと、その中で今調査中ではあるけれども、現在は3名の方の陽性が確

認されていて、医療機関でのＰＣＲ検査につながっているということでし

た。やはり一定そういった広く検査をすることで見つけ出すことができるん

だなという例だと思います。 

また、神奈川県でも、ちょっと違いますけれども、若い人たちへの接種を進

めるという目的で、ＬＩＮＥのアンケートに答えてくれた皆さんを対象に抗

原検査キットを配っているという事業が行われています。利用者数が1,788

人で、陽性者152人、8.5％出ているということです。このアンケート結果を

見てみますと、すみません、神奈川は資料がないんですけれども、神奈川で

こういう抗原検査キットを利用した人にアンケートを取ったところ、やはり

3分の1が、ふだんであれば有症時に通勤や通学を控えないというところ、こ

の抗原検査で陽性の場合は「控える・どちらかというと控える」というお答

えが9割以上に上ったということです。また、病院に関しても、ふだんであ

ればやはり3分の1が受診しないけれども、この抗原検査で陽性の場合だった

ら、受診したり、どちらかというと受診するという方がやはり9割というデ

ータも出ています。やはりこうやって広く検査をしていくということが重要

なのではないかと思います。ＰＣＲ検査、定期検査ではなくてこういった飯

田市のような、また、神奈川のような配布事業についてはいかがでしょうか。 

町民課長 議員さんから資料の提出要求がありまして、私も若干調べさせていただきま

した。そんな中で、私も調べてもよく分かりませんから、飯田市の市役所の

担当の方へ電話をさせていただきました。そういう状況の中で、やっぱり利

用者は比較的帰省をされる方が多いというのが実態のようでございます。飯

田市も小海より当然市街地、商店街、飲食店も多い。そういう中で不安もあ

る。濃厚接触者になる可能性も大いにある場所もある。そういうところの背

景から利用される方も多いというようなお話もされておりました。そういう

中で、飯田市さんにおいては、比較的帰省をされる方が多いと先ほど申し上

げたんですが、その手続の中で、まずその市へ帰ってきて、それで申請をし



 81 

て、それでキットを郵送して、それから検査をするというような取扱いのよ

うであります。 

小海のＰＣＲ検査の補助事業でありますが、これはどこでも最寄りで受けて

いただいて、そして、その検査をご自分で確認をしていただくということで

す。費用的には一時的に立て替えていただくというようなことであります

が、キットを受け取るとか、そういう時間的な煩わしいことはなく、制度的

にはあまり変わりはないかなと思います。少しでも大勢の皆さんが利用して

いただければ、どんな制度であってもこの地域へコロナの感染源を持ち込ま

ないという意識を町民の皆様に持っていただければ、ありがたいと思ってお

ります。以上でございます。 

５番議員 確かにそうですね。ＰＣＲ、今の補助制度だと、どこで受けても後から補助

が受けられるということで、そういった面は本当にとてもいい制度だと思い

ます。ですが、一方でやはり一時でも負担が大きいと、そういうことに対し

ても抵抗がある方、自分でやっぱり検査を受けるというのがかなり大変なの

ではないかと思いますので、ぜひまたいろいろとご検討いただいて、簡易検

査キットを町で用意して使えるような体制も考えていただけたらと思いま

す。 

検査に関しては、もし陽性だったら仕事を休まなければいけない、困ると、

こういう方も生活保障が必要になります。外に買物にも出られなければ食料

支援も必要、自宅療養の場合ですが。検査と併せてそういう生活保障もセッ

トでぜひ考えていただきたいと思います。今、各地で行政が独自で国保加入

者へ傷病手当金を支給しますという動きが広がっています。辰野町では、辰

野町国民健康保険の加入者で、給与の支払いを受けている方が新型コロナウ

イルス感染症に感染したとき、または発熱などの症状があり、感染が疑われ

るため会社等を休み、事業主から給与等の支払いが受けられない場合に、傷

病手当金を支給しますという制度ができました。ぜひこれを小海町でも検討

していただきたいのですが、いかがでしょうか。 

町民課長 ちょっと戻って恐縮でありますが、キットの配布という部分であります。先

日、県のほうから抗原検査の検査キットの配布の通知がまいっております。

そういう中で、配布の数等については、県が一定のルールの中で計算をする

ようでありますが、そして、その利用される方は発熱だとか、コロナの感染

が心配される方が利用されるような大まかな目的であります。こういう事業

に町も当然取り組んでいくという姿勢でありますので、申し添えさせていた

だきます。 
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それと傷病手当金につきましては、国保の特別会計の中で予算化をしてござ

います。令和2年度の決算では該当がなかったということでありますが、そ

れは制度的にしっかり対応してまいるということでございます。以上です。 

議  長 渡邊議員、質問の途中ですが、まだ質問は残っていますか。 

５番議員 はい、ございます。 

議  長 じゃ、すみません。ここで休憩に入りますので、11時30分まで休憩とします。 

（ときに11時16分） 

議  長 休憩前に引き続き渡邊議員の質問を行います。渡邊議員。 

５番議員 国保の傷病手当金の制度というか、そういうものはあるということで失礼い

たしました。そういうことももっと知らせていただきたいと思います。 

では、次に、子どもたちの状況をお聞きしたいと思います。保育園は毎朝の

検温や体調管理をするなどして、通常どおり開所していただいています。児

童館は乳幼児親子は平日のお昼までで、土曜日は利用はできなくなってしま

いました。児童館として自由来館はなしで、児童クラブとしてのみというこ

とです。 

小・中学校の状況をワクチン接種も含めてお聞きしたいと思います。ワクチ

ン接種するしないで、親御さん方も本当に相当悩まれたかと思います。した

かしないかというのは、子どもの間ではすぐ分かってしまうことだと思うん

ですけれども、やはりそういった先ほどお話もありました差別というか、そ

ういったからかいも含めて、そういったあたりのご対応も含めて、ちょっと

状況のほうをお願いします。 

教 育 長 ご苦労さまです。お答え申し上げます。小・中学校の状況、このコロナ禍、

第5波の中での状況でございます。実際に全国的に騒がれる前、小学校、中

学校も8月19日から2学期が始まっております。児童・生徒にコロナの感染者

は発生しておりません。また、緊急事態宣言地域などで行われております休

校や分散登校、オンライン授業なども現状行っておりません。学校でという

ことで、お盆明けの第5波になりましてから、これまで以上に毎日の健康観

察やマスクの着用の強化、それからエアコンを整備させていただきまして、

全教室にあるような状況ですので、窓を開けっ放し、常時換気しながらエア

コンを使用するというような形、それから、手洗い、手指消毒を行わせ、3

密と言われる密閉、密集、密接といったものの回避に心がけているところで

ございます。 

ワクチンの接種状況につきましては、先ほどの町民課長の説明の中にありま

したように、おおむね南北相木の分まで含めて中学校では生徒のほうは6割5
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分から7割程度、それから教職員は現段階でおおよその感覚で、こういった

ものは大変デリケートな問題ですので、子どもたちに例えば奈良のどこかの

中学校で問題になりましたように、ワクチン接種受けましたかと担任が聞け

ば、えらい騒ぎになる時代です。大変デリケートな場所であることで、小・

中学校ではそういった調査を学校ではしないようになっているはずですし、

町民課を通じての予防接種の状況ということで、65から70はされたのではな

いかということになっています。学校の先生についても、あなたは受けまし

たか受けませんかということを聞くことはタブーになっております。ですの

で、感覚的なお答えになって大変申し訳ないんですけれども、おおむね1回

受けた方がおよそ半分、それから2回目まで終わられた方が3割程度というよ

うなことと捉えているところでございます。以上です。 

５番議員 それで、やはり今、子どもたちにも感染が広がっているという、長野県でも

10歳未満の子どもにもぽつぽつ出ているというか、むしろその世代のほうが

増えているというような状況の中で、やはりどうでしょうか、小学校、中学

校で先ほどのような、例えば月に2回だとか定期検査をするというのは、Ｐ

ＣＲでなくても厳しいでしょうか。お願いします。 

教 育 長 先ほどお答えしたように、大変デリケートな問題が絡んできますので、現状

やる気はございません。それをやったことによって、誹謗中傷、いじめ、差

別ということ、温床になりかねないという事実がございます。 

ちなみにですけれども、県の考え方というものが先日、高等学校に対しての

抗原簡易キットの使用に係る留意事項という形で流れてまいりました。小・

中学校については、これからまた県が考えて、後日通知といいますか、参考

にしてくださいといった内容が来るかとは思いますけれども、そういった中

で、まず、そういったキットを使用する場合の条件として、学校内でその子

が症状を発生させた場合で、直ちに医療機関を受診できない場合に検査をし

なさいと。検査対象者ということで、4つの条件全て満たした場合に検査を

しなさいと。1つ目が、保護者による同意書があらかじめ提出されているこ

と。それから、保護者が迎えにくる時間が2時間以上かかる場合。その児童・

生徒さんの帰宅が困難が明らかな場合。検体の採取から最初の検査キットの

操作が担任の介助なしに、つまり児童・生徒自身ができる場合ということで

す。 

特に小海、じゃ、どうなのかなと考えたときに、先ほど町長の答弁の中に佐

久病院という、町も相当支援している病院があると。そうしたときに、まず

は今の小・中学校の大原則は、発熱していたら登校させないでください。発
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熱したら連絡をしますので、すぐに迎えに来て下校してください。そういっ

た状況になれば親御さんは当然のごとく、ここにきちんとした、いい病院が

あるわけですから、そちらの発熱外来へ出向いていただく。これが一番の基

本だというふうに考えております。例えば学校で定期的にというご質問でし

たけれども、受けない自由も、検査を受けない自由、ワクチン接種を受けな

い自由もあるように考えます。ですので、安易に学校で受ける、検査をさせ

るという行為は差し控えたいと私は思っております。以上です。 

５番議員 よく分かりました。確かにそういう問題があります。キットの件ですが、神

奈川県でこのほど、新型コロナワクチン接種の対象年齢となっていない園児

や児童等における感染拡大を防止するため、保育園、幼稚園、小学校及び特

別支援学校を通じて抗原キットを配布するということが決まりました。配布

対象、先ほどの77万人の園児や児童のいる家庭で185万キット、1人2キット

配るという事業がこれから行われるということです。こういったことも県の

方針もあるかと思いますけれども、町独自でぜひ、こういったところも参考

にして実施をお願いできたらなと思います。 

時間が、すみません、なくなってまいりましたので、3番の事業者支援に移

らせていただきます。事業者数を出していただきました。昨年、先輩議員の

質問では、この平成28年度のデータでという中での議論でした。令和3年度

のものが出て、全体で5件減っているという中、国・県の制度の利用状況、

制度のほうですが、これも資料をきれいに出していただきました。国・県の

制度利用状況の把握は難しいということで、町の政策の一覧を出していただ

きました。これだけいろんなことをやられている。いろいろとやられてみて、

率直に感触はいかがでしょうか。これ事業者さん、フリーランスやアルバイ

トの方の把握もちょっと難しいということなんですけれども、そういった方

への対応も含めて、実態に即した対応ができているとお考えか、まずお願い

します。 

産業建設 

課  長 

お疲れさまです。お答えいたします。資料つづりの3ページ、4ページに資料

があるわけですけれども、まず初めに3ページのほうから。前回提出させて

いただいた28年度の資料、これは経済センサスの数字ですので、5年に1回と

いうことで、前回古いというご指摘があったんですけれども、今年度におき

ましては今やっている最中、こちらにつきましても下に書いてありますとお

り、3年度分については未確定ということですので、まだ動く可能性ありま

すので、ご承知おきをいただきたいと思います。 

それで業種につきましては、お示しの通りですけれども、4ページ以降です
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けれども、決算の部分と、それから3年度にわたっての繰越し、それから令

和3年度の当初からの分、その内容が記載されております。個々にはご説明

はしないわけですけれども、始まった頃、令和2年度の4月頃ですけれども、

そのときに小海の商店街にも初めて時間短縮、休業要請が出されたというこ

とでして、ゴールデンウイークを控えた頃、県が要請して、小海においても

そういうことの要請があり、実際に協力をさせてもらったということでござ

います。その期間は4月23日から5月6日まで、2週間だったということです。

こちらのほうで一番強い影響を受けざるを得なかったということで、これに

対しては、資料の4ページの商2というのは商工費ということなんですけれど

も、商工費の2、3にありますとおり、新型コロナ拡大防止協力支援金という

ことで、これは県と市町村が協力して、負担も県が20万、町が10万というこ

とで、その協力をいただいた事業者の皆さんに30万円ずつ給付したという内

容のものでございます。 

それ以降、小海町においては、特に取り上げてみますと、お食事券であると

か、Ｐ－ネット商品券の配布を多く実施しています。大体どのくらいという

ことなんですけれども、こちらについては他町村に、南部地区の村ですか、

佐久穂も含めて他町村に比較してなんですけれども、小海町においては大体

3万5,000円ぐらいの配布、それはお食事券やらＰ－ネット券やら、販売では

ないものとしてそのくらいでございます。例えば川上におきましては、配布

の中では商品券1万5,000円というぐらいのものが高いほうで、そのほか

3,000円、4,000円程度の配布であったということで、こちらにつきましては、

広く配布することによって事業者への支援になる。飲食店、それから小売店

等々、支援ができたのではないかと思われます。 

そのほかに直接の支援として、販売が減った場合に経営継続支援金というよ

うな、5ページの上ですけれども、商の7、こういったものも現在も実施、今

年度も実施しているものもあるわけですけれども、実際に10％以上下がった

場合、前年、前々年に比較して下がった場合に支援をする、給付をすると、

そういったものも取り入れて実施をしてきました。やはり直接の給付という

のは、一時金の30万円とか、20万円、10万円ですので、それによって販売を

取り戻すということはできないわけでして、一時しのぎであると思います。

それに代わって食事券やＰ－ネット券というのは、行き先は住民の皆さんに

委ねられる部分はあるんですけれども、自分が欲しいもの、また、通常食べ

ないものとか、そういうものをこれを機会にということで注文する、また、

テークアウトするというようなことがありまして、事業者にとってもなるべ
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く通常の状態に近づける、そんなふうな効果があったのではないかと思いま

す。いずれにしましても、これで十分ということにはなっていませんが、あ

る程度の効果、そういうことはあったというような評価をしております。以

上です。 

５番議員 いろいろまだお聞きしたいことがあるのですが、時間がなくなってしまった

ので、宿泊、資料でいいますと、6ページの宿泊関係の事業についてちょっ

とお聞きしたいんですが、これは宿泊者の皆さん、来ていただくために宿泊

者の方への支援ということで、お宿には一銭も入らないわけですよね。だか

ら同じ方が何泊も、これいいじゃないか、いいなと思って利用するというケ

ースもあって、それはどうなのかとちょっと思うんです。ならばそのうちの

何割かを、例えば5,000円のうちの何割だとかをお宿とかに直接支援という

ことにはならないのかと。3年度の補正3号でも観光合宿補助事業が495万で

出されました。作成当時はここまで感染が広がる予測はなかったと思うんで

すけれども、もう今年度も軒並みキャンセルで、全くものにならないと、こ

ういったものを変えて、財源にして、観光業のほうを直接支援するだとか、

そういう転換はできないでしょうか。 

産業建設 

課  長 

宿泊者の補助事業につきましては、宿泊の一部を補助する、それは直接は宿

にお金は提供することになるんですけれども、宿のほうでは宿泊された皆さ

ん、これだけ補助、安くなるよというようなことで、あまり大きな広報もし

てはいないんですけれども、ホームページなどとか、受付窓口、または予約

されたときに、受付のときに話をしていただくというような方法で実施して

まいりました。議員さんおっしゃられる一定の額をということもあるんです

けれども、やはり宿によってその規模というんですか、実際にどのくらいの

年間泊まられる方がいる、そういうことによって補助額を変えるのが通常平

等だというふうに思いますので、これについてはやはり宿泊の数で補助する

のが最も公平ではないかという判断の下に実施したわけです。 

また、合宿につきましては、今はできないということなので、これは予算を

そのまま冬のほうまで持ち越しさせていただいて、また冬休みのときの合宿

であるとか、秋にあればそちらのほうの合宿に充ててまいりたい、そういう

考えでおります。以上です。 

５番議員 もう一つ、プレミアム券についてです。昨年度はスーパープレミアムという

ことでしたが、購入は1,219世帯、全世帯の62.0％、詳細を出していただい

て見てみましたが、10万円購入の方が866世帯、7割もいらっしゃると。やは

りこれを見ると、お金がある方は、ほかの方に頼んでも買うことができるよ
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うな仕組みであると。去年は特別給付金10万円をぜひ町長も使って、これ使

ってくれということでしたけれども、やっぱり生活が厳しいと、すぐに生活

費に消えたという方も多くて、偏りがあったのではないかと私は思っていま

す。また、今年度もコロナ対応として補正4号で出ています。これ幅広く、

今までのことを振り返って町民の声を聞いたり、何か改善すべきなど、立ち

返った上でこういうふうに予算を出してこられたのか、そこだけ最後にお願

いします。 

産業建設 

課  長 

お答えいたします。プレミアム付商品券の販売につきましても、様々なご意

見をいただいておるところでございます。令和2年度においては、50％のプ

レミアム付商品券ということで、かなり購入意欲があるのかな、また、その

裏側には10万円の給付、国からの給付もありました。ですけれども、それで

商品券を買う買わない、やはり町民の皆さんそれぞれの考え方になろうかと

思います。こちらは町民目線で考えますと、買う人、買わない人、なるべく

全員が買えばよかったということになろうかと思いますが、やはり事業者の

面、コロナに対して困っている事業者に対しての支援ということを考えます

と、はっきり言ってどなたがお買い求めいただいても、それが小海町の事業

者の皆さんに伝わっていって、それで販売が少しでも保てればいい、そうい

うような考え方もございますので、どちらかというと事業者に重きを置いた

政策であったと評価しております。以上です。 

５番議員 もう時間がないので、本当にお一人お一人の住民の方に寄り添えているの

か、声が聞けているとかという点では、私もまだまだ足りないと反省してい

るところです。引き続き私も頑張りますし、職員の皆さん方にも頑張ってい

ただきたいと、よろしくお願いしたいと思い、質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

議  長 以上で第5番 渡邊晃子議員の質問を終わります。 

これから午後1時まで休憩といたします。      （ときに11時51分） 

第６番 的埜 美香子 議員 

議  長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、第6番 的埜美香子議員の質問を許します。的埜美香子君。 

６番議員 第6番 的埜美香子です。通告が少し不十分だったので、少し前後したり、質

問用紙には書いていない質問もあったりするかもしれませんが、趣旨からは

逸脱はさせないつもりですので御容赦ください。 
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今回、私は災害に強いまちづくりへ、地域防災計画をどのようにして進めて

いくかということと、気候変動の問題について、町としてはどう対応してい

くのか、そして、黒澤町政3年目の決算を迎える中でのこれまでの総括はと

いうことで質問をさせていただきます。 

早速、1つ目の災害に強いまちづくりへ、地域防災計画の進め方はというこ

とで、これまでにも何度か防災についての質問をさせていただいています

し、町のほうでもこの間、防災対策進めてきています。その中での進捗状況

などを伺いながら、新たな提案などもさせていただきたいと思います。100

年に一度と言われる災害が全国で、あちこちで毎年のように起こってきてい

ます。つい最近では、熱海で起きた土石流災害や岡谷市、箕輪町、茅野市と

次々と身近にも災害が起きています。この辺でも、一昨年の台風19号災害で

大きな被害を受けてしまったばかりです。早い段階での避難行動の呼びかけ

により、人的被害は回避されました。しかし、一方で課題も残りました。避

難所の在り方や地域防災の重要性など、町民自身が感じたことでもあり、そ

れぞれの地域でも、今後の地域課題として話合いも進められていると思いま

す。町でも、新たな避難所の指定をしたり、避難所に発電機の設置や河川の

カメラ設置、またハザードマップの作成、道路や橋梁補修工事など進めてき

ました。そして、地域防災計画、自主避難計画を進めているところだと思い

ますが、台風19号災害以後、町としては、どういったことを重点に防災、減

災に取り組んでいるか、改めてまずお聞きしたいと思います。 

町民課長 お疲れさまです。地域防災計画の進捗状況ということでございます。地域防

災計画につきましては、災害対策基本法に基づき、小海町が作成をしており

ます。そして、町、関係機関、住民の皆様、その他の全機能を有効に発揮し、

風水害、地震、大規模な火災などに備えた計画を策定しており、災害発生前

の災害予防対策、そして災害発生後の災害応急対策、そして発生後、災害復

旧復興対策の3つの対策を実施するということにより、生命、身体、財産を

災害から守るということを目的としております。令和元年台風19号、その後、

どのような対応をしたかという御質問であります。まず、避難所につきまし

ては、令和元年11月ですか、検証会を行いました。そういう中におきまして、

避難所が川西地区に設けられていたと。しっかりした橋梁、橋もありますが、

やはり河川の増水ということを考えたときに、川東地区にも必要ではないか

というようなことで、保育園を避難所としました。先ほど議員さんおっしゃ

られましたように、そこに発電機等々を整備をしたということであります。

また、本村地区におきましては、公民館が非常に河川の近くだということで
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ありまして、東側の山あいにありますお寺、松源寺さんと契約を結ばせてい

ただきまして、そこを避難所としております。そういうような対応をし、町

民の皆様が安全で避難をできる、そういう対策に心がけているというところ

であります。以上です。 

６番議員 初期対応と応急復旧ということを重点に、先ほども言いました避難所の見直

しというか対応、川西だけじゃなくて川東へということも対応していただい

たということで、長期振興計画の基本方針を見ましても、防災面では地区ご

との防災マップの作成により、防災意識の高揚や自主組織による避難・救助

体制の充実を図るというふうにあります。そこで、地域防災計画のほう、そ

ういうことも進めていると思うんですが、その進捗状況のほうをお聞きした

いと思います。お願いします。 

町民課長 地域の防災計画ということであります。災害時の各地域に合った初動マニュ

アルとなり得ます地域防災マップ、自分たちの地区は自分たちで守る、そう

いった意味で作成に向け取り組んでおるところであります。そういう中、本

年、5地区を作成予定でありまして、年度末には13地区が完成をする見込み

であります。このマップの作成を通じまして、町民の皆様が災害への備え、

そして意識の高揚につながればありがたいと、こんなことを感じておりま

す。そして、各区長さんなどと情報の交換と共有をしまして、被災者を最小

限にとどめるということが一番の目的であるということでございます。以上

です。 

６番議員 本年5地区で、年度末には13地区ということで、今、お聞きしましたが、こ

れ、33集落全部予定なのかとか、ちょっとその辺お願いします。 

町民課長 平成30年度から始めまして、本間川区、本間区、宿渡区、そして鎰掛、小海

原、芦谷、笠原、大畑と前年までつくってまいりました。ただいま3年度の

地区については調整中でございます。そして、33地区のうち、馬流とか土村

はそれぞれの区というか地区がありますが、1つのものとして町全体を整備

をしたいという考えであります。 

６番議員 一通りの地区の作成予定ということで捉えました。以前の質問のときに、町

民一人一人の危機意識や自助努力を高めていくことが大事だと、町長お答え

になったと思います。もちろん自分の身は自分で守る、その基本姿勢は大事

なことです。しかし、今、この地域、小海町ですね、高齢者率が大変高くな

っています。独り暮らしも多くなってきている小海町、実際、災害時の不安

の声はそういうお年寄りから、また近所を見渡して、そういうお年寄りが多

いこと、そして障害者や障害を持った方、小さいお子さんがいる家庭、そう
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いう方たちが災害時の心配をされています。ですから、個人、自助ですね、

では、個人では無理なときのお隣、近所の助け合い、共助が特に小海町では

重要になってくると思います。そういったことを前提として、地域防災計画

を進めていかないといけないと思います。その中で、どのように我が事とし

て考えるか、考えられるかだと思います。やはりそれには、地域に合った防

災計画を地域住民で考えることが大事だと思うわけですが、こちらですね、

これは宿渡でつくったものですけれども、自主避難計画を例に見ますと、自

分の地域の危険箇所の把握、そして自主避難行動の手順、非常用品をはじめ、

日頃から心がけることなどが記載されています。これを何回も見て、いざと

いうときに備えてシミュレーションすることは大事だと思います。しかし、

これには身近な範囲での避難誘導など、地域での素早い行動をどうするかは

書かれていません。自主避難計画からさらに詳細な初動マニュアル的なもの

が必要ではないかということを、以前の一般質問でも提示をさせていただき

ました。その中で、助け合いマップもその一つだと思いますが、地域防災、

組織的なものになるのか、どのようにそういったことを構築していく計画

か、地域防災計画を今後どのように進めていくのか、お考えをお聞かせくだ

さい。 

町民課長 実際問題としまして、警戒レベルが3では高齢者などの皆さんに避難を呼び

かける、そして、レベル4では全員の皆さんが避難することになるというこ

とであります。そういう中で、災害が発生する前に、必ず避難情報が発表さ

れるとは限りません。災害の予兆が確認されることが少なくない、どこかで

異変が起きている、そういうことに気づいた段階で、地域の皆さんの判断で、

早期の避難をすることが大切なことだと感じております。地区の区長さん、

役員さん、そして消防団員の皆さん、日赤奉仕団の皆さん、大勢の地域の皆

さんの協力をいただき避難することとなりますが、今、行っております避難

行動支援者名簿、そのような名簿を地域の支え合いマップと一緒に活用し、

支援が必要な方など事前に避難準備を行い、そして災害から身を守るという

ことになろうかと思います。先ほどシミュレーションというような御発言も

ありましたが、実際には、昔からここに住んで、どこの沢がどうだと、そう

いうことは頭の中でそれぞれの方がある程度は理解をされている。それをそ

のマップの作成によってもう一度振り返る、そういうことによりまして、防

災への意識が高まっていけば、災害が防げるんではないかということを思っ

ております。以上です。 

６番議員 レベルに準じて大勢の地域の協力でということで、話を伺いました。最近の
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異常な雨の降り方や全国的にも頻繁に豪雨災害が、豪雨被害が起きていま

す。そして、いつ起こるか分からない大地震、そういったこともあります。

あまり悠長なことは言っていられないと思います。 

もう一点、通告していませんが、防災訓練のことをお聞きしたいと思います。

昨年は予定されていた防災訓練、町の職員さんと区長さんで当初予定してい

たものをコロナの関係で縮小したと思いますが、今年は予定されているの

か、予定されているのであれば、内容のほうも教えていただきたいのですが、

お願いします。 

町民課長 町の防災訓練についてという御質問であります。現在、計画しておりますの

は、秋、11月7日の日曜日に行いたいと思っております。通常ですと、9月1

日防災の日近辺に行うわけでありますけれども、区長会に提案というかご相

談しましたところ、やはり高原野菜の収穫の時期だと、できればそういう作

業が一段落したほうがいいという御意見をいただきまして、11月7日の日に

行いたいと思っております。そして、訓練の内容等でありますが、4月10日

に宿渡において住宅火災が発生してしまったと。当然、自然災害もあります

が、住宅火災が発生してしまった。そういう教訓を生かして、いろいろなこ

とを、訓練をすべきというか、したほうがいいんじゃないかというようなご

意見が寄せられております。そういう中で、やはり初期消火活動の重要性、

消防団員以外の区民の皆様が誰でも扱えるような消火栓だとか消火器、そう

いうものの扱いをやってみたらどうかということ、それともう一つは、各家

庭に消火器を置いてあるわけですが、その消火器の置く場所を火元から離れ

た場所に置くとか、そういうことを確認をし合うことも大切だということで

す。また、半鐘の鳴らし方、今、登って叩く半鐘と変わってきまして、サイ

レンになっています。その押し方の確認をする、そういうことによって、例

えば隣の御家庭が火事だというときに、防災行政無線で聞いていたら、隣が

火事で慌てたということのないように、早くみんなに知らせることが大切で

あるということを感じております。それともう一つは、常備消防が当然到着

するわけですが、それまでの時間というものが非常に長く感じてしまう。そ

して、常備消防も当然一生懸命やられているんだけれども、遅いとか、いろ

いろな意見がどうしても出てきてしまう。そういうことのしっかりした説

明、そういうことが大切ではないかというような内容を通じて、町が当然主

体でありますが、消防団員の協力をいただきながら、区長さんと調整をし、

行いたいということであります。以上です。 

６番議員 宿渡の火災は本当に残念な火事で、初期消火の大切さというのも、私たち、
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区の住民としてもよく目の当たりにしたことでした。なので、やっぱり初期

消火を含め火災の避難訓練というのもすごく大事かなと思いますが、これ

は、対象は全地区を対象にするということでしょうか。すみません、そこを

お願いします。 

町民課長 言葉が足りなくて申し訳ありませんでした。全地区を対象に行いたいという

ことでございます。 

６番議員 火災も大事なんですけれども、自然災害に対しての避難訓練、防災訓練とい

うのは考えていないのか、お願いします。 

町民課長 考えているかいないかというと、考えてはおりますが、実施するかしないか

というと、今年はそういう形で防災訓練をやりたいということです。ただ、

そういう災害に備えても、先ほどの防災マップの作成、そういうものを通じ

て意識の高揚を図っていくという、総合的な感覚で取り組みたいということ

でございます。 

６番議員 火災のほうも関連していますので、そこも一緒に進めていっていただきたい

と思います。昨日でしたか、信毎にちょうど茅野で起きた災害のことが大き

く載っておりました。土砂の流出規模が大きかったものの、住民の多くが避

難して、けが人は出なかったと。地域でそれは例年避難訓練をして、災害へ

の意識を高めていたことや、避難指示発令後、防災無線で避難を呼びかけた

り、今もありました、消防団員や茅野署員が住民に直接声をかけて回ったり

したことが、避難を早めたことというふうに書かれていました。日頃の防災

意識と避難の初期行動の重要性だと思います。みんなをその気にさせる訓練

をぜひ進めていただきたいと思います。 

もう一点、避難所での備蓄品について十分かということですが、資料も作っ

ていただいたので、まず説明をしていただきたいと思います。お願いします。 

町民課長 では、資料つづりの13ページ、14ページをお願いいたします。小海町の災害

用の備蓄品でございます。令和2年度の行が、昨年準備をしたり使ったりし

た行であります。そして、その左側が以前から準備をしてあったもの、そし

て一番右側が現在、在庫というか管理をしているものということでありま

す。議案質疑で、どんなものをという御質問もいただきましたが、ここに示

してあるような保育園に防災倉庫と、一覧表になっております。そして、金

額的には、令和2年、2,148万7,825円の予算を執行しまして整備をしたと。

そして、管理場所については、八那池の旧農業集落排水の処理施設、それを

今、倉庫として使っております。そこへ保管をし、そして災害の際には、事

前に職員が対応するという体制を取っております。以上でございます。 
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６番議員 前回の生理用のナプキンのことで、そのときにもお願いしましたが、右側の

残数がゼロになっているようなところ、やっぱり紙おむつとか生理用品なん

ですけれども、そういったものの日数が迫ってきたものの有効利用、また、

これ今ゼロになっているんですけれども、在庫を速やかにというか、しっか

りと更新していただきたいのですが、その辺いかがお考えでしょうか。 

町民課長 御指摘のとおりでございます。現在はこのような数字になっております。い

ずれにしましても、保存食だとか飲料水、そして消耗品というか、先ほど言

われました生理用品、紙おむつ、そのようなものを、賞味期限とか使用期限

とかいろいろあると思います。そういうものをしっかり把握というか管理し

た中で、適切な更新や保管を計画的に実施をしていくというつもりでおりま

す。現在のところはこういう数字であります。以上です。 

６番議員 また、各地の避難場所、公民館だとかそういったところに、最低限の備蓄品

を用意しておく必要があると思いますが、その辺はどうなっているか、お願

いします。 

町民課長 それぞれの避難場所、主に公民館とかそういうところになるわけですが、実

際にどういう形でいつ使用するか見込めない、当然災害ですから見込めれば

困るわけですけれども、見込めない。だが、台風等の災害については事前に

危ないかどうか見込みはつく。その段階において、職員が、当然事前に分か

れば事前ですが、当日になれば当日、避難場所を区長さんなりと相談をし確

認をした中で、そこへ届ける。そして、少なくとも日没前に、暗くなって危

険を伴うような災害の対応は避けるということで、確認をし、職員が対応を

するということであります。 

６番議員 当日になって対応をするということなのかなと思いますが、特に孤立をして

しまうというふうに想定をされるそういう地域に、道路の遮断とかで、そう

いう地域にはやはり前もって、地区任せではなくて、そういうものこそ、や

はり自治体のほうでしっかりと助成をしていく、配備していくということを

強く要望しておきたいと思います。 

すみません、少し前後してしまいましたが、それでは、持続可能な防災活動

にするにはということで、防災活動を単独で実施すると長続きしないと言わ

れています。消防団組織のようなしっかりとした組織が確立していないこと

や、防災といういつ来るか分からない、どんな災害が来るかも分からないこ

とに備えて行う特別な活動だからです。活動が低下するもう一つのリスク

が、防災組織のリーダー的な、区長になるんですかね、そういうときが、区

長さんなどが代わるときにと言われています。ですから、防災活動を長続き
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させるためにはどうするか。住民が知らず知らずに参加でき、楽しく活動で

きるところから考えていく。先ほど課長からもありましたけれども、少し前

までは、どの地域でも助け合いとかそういうことがあったと思います。いろ

んな地域で行われてきたお祭りとか、子供たちの行事、そういうことを、今

では本当にそういうことを行うことが大変になってきていると思いますが、

例えばお祭りでテントを立てたり、大勢の料理を作ったり、何気ないことが

いざというときに役立つものです。地域おこしや地域づくりなど、様々な活

動と連携というか連動させて行うことが長続きの秘訣のようです。しかし、

地域の行事などが減る中で、一番小さなコミュニティーである区で、防災の

リーダー的存在の育成や、あまり負担にならないような防災教室を開催した

りとか、こういうことに町が手助け、協力をする。住民自ら防災を考える機

会をどうやってつくるかを区長さんたちと考える。自助レベルでの発想は防

災意識も進まないと言います。個人のことだからと考えてしまうからです。

それが共助となれば、他人事ではなくなるのです。コミュニティーの力を使

って、自助を推進すると言います。共助の推進は公助、普段からこの関係が

構築されていると、いざというときに、逆に自助から共助、共助から公助の

力が働く、そういう構築が大事だと思います。町長自身、町職員自身が防災

意識を高めることが大事だと思います。町長、どうでしょうか。 

町  長 私も地区防災マップの作成に行きまして、つくづく思ったのは、やはり小海

町はこれだけ危険なところが多いんだということをしみじみ感じました。そ

れから、それぞれの地区の防災マップ作成現場を写真撮っていただいて、私

も拝見しましたが、老若男女、特にお年寄りの皆さんの知恵といいますか、

知識といいますか、そういうものを拝聴した中でできているんじゃないかと

いうふうに思います。これは、若い皆さんの知り得ぬ部分のところを、やは

り伝えているというような、非常に貴重なことだと思います。こうしたこと

は、やはり各地区で進めていくのは当然と考えております。全地区完成する

まで、これは素早い態度で行政のほうも接していきたいというふうに思って

おります。 

６番議員 ここで一つ提案なのですけれども、地域防災活動を進めるには、住民への防

災教育が必要です。まず、避難勧告や土砂災害警戒情報、また土石流危険渓

流など命に関わるような用語の理解や、活動する上で最低限の知識を吸収

し、地域の災害観を頭に入れる。そして、住民自身が地域のことについてど

うすればよいのかしっかりと考え、住民自身が答えを見つけていく。また、

先ほどちらりと述べました、地域のリーダーを養成するような講座など、常
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に意識することが大事だと思います。そういうことができる防災センターの

ようなものをつくってはいかがでしょうか。例えば防災グッズの展示や販

売、そしてコミュニティーの構築もできるようなそういう、センターと表現

しましたが、そういうものですね。突然の提案で何とも答えづらいかと思い

ますが、町長、いかがでしょうか。 

町  長 お聞きした中では、そういったことも必要かと存じます。また、やはり常に

そういった意識を持っていなければいけないということですので、それにつ

いては、また再度検討させていただきますけれども、やはり私は台風19号の

ときにつくづく思ったのは、先行しての防災だということを思いました。避

難所を前日に開設したことにより、消防団、民生委員の皆さん等々に速やか

に連絡を取って、小海町で初めての避難をしたというようなことですけれど

も、それはやはり、総合センターだったんですが、前の日に用意できたとい

うことが一つの教訓になっております。したがって、先手を取るとか、先行

するという事前の、今やはり気象庁でも大変素早く発してくれますので、そ

ういったところにやはりいつでも目を光らせ、神経を向けているということ

が、一番大切ではないかというふうに思います。防災センターにつきまして

は、ちょっと今、唐突な御提案でありますので、再度また検討させていただ

きます。 

６番議員 防災に先手先手でいくと、防災にやっぱりやり過ぎはないと、私もそういう

ふうに思いますので、ぜひその気持ちで進めていただきたいと思います。先

ほど、ほかの議員からアルルの話も出ましたが、これがアルルかどうかとい

うことの話ではないですけれども、やっぱりコミュニティースペースと防災

意識を高められる、そういう防災コミュニティーセンター的なものをぜひ検

討していただきたいと思います。 

次の質問に移ります。気候変動の問題です。近年の異常気象により、先ほど

もありました、災害がより大きくなり頻繁に起こってきていること、気候危

機と呼ぶべき非常事態だということは、今や誰もが認識していることです。

この間、何度も私だけでなく、ほかの議員からも質問もありました。また、

今日もこの後、ほかの議員からＳＤＧｓの関係、その観点からの質問もある

ようですが、国連ＩＰＣＣ気候変動に関する政府間パネル、1.5度特別報告

は、2030年までのＣＯ２削減を2010年比で45％削減し、2050年までに実質ゼ

ロを達成できないと、世界の平均気温の上昇を産業革命前に比して1.5度ま

でに抑え込むことができないことを明らかにしました。1.5度の上昇は洪水

のリスクにさらされる人口が今の2倍となり、食糧生産も減少するなど、人



 96 

類と地球環境は今以上に打撃を受けます。2度上昇すれば、洪水のリスクに

さらされる人口は2.7倍に増加し、サンゴの生息域は99％減少してしまいま

す。さらに、大気中の温室効果ガスが一定濃度を超えてしまうと、後戻りで

きなくなり、3から4度上昇してしまうと、気候変動による影響が連鎖して、

悪化を止められないという破局的な事態に陥ってしまうことが報告されて

います。また、この5日には、世界の主要な200以上の医学誌や健康関係の専

門誌が、地球の気温上昇を制限して、生物多様性の回復と健康を保護するた

めの緊急行動を呼びかける共同社説を発表しました。そこでは、このままで

は、地球の平均気温が産業革命前より2度をはるかに超えて上昇する可能性

が高く、健康と環境の安定性に壊滅的な結果をもたらすと警告をしていま

す。これだけ気候危機の問題が深刻する中で、先進国の中でとりわけこの問

題の取組が遅れている日本の政府に、もっと思い切った緊急行動が求められ

ているわけです。それでは、町での取組はどのように考えているか、その議

論の前に、町長自身の危機意識をお聞かせください。 

町  長 昨今、この異常気象というものがどこからかというような学者さん等々の説

がございまして、海水温の上昇、あるいは森林等々の乱伐等々であるという

ような説をお聞きするに当たり、我々一人一人が他人事でなく、やはりそこ

に接しているということが大変重要ではないかというふうに思います。小海

町にいて、緑の中におりますと、ややもすると、やはり酸素不足というよう

なこと、あるいはＣＯ２の削減に関係ないというような意識が起きがちです

が、やはりそこは日本の先端をいっています企業の皆様も、もう既にそれぞ

れがＣＯ２削減の宣言をし、そして向かっていると。我が町でもＣＯ２削減

の宣言をということで、議会でも論じられましたけれども、私たちのやはり

宣言だけして何をするか分からないというようなことでは、宣言の意味がな

いじゃないかということで、その時点では否決をされたわけですけれども、

その考え自体は議員の皆様からもよい考えであるということは出ておりま

す。したがって、我々も一人一人の意識を高めるためにも、そういったもの

に向かって勉強し、そして知識を増やし、その芯のところを自分自身が持っ

ていくということが大切ではないかというふうに思いますので、啓蒙活動は

じめ宣言等々も含めた中で、十分検討をさせていただきたいと思います。 

６番議員 町長自身は危機感を強く感じているということで、同じ認識の上で、この後

議論を進めさせていただきます。しかし、町の長期振興計画を見たときに、

この問題の危機感とか緊急性ということがあまり感じられないと、私はそう

いうふうに思ったわけです。先ほどの災害のこととも関わることで、緊急性、
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やはり求められている喫緊の課題であります。町としてできることは何か、

町の気候危機に対する対応、地球温暖化防止策、先ほどありました、そうい

ったことをどのように具体的に考えているか、お尋ねしたいと思います。 

町民課長 先ほどから申されております豪雨、猛暑、そして台風の大型化、また、真冬

日の減少によって、町内にある松原湖の結氷の時期が不安定になってきてお

ります。やはり言われるように、自治体、農林団体、そして民間企業の皆さ

ん、それぞれの皆さんが気候危機、温暖化に対し、その対策と努力に力を注

がなければならないということでございます。町の対応はどうかという御質

問でございます。長期振興計画という言葉がございましたが、今定例会にお

きましては、提案をさせていただいております過疎地域持続的発展計画、こ

の中において、家庭における温暖化対策の推進としまして、資源循環型社会

を目指し、生活ごみの減量化と分別、それとリサイクルの推進、自動車から

の排出されるＣＯ２削減としましては、公用車のハイブリット化など、そし

て、そのほか公共施設における温暖化対策の実行という観点からは、町営住

宅など公共施設への太陽光パネルの設置などが挙げられます。電気自動車の

推奨ということでは、八峰の湯に電気スタンドを設置していると。また、温

泉のボイラーについては、木質チップを燃料とするようなボイラーの研究を

させていただいております。そして、町民の皆様に向けては住宅リフォーム

助成事業、こういう事業をお使いいただいて、太陽光パネルなどの設置を補

助するという状況であります。ささいなことですが、それぞれのところで僅

かずつ意識をしていくということが大切ではないかと、こんなことを考えて

おります。 

６番議員 ただいま家庭に向けての対応、そして公共施設また公用車、そういったとこ

ろの対応ということを具体的に聞きました。小海町でできる地球温暖化対

策、ＣＯ２削減、また省エネなどまだまだあると思います。耕作農地の減少

を食い止めるためのＣＯ２貯留量を増やす役目のある農地の確保、また、こ

の後も林業関係ありますけれども、町内材の活用など農林業の基本的な振興

策、また、脱炭素環境保全型農業の振興、そして、先ほども家庭にというこ

とで、やはり住宅リフォーム、使っての際に断熱・省エネ化進める、また再

生可能エネルギーの普及等、いろいろ考えられるわけですが、今、町民課長

のほうでそういったことを答えられましたが、こういったことを話し合った

り、政策として打ち出す議論は町民課でされているのでしょうか。お願いし

ます。 

町民課長 これは町民課ということではなく、それぞれの分野において、例えば温泉は
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温泉、そして、先ほど申されました農地また山林の保全、そういうものは産

業建設課、それぞれのポジションにおいて検討をしているということでござ

います。 

６番議員 当然、課を超えた検討になってくるかと思います。そして、町民の中には、

自然エネルギーの活用の研究をされている方やいろいろな提言をお持ちの

方、そういった方もいらっしゃるのではないでしょうか。気候変動の問題を

町民と一緒に話し合う機会もつくっていくことが大事ではないでしょうか。

そのためには、今、課を超えてということありましたが、専門の部署を設け

て、専門的な課題として、この問題に取り組んでいく必要があると、私は思

います。町民に対しても、専門的なアドバイスを行える支援窓口を設置する

など、やはり緊急課題として位置づけることが必要かと思います。専門性を

持った取組をできる係を置くなど、町長、いかがお考えでしょうか。 

町  長 そういった御意見があるということを一番吸い上げられるのが、町議会の議

員の皆様だと思います。的埜議員も、そういった中から御提案いただいたと

いうふうに私は認識しますけれども、これは広く地球を守るというようなこ

とになろうかと思います。また、この町で、ＣＯ２削減というようなことに

結びつくかと思いますので、先ほど来申し上げたとおり、我が町もそういっ

たものをたたき上げていきまして、最終的には宣言をするというような形に

なろうかと思いますので、そういった部署との整合性等々を取りまして、検

討させていただきたいと思います。 

６番議員 議員としてももちろんそれぞれ、また議員まとまって研究したりということ

も大事ですし、町民の声を拾っていく努力もしていくつもりです。しかし、

やはり専門的となると、また話は違いますので、ぜひそういう専門的な課題

解決ということなので、しっかりとそこはやっていただきたいなと思いま

す。先ほど、町長、以前にも気候非常事態宣言を行ってはどうかと、私もそ

ういう提案をしたことがあるんですが、そのときに、白馬村では白馬高校の

生徒の呼びかけで、気候非常事態宣言を行った話をしました。それが令和元

年12月でした。その後、令和2年の2月には、2050年までに村の二酸化炭素排

出量をゼロにするゼロカーボンシティ宣言も行っています。1、村民ととも

に白馬村から積極的に気候変動の危機に向かい合い、他自治体の取り組む模

範となります、2、2050年における再生可能エネルギー自給率100％、村内Ｃ

Ｏ２排出実質ゼロによる脱炭素社会の実現を目指します、3、地球温暖化防

止策の国民運動ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ「賢い選択」をさらに推進しますと

いった決意表明をされています。それは雄大な北アルプス、白馬連峰の魅力
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を国内外の人々に楽しんでもらうための山岳の自然環境保護という観点が、

白馬村の生き残る道だということがはっきりとしているからではないでし

ょうか。そこで、行き着くところは具体策を打つということだと思います。

宣言をするからいいのかということもありますけれども、小海町でもしっか

りとした目標を持って具体的に取り組む、長振にもしっかりとのせていく、

そういうことが大事なんだと思いますが、町長、もう一度伺います、いかが

でしょうか。 

町  長 白馬村の御立派な宣言等々拝聴したわけですけれども、どこが何をやろう

が、我が町は我が町に即したことをすべきだというふうに思います。十分立

派な参考がありますので、そういうものを研究させていただきながら、また、

さきの議会で宣言が否決されたわけなんですけれども、繰り返しますが、や

はりこれは我々が身をもってちゃんと進めるということを決めてからの宣

言だというふうに思います。したがって、それに向けての会だとか委員会だ

とか、そういったものの立ち上げは必要かと思いますが、今、この場で宣言

するというのは、やはり時期尚早ではないかというふうに感じております。

やはり今、的埜議員がおっしゃったように、様々なところで大変よい案とい

うものがあろうかと思いますので、ぜひ参考にさせていただきながら、この

町に即した一番適した方法でのものを進めていったらというふうに、私は考

えています。 

６番議員 町に即したということで、宣言をすることだけがいいということではない

と、私もそういうふうには思います。しかし、白馬村の長期振興計画を見て

みました。白馬村では、第5次計画後期計画は令和3年からの5か年計画にな

ります。その中で、クリーンエネルギー、自然エネルギーの利活用のことな

ども書かれていますが、大きな特徴としては、第5章として、自治体行政に

期待されるＳＤＧｓの取組についてがしっかりと書かれており、持続可能で

発展的な魅力ある村づくりの実現に、基本目標に向かって取り組むべき方向

性は、国際社会全体の開発目標であるＳＤＧｓの目指す17の目標と、スケー

ルは違うものの、方向性は同じであるということをしっかり明記し、それぞ

れの分野がＳＤＧｓのどの目標に当たるかを考え、計画の推進を図るとあり

ます。今、大事なのは危機感や緊急性を持って具体策を打つことだと思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

最後の質問に移ります。この9月議会は決算議会でもあります。黒澤町政に

とって3年目の決算を迎えるわけですが、これまでの総括はということで、

質問の用紙のほうには、令和2年度の施政方針に示されました「第6次計画期
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間というのは、将来の小海町の明暗を左右する大切な期間だとも言えると思

います。方向性を見誤らないよう、「元気な小海町づくり」のため、積極果

敢に進めて行きたいと考えております」というふうに記されております。ま

た、「引き続き全ての町民が健康で明るく楽しく暮らせる温かい福祉と医療

の町、子育てしやすい町を目指して着実に実施してまいります」ということ

が打ち出されたわけですが、まず1点目の「元気な小海町づくり」は進んだ

のかという質問ですが、具体的にどのように進めてきたのかということも併

せてお答えください。 

町  長 私が2年目のときに篠原議員、そして、3年終わったときに井出薫議員から同

じ質問がございました。その都度、きめ細かにお答えしたつもりですけれど

も、私は平成30年3月26日から町長という職に就かせていただいております。

選挙公約に掲げた3つのキーワード「挑戦・新鮮・実行」、このことでそれに

まつわる細部にわたっての公約を17個立ててまいりました。そのうち、3年

目終わるときに、17のうち16しかやっちゃいないじゃねえかというふうに、

ある議員から言われましたが、17分の16は結構やっているほうだと、私は自

分で自覚をしたところでございます。あと1個あったわけですが、この1年間

の間に必ずや実行するべく、私は動いております。それから、築き上げたこ

と、成果等々は数々ありますけれども、その中ででも、憩うまちこうみ事業

が、私が町長になりまして3年目から行ったわけなんですが、就任当時、先

行きがあんまりはっきりしていないというようなことだったんですが、私は

これは内容を聞きましたら、すばらしい取組であるというふうに思いまし

た。そして、このことについてチャレンジの精神をもって頑張るよう、職員

の皆様に課を超えて進めてきたわけでございます。皆様も御存じのとおり、

平成31年2月15日、小海町主催で長野県阿部知事、そして故Ｃ．Ｗ．ニコル

氏、協会けんぽの理事長等々をお招きし、シンポジウムを開催したのは御存

じかと思います。そうした中で、現在、コロナで低迷はしておりますが、全

国を代表する17の企業の皆さんと提携をさせていただき、社員の皆様お越し

ということがなかなかできないわけなんですが、会社とのやり取り、特に当

初参入していただきました会社の会長さん、笠原のほうに引っ越ししていた

だきまして、その関係でワインブドウの栽培というようなことになっており

ます。また、先日お伝えしましたが、嶋屋さんの2階にＩＴ関係の会社をお

招きしまして、その場所が支店というふうになっておりまして、その支店で

五箇のほうにイワナの養殖を始めていただいたと。先般の上水道審議会の中

でも、審議員の皆様には、その場所をよく見ていただいたということであり
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ます。そして、こちらの支店長さんですが、私のところに度々お越しになる

んですけれども、地域のために私たちは動きたいというような意思もお聞き

しております。これも憩うまちこうみという、こういうことを進めていかな

ければ、なかったのではないかというふうに、1つの成果だというふうに思

っております。善の循環という言葉がございます。他人の利益を図らずして

自分の繁栄はないということでございます。これは、私は人間の生きざま、

あるいは政策の持っていき方の基本ではないかというふうに自負している

ところであります。したがって、これはまず、よい町はよい人づくり、その

よき人がさらによい町をつくる、このことにつながっていくのではないかと

思います。したがって、私が言っている元気な町は、元気な町民をつくり、

その元気な町民がさらに元気な町をつくると、この循環がうまく回ること

が、元気で強い町をつくるのではないかというふうに思っております。そこ

で、私は職員の皆様に元気を出していただき、毎日いい顔をして挨拶しろと

いうことをお願いしております。朝礼で申し上げるのは、朝、鏡を見てきて

くれと。自分が今どういう表情でいるか、鏡を見て、そして判断し、もし情

けない顔をしていたなら、そこで口角を上げ、よく笑い、そして役場へ来て

いただくということをお願い申し上げ、それを元気の源としていただき、最

近思いませんか、職員の皆さんがいい顔になったと。私は思っております。

福祉と医療の町、子育てしやすい町は済んだのかな。これは次か。失礼しま

した。次まで答えてしまいましたので、これで終わります。 

６番議員 具体的にいろいろな事業として見ていくというつもりでしたが、ちょっと時

間もないので、町長は選挙公約の中の「挑戦・新鮮・実行」、また17の項目

という中で16進めてきていることで、大変すごいなというふうに思いまし

た。チャレンジ精神で取り組むということで、町長から何度もそういうこと

をお聞きしています。そして、一つ一つ見ていった場合に、この黒澤町政と

いうのは、半分はコロナ対策に翻弄された、そういう大変な町政運営を進め

てきたということを誰もが理解しております。しかし、この大変な時期だか

らこそ、いろんな事業に取り組んでいく、それが憩うまちこうみしかり、会

社17と提携したというわけですが、なかなか進んでいないようにも見受けら

れるわけです。こういう事態のときにどうやって進めていくのか、それはや

っぱり今以上の知恵と工夫、大変なコロナ禍でも進める方法、模索は当然の

ことで、やはりコロナの事業の中で頑張って進めていくということをしっか

りとやっていただきたいなと思います。そして、事業の計画ですね、もっと

慎重にやるべきだということも、いろいろな事業の提案時の中で、御指摘が
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いろんな人からありました。先を見据えた事業内容、事業の進め方にしっか

りとなっているかということを、一つ一つ確認しながら進んでやってもらい

たいと思います。「元気な小海町づくり」、何をもって元気というのかという

ことにもよりますが、経済的なのか、気持ちなのか、何か活動することとい

うことなのか、人がにぎわうということなのか、その辺がちょっと何か漠然

とし過ぎているというか、少し私は主体的ではないんじゃないかというふう

に、そこが計画性の甘さに出ているのではないかということも指摘したいと

思います。 

それでは、2つ目の「全ての町民が健康で明るく楽しく暮らせる温かい福祉

と医療の町、子育てしやすい町」はいかがでしょうか。前進したでしょうか、

お願いします。 

町  長 お答えの前に1つ、その計画の甘さが見てるということをおっしゃいました

けれども、私はそういうことは思っていません。人と人との施策、これは慎

重に慎重を重ねてやっているということをお忘れなく。そんな簡単な問題で

人と人とのもの、やっていませんよ。ですから、そういう声があるとか、お

聞きしたとかということは、やはり町民の声であろうか何だかは、私にはつ

かめないところですが、少なくも施策の一つ一つは勝手にやっているんじゃ

なくて、職員と私と十分に練った上で、そしてこの議会に上げて、それを実

行しているというのが事実だと思います。ものが拙速であるとか、軽はずみ

であるとか、そのようなことは言われる覚えはありません。そういった声の

あること自体が、私はちょっと遺憾でございます。 

それから、お答えでございますけれども、福祉と医療の町、子育てしやすい

町は進んだのかということですよね。それを言っていますけれども、これに

ついても、十分ということは何をもって十分というかは言えません。しかし、

満足できるとも思っていませんが、一定の前進はしているつもりでございま

す。当然、議員各位の御支援、御提言、御理解があって前進だと思っており

ます。この点については深く感謝申し上げますが、引き続き、町民のため、

町の発展のため、建設的で実行可能な提言をいただければというふうに思い

ます。子育て、福祉等々、これも私は元気という言葉で表現していまいりま

したが、なかなか難しい。しかし、越えなければならない問題だと思ってお

りますので、また御指摘のほどよろしくお願い申し上げまして、返答をさせ

ていただきます。 

議  長 以上で第6番 的埜美香子議員の質問を終わります。 

これより2時15分まで休憩とします。        （ときに14時01分） 
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第８番 品田 宗久 議員 

議  長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、第8番 品田宗久議員の質問を許します。品田宗久君。 

８番議員 8番 品田宗久です。通告に従って一般質問させていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

先ほどは1番議員さん、とてもすばらしい一般質問をしていただいてありが

とうございます。感謝申し上げます。私も小海駅前再整備についてというこ

とで質問させていただきます。昨年11月の小海駅前再整備検討委員会の答申

について、6月にも一般質問したんですけれども、抽象的過ぎるということ

でありますので、今回、少し具体的に話をさせていただきたいと思います。

1番の町民誰もが憩い集うことができる拠点づくりということで、先ほど来、

いろいろ話も出ておりますけれども、私は最近のこのコロナ禍は、人間がよ

り便利に、より早く、より豊かにを追い求め、大量生産、大量消費で経済性、

効率性を優先した急ぎ過ぎた社会や生き方の見直しを訴えているのではな

いかと思っております。東京への一極集中が人と人との関わり、人と自然と

の関わりなどを希薄化してきたのだと思います。田舎のよさは、人の顔が分

かること、声が聞こえることとつながっていることであります。今のこのコ

ロナ禍で、日常の当たり前が当たり前ではなく、すごいことだったと感じて

いる人は多いと思います。群馬県の上野村では、合同会社ゆーぱる上野とい

うのをつくりまして、農業作業班というのと、いろいろあるみたいなんです

けれども、農業作業班は高齢者たちが遊休農地を使ったりしながら働いてい

るそうです。高齢者にとにかく家から出てきてもらうにはどうしたいいかと

いうことで、村の中の遊休農地を耕してもらうと、くわさえあれば、それな

りにできる仕事であり、能率はどうでもいいので、出てきて、たき火でもし

ながらお茶飲んで楽しくやっていてくれればいいと。そうすれば会話も増え

るし、足腰も動かすので体もいい。それで、すごく安いパート代なんだけれ

ども、来ている人も目的が収入ではなく、ちょっとお小遣いを得るくらいの、

年金の足しにするくらいなんだけれども、実際にそれをやったら健康保険の

利用が減ったと。町は何となく採算が合っていればいいということで、みん

なが楽しくやってくれればいい、医療費が下がったりといろんなメリットが

あるので、総合収支は黒字だそうです。人間は与えられたものだけではなく、

自分たちで考えてやっていくうちに、だんだん面白くなってくるということ
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だってあります。人は人とのつながり、コミュニケーションを求めています。

そこに暮らす人たちの生活や文化を生き生きとさせ、外からやってくる人が

交流したくなるような生活文化をつくっていくことが大切ではないかと思

っております。そのために、今回の駅改修では、駅、アルルを含めて、町民

の誰もが憩い集うことができることを考えてほしいと思っております。これ

は検討委員会8回やった中で、委員からの一番多い意見でありました。 

次に、2の町の魅力の発掘と内外への発信ということで、町の魅力の発掘と

いうことで考えて、私、小海町高原美術館が1997年に開館し、24年の歴史が

あります。その間に美術館が関係を築いてきたアーティスト、所蔵作品には

多くのものがあります。アニメでは新海誠さん、写真ではハービー・山口さ

ん、広川泰士さん、サトウヒデアキさん、小林紀晴さん、クリタケイコさん、

絵本・漫画で駒形克己さん、スズキコージさん、井出智香恵さん、サイトウ

マオさん、そしてまた、美術館の所蔵作品には、私もたまげたんであります

けれども、新海誠さん、島岡達三さん、栗林今朝男さん、谷本清光さん含め

22名の作品で729点あります。新海誠さんは69点、島岡達三さん37点、栗林

今朝男さん103点、谷本清光さん119点、等々があります。これらは美術館で

展示しなければ、ただ眠っているだけであります。私はこの作品を活用して、

1階を美術館のサテライトとしての機能を持たせ、またギャラリー創の地元

の皆さんの作品なども展示できるスペースにし、2階には今のアニメと写真

と絵本の作家を中心としたミュージアムとして造ってもらいたいと思いま

す。先般、小海駅前再整備検討委員会で駅改修の件が出され、トイレの設置、

観光案内所などが提案されましたが、私は、駅を文化的施設に、アルルを商

業的施設プラスコミュニケーション施設として、内外へしっかりと発信でき

る魅力ある駅前開発を行っていただきたいと思っております。そして、この

前も公民館報を見ておりましたら、昭和59年の公民館報に、昭和58年11月の

朝日新聞に、町が国鉄用地1,300坪を取得し、ＳＳＣ方式で再開発すると。

そこには未来駅は公民館型、文化交流、交流化に気配り、美術館などを併設

とあります。また、58年12月の信毎には、小海駅を町の顔に、ショッピング

センター、ＳＬ博物館や公民館、多機能への改築構想ということで、40年ぐ

らい前から駅前の開発は始まっております。今回、ＪＲが土地を手放しても

いいという話もあるそうでありますので、駅長さんも今のコロナ禍でＪＲが

厳しいいときでなければ、ＪＲも土地は手放さないよということを言ってお

りましたけれども、やはり先人のこの思いをもう一度、小海駅前活性化する

ために、ぜひ駅を文化的施設、アルルを商業的施設プラスコミュニケーショ
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ンとするために、ぜひ魅力ある駅前開発をしてほしいと思いますけれども、

町長のお考えをお聞かせください。 

町  長 品田議員の御提案いただきました、これは大変すばらしい部分多々あろうか

と思います。美術館の持っているものに関しましては、移動、それから手入

れ等々をよく相談した上で、また検討したいと。それから、先般の検討委員

会の中で、駅の土地あるいは駅舎の中のものを、部屋を譲っていただけると

いう話で進んでいるということを発しましたが、そういった形の中での御提

案だというふうに思います。そうした中、先ほど1番議員、黒澤敦史議員が

このアルルの譲渡については、商店街あるいは町の活性をするチャンスであ

るという御提言をいただきました。そして、私はこのことについて、私もチ

ャンスであるというふうに思うというような返答をしましたが、これについ

ては大きく一歩を踏み出したわけですので、ぜひ検討をいたしまして、もう

検討委員会あるわけですから、その中にまた御提言いただいた中で、ぜひや

り抜きたいというふうに思います。また、細かい仕様につきましては、また

御議論いただくという形になろうかと思いますけれども、何としても駅舎、

そしてアルルは有効活用していかなければいけないというのが、私の考えで

ございますので、その折はぜひすばらしい案をいただければというふうに思

っております。 

８番議員 次に、3のアルル、駅前商店街継続のための再構築ということで、私、商工

会青年部の部長のときに、当時の吉村県知事と懇談する機会がありました。

今から多分三十五、六年前、昭和58年頃のことです。そのときに誰かが、農

業にはあんなに手厚いのに、商業にはどうしてこんなに冷たいのですかと質

問したとき、知事は、農業は保護しないと消えてしまうが、商業は雨の後の

タケノコのように次から次と出てくるから、放っておいても大丈夫なのだと

言われたことがあります。40年たって、今のこの日本の現状を見る中で、今

こそ商業を守らなければ、商業が消えていってしまうと。それで商業が消え

たら、次に絶対出てきません、知事が言ったタケノコみたいには。そして、

やはり買物の楽しみのない町は町としての魅力がありません。これから高齢

化社会で買物難民が増えていく現在、交通の便がよく、駅前に集中している

という中では、駅前、アルルに食料品を買う場所、例えばコンビニなどが絶

対に必要であります。アルルが町民誰もが集うことができる拠点としての役

割と、食料品などが買えるコンビニなどの機能を含めた商業施設として存続

し、駅前商店街の核となるように進めてほしいと思いますけれども、重ねて

の質問でダブると思いますけれども、町長、御意見をお願いいたします。 
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町  長 検討委員会の中で、総務課長のほうから、コンビニの導入等々の経過は申し

上げたと思います。ここで私が先ほど1番議員にお答えしたものの中に、ア

ルルについては、そこで既に経営なさっている皆さん、それから新規参入を

してくれる皆さん等々ございましたら、そして御利用者、利用していてくれ

る皆さん、それから土村の駅通り等々の皆さんとしっかり御相談をさせてい

ただき、その中で、先ほど大変有意義な御意見だということで、私も拝聴し

たということをお伝え申し上げました。チャンスであるという言葉が初めて

出てきました。私もこれを黒澤議員の言うようにチャンスであるというふう

に捉える見方、これは正しいことではないかというふうに思います。したが

って、駅舎とアルル、これは一貫性のものと、なるべく方策というものを考

えるべきではないかというふうに思っております。そして、まずはあの地で

商売をして稼いでいただくということが基本でございますので、それを目指

して、行政のほうも、何かと相談はあると思いますので、やっていけたらと

いうふうに思っております。 

８番議員 本当に、私はこの前、7月31日にアルルで皆さんがイベントやってくれたと

きに、紙芝居をやっていただきまして、「佐久鉄道と小海線」という紙芝居

を見させていただいたんですけれども、やはり先人がいかに苦労して小海ま

で鉄道を引っ張ってきたかということを考えたり、また、今、小海線の小海

駅という形の中では、やはり小海駅中心にこのチャンスを生かして、ぜひま

た南佐久の中心、また東信の小海線の中心として、元気な町になるように

我々も努力しますので、ぜひ行政としても民間と手を組んで、ぜひいい形で

進めてほしいと思っております。 

次に、ＳＤＧｓのまちづくりについてということで質問をさせていただきま

す。ＳＤＧｓは2030年の少し先の未来、といってもあと9年しかありません、

のあるべき姿について国連で採択され、世界共通の目標を持ちながら、その

解決方法においては、その地域の多様性、独自性を大事にして、その達成に

向けたルールは自由で、到達点だけが示されております。そういう中で、健

康と福祉、産業と技術革新、海の豊かさを守るなど、経済、社会、環境とい

う本当に相反するものにまたがる17の目標があります。そういう中で、長野

県では2018年に内閣府によりＳＤＧｓ未来都市に選定され、長野県下30市町

村が地域創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォームの会員でありまして、小海

町のその中に入っております。ＳＤＧｓで一番最初の段階は、宣言すること

です。やっぱり持続可能なまちづくりのために、小海町の独自性を生かして

何をどう宣言するのかを決め、そこに向かってしっかりとしたストーリーを
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つくって情報発信し、それに向かって努力していくときだと思っておりま

す。今、駅前開発が進んでいるときに、やはりＳＤＧｓに絡めてストーリー

をつくって、発信していければと思いますけれども、これからのまちづくり

は、やはり感動と物語性だそうです。やはり感動するまちづくりをしながら、

しっかりしたストーリーをつくって全国に発信していくというのが、元気な

まちづくりにつながっていくんじゃないかなと思いますので、今、急に言っ

て、宣言しろといってもあれですけれども、ぜひ持続可能なまちづくりのた

めに、何をどう宣言するのか決めて、しっかりしたストーリーをつくるよう

な方法を考えていただきたいと思いますけれども、町長のお考えをお聞かせ

ください。 

町  長 ＳＤＧｓ等々に向かってということで、これは持続可能な目標を立てると、

立てろということであろうかと思います。我が町で持続可能なこと模索する

中で何を言うかと。この町では、一番最初に言われている飢餓とか貧困とか、

極端なそういうものは、ちょっと世界的なものになろうかと思います。そう

いった中で、それぞれの分野におきまして、持続可能な目標を立てるという

ことだと思います。先ほど来出ましたＣＯ２削減だとか、もろもろのものが

ございますけれども、我が町でＳＤＧｓにのっとって物事を推し進めるとい

うことは、ちょっと遠い感じもしますけれども、これは真摯に受け止めて、

それぞれの分野でこの目標をつくり、そしてそれに向かっていくことは大変

大切なことだと思いますので、また参考にさせていただきます。そういった

目標に向かって進んでいきたいと思っております。 

８番議員 ぜひ宣言する方向を考えていただきたいと思います。 

次に、「○に近い△のまちづくり」についてですけれども、「○に近い△のま

ちづくり」とは、やはり常に前向きに考え、かつ柔軟な考え方やバランス感

覚を持つということです。戦後、日本が追い求めてきた丸は、頑張れば豊か

になる、豊かになれば幸せになるというものでした。しかし、今、日本の若

者の自殺者は世界一多く、また、60万人以上ものひきこもりがいると言われ

ています。これは丸でなければならないという教育と、もっともっとのやり

過ぎの社会の弊害ではないかとも思います。丸とバツの間には、無数の三角

の生き方があることにぜひ気がついてほしい、そういうまちづくりはできな

いかなと思います。丸かバツかではなく、次の世代の若者たちに希望の持て

る三角を見つけさせてやるのが、我々大人の使命だと思います。ＳＤＧｓ1

番の貧困をなくそうは、国によってはいろいろ違いますけれども、発展途上

国の貧しい国の子供たちのほうが、豊かになった日本の子供たちより、目が
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輝いているそうです。そして、貧困にも経済的貧困と精神的貧困があり、日

本の場合、精神的貧困にももっと目を向けるべきだと思います。九州の由布

院では、駅の中に観光案内所とギャラリーがあり、ホームには足湯がありま

す。また、改札口はなく、数人の職員が出てきてお客様に話しかけながら、

アットホームな業務をしていました。そこで提案ですが、私は駅の観光案内

所には、町の商工観光係を持ってくるべきだと思います。役場の中にいては

絶対に分からない住民の生の声、中高生の本音、観光客の声などが聞こえて

くるはずです。今の中高生は、親と先生と友達との関係しかありません。中

高生の三角の場所を見つける場所をつくってやることで、いろんなことに参

加しやすい環境になり、愛郷心も育まれるものと思います。若い世代のほう

が柔軟で面白い発想を持っているものです。若者がまちづくりに参加してく

れるためには、緩やかなつながりがつくれる場所が必要だと思います。また、

観光客も安心して相談できることにより、町全体の活性化にもつながってい

くと思います。また、経費の削減にもつながりますので、ぜひ駅の観光案内

所に商工観光係を持ってきてほしいと思いますが、町長のお考えをお聞かせ

ください。 

町  長 観光案内所とか、もろもろの施策につきましては、検討委員会の中でちょっ

とお話ししたということがありますけれども、実際にはこの議会で、全員協

議会になろうかと思いますが、そういうところで説明をし、そして議決をい

ただいて、それからのことでございます。職員をどう配置するかというもの

は、そこが決着次第、そして計画ができ次第の形ではないかというふうに思

います。仮にそこに観光案内所という形になれば、それに見合った人員の配

置は、これは必須でございますので検討させていただきます。 

８番議員 本当に、今回の駅前再開発は、小海町にとってチャンスだと思います。ぜひ

いろんな形の中で発信できる環境をつくって、やっぱりしっかりした物語を

つくって発信していくということが大事だと思いますので、先ほども言いま

したとおり、やはりこれからの、本当に地球環境を考えたＳＤＧｓに向かっ

て、本当に小海町は持続可能なまちづくりのために、こういうことやってい

くんだということをしっかり目的を持って進んでいってほしいなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

次に、君の椅子事業についてであります。これは誕生した生命に居場所とし

ての椅子を贈ろうということで、誕生する子供を迎える喜びを地域で分かち

合いたいと、2006年に北海道で始まった事業です。作家の角田光代さんは、

人生に迷うとき、持っている思い出をよりどころに生きていると言っていま
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す。小海町に愛されていると思って育った子供は、小海町を愛する人になっ

てくれると思います。木の小さな君の椅子は、座る機能は六、七年でも、そ

の役割は一生ものです。生涯に寄り添い続けるものを持っていることの意

味、その思い出の力が人生の道のりに勇気を湧き上がらせてくれて、町を愛

する心につながっていくと思いますので、ぜひ、今、この少子化のときに、

やっぱり生まれてきた子供たちに、町全体が歓迎しているよという気持ちを

込めるためにも、君の椅子贈呈を進めてほしいと思いますけれども、町長の

お考えをお聞かせください。 

町  長 君の椅子事業につきましては、数年前、小海町の高原美術館で、この椅子の

展示をいたしました。私もその椅子を拝見しまして、大変な感動を得たわけ

です。これは旭川にございます100軒ほどの工房で作っているということな

んですが、非常に精巧にできております。そして、ナラの木だと思いますが、

できております。そして、島崎信教授のほうからの説明を聞いたときに、こ

れは大変意義のあることであるということで、私も孫にこの椅子を頼みまし

た。そのときに、2人孫がいるわけなんですが、上の孫にもと言いましたら、

もう育っている子は駄目だという御返事でありました。その精巧さに非常に

引かれまして、この町で何とかできないかというような考えも持ったわけな

んですが、今のところ、100軒で競っている技術には程遠いということでご

ざいました。やはり技術的なもの、やがては小海の町でそういったものが、

木工芸の中でできればと思いますけれども、ときにあの技術はちょっとこの

近所では無理かなというふうに思っていますが、大変すばらしい企画だと私

も思っております。これは様々なそういった周りの木に関することを含めま

した中で検討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

８番議員 本当に今の少子化の中で、生まれてきた子供たちが本当に地域に愛されてい

るという環境をつくってやるということは大事だと思いますので、金銭的な

援助も必要ですけれども、やっぱりこうやって一生残るというか、思い出に

なるというのは、やはりふるさとを思う心にもつながっていくと思います

し、ぜひ前向きに進めてほしいと思います。よろしくお願いいたします。 

次に、小海高校の将来についてということで、少子化がこれだけ進むこの地

域で、本当に小海高校の将来、存続できるのかということは本当に私は心配

しております。そういう中から、南佐久から高校がなくならないように、今

から調査研究し、準備を進めてほしいと思いますけれども、教育長、よろし

くお願いいたします。 

教 育 長 お世話さまです。長野県は今、高校再編ということで、相当の動きを見せて
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いるところでございます。第6通学区、小諸までの佐久地域につきましては、

小諸商業高校と小諸高校が統合、それから佐久新校という仮称ですけれど

も、野沢北高校と野沢南高校が統合というような形でございます。特に野沢

北、野沢南につきましては、ＯＢ会さん等の意見では、どちらかの校舎を使

うということではなく、新しい土地を求め、なるべく駅の近く、どこの駅と

いう特定はありませんけれども、駅の近くに新しい校舎を建ててほしいとい

う要望を県に上げているようなことと聞いておるところでございます。そう

いった点で、現在の小海高校の立ち位置ですけれども、今回の再編計画に小

海高校は入ってはいません。だからいじくらないということです。その再編

計画上の長野県中の高校の分類の中では、都市存立普通校とその専門校、さ

らには中山間地存立校というものがございます。小海高校の場合は、中山間

地存立校というところに位置づけられています。この高校が高校再編でどう

にかなっちゃうというケースは、学校全体の生徒数が120人以下、もしくは

在籍学校生徒数が160人以下かつ卒業生の半数以上が当該高校へ入学してい

る中学校がない状態、後ろで言いました「かつ卒業生の半分が当該高校」と

いうのは、この辺の地域、南佐久をエリアとしている小海高校ですので、絶

対無理です。佐久穂中学の半分が小海高校行きません。小海も行きません。

南牧も行きません。川上も行きません。ですから、もう一つのほうの160人

以下にならなければいいということです。ちなみに、令和2年度は小海高校

267人、令和3年度が227人ということで、現状、再編の条件には当てはまら

ないので、動かない状態でいられるということです。仮に生徒数が160人以

下になった場合は、再編対象になってしまいます。再編対象になったらどう

なるかといいますと、4つの選択肢といいますか、方向が出てきます。1つは

ほかの高校と統合、2つ目はどこかの高校の分校化、3つ目が中山間地存立特

定校という高校になること、4つ目がもう諦めて募集停止ということでござ

います。3つ目に言いました中山間地存立特定校というものについて、それ

は指定されることが必要なんですけれども、現状それに指定される可能性が

大と考えています。その基準ですけれども、1点目が県境に近い地域で、近

隣の高校と著しく離れている。つまり小海高校が普通科で存続するわけです

けれども、近隣の高校となりますと、佐久に新しくできる北高と南高の新校、

そこまで行かなければ普通校がないということ。それから、県境に近いとい

う意味では、川上から通われているお子さんもいるんで、当然ここはもう県

境の地域ということで。それから、2点目が教育機会の確保の観点から、高

校の存続の必要性が高いと判断できるということです。佐久地域の場合、偏
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差値等も勘案した中で、都市部に比較的、平均的、平均よりもやや劣るとい

う高校は必ず必要になってきます。そういった意味でも、行き場所という観

点では必ず必要になってくるというふうな判断がされるかと思います。それ

から、もう一つが所在する市町村と地域からの支援を得ながら、高校を単独

で存続する体制を整備できることというようなことで、今のところは支援す

る会というようなことで、地元の市町村ですとか、ＰＴＡですとか、ＯＢ会

から年間160万ですけれども、小海高校のほうへは支援しておるということ、

その姿勢を県も酌めば、現段階では小海高校はなくならないという判断をし

ております。また、これで佐久新校まで出来上がって、それが建設までかか

るという話になると、5年から10年はかかるとしたところで、子供の数が相

当減りますが、減ったところのクラスの調整は多分、私が考えるに、今、小

海高校2クラス募集です。それと同じ立場の高校が蓼科高校と軽井沢高校、2

クラスです。そこはいじれないというふうに判断しています。いじるとすれ

ば、新しくできる小諸新校を当初7クラスぐらいから始めて、6、5と減らす

形、それから佐久新校につきましては、現在は岩村田が5、北高が5、南が5

で、全部で15クラスあります。それを2つにした場合には、最大で多分7足す

7でしょう。14から始まって、そこの募集を例えば6、5というふうに減らす、

そういうことを県のほうでは考えるように想定されますので、議員さん御心

配のところの小海高校がなくなるというイメージは、私は現状持っておらな

いということになります。以上です。 

８番議員 いずれにしても、私、これだけ少子化になってくると、いろいろ問題起きて

くるかなと思っておりますので、ぜひ高校とも情報交換しながら、いい形で

残るように研究していってほしいなと思いますので、よろしくお願いして、

私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

議  長 以上で第8番 品田宗久議員の質問を終わります。 

第７番 井出 幸実 議員 

議  長 次に第7番 井出幸実議員の質問を許します。井出幸実君。 

７番議員 7番、井出幸実です。初めに、8番議員さんの2番目の質問のところ、私のと

ころとちょっとかち合うところがございまして、その分端折った部分はある

んですが、通じるように話していきたいというふうに思っておりますけれど

も、重なったらご容赦をお願いしたいというふうに思っております。 

それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。持続可能な農
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業についてです。最近、新聞やテレビの中でよく聞くようになったＳＤＧｓ

という言葉ですが、今さら何を言うのかというふうに思っている言葉なんで

すけれども、承知は、言葉は承知を私はしていたんですけれども、内容につ

いてまでは詳しいことを理解していませんでした。皆さんは、既にご存じの

ことと思いますが、少しの間、お付き合いをお願いいたします。 

17の目標と169のターゲット、具体目標で構成されているそうです。この開

発目標ができて5年以上が経過している中で、こんなに話題になること、何

か理由があるのか、ちょっと私自身興味がありました。2015年にこの開発目

標ができましたが、2017年に開催されたダボス会議で、持続可能な開発目標

に取り組むことで、12兆ドルを超える経済価値と3億8,000万人の雇用が創出

されるという推計が発表されました。これを聞いて、日本の企業はある程度

驚いてこの開発目標へ取り組もうと関心を持つようになったというふうに

聞いています。持続可能な開発目標へ取り組むことが経済的にプラスになる

なら、企業も取り組まないわけにはいかないと言われています。これから就

職活動を始める学生たちも、入社後にはこの開発目標に何らかの形で関わる

ことが多いではないかと。ゆえに今後就活においても重要なワードになるの

ではないかと考えているそうです。持続可能な開発目標に取り組んでいると

いうだけで、世界へのビジネス展開もしやすくなる。一方取り組んでいなけ

れば、社会的責任を果たす意欲がないと、マイナスイメージを与えてしまう

可能性がある等々が理由として考えられるそうです。国もＳＤＧｓアクショ

ンプラン等を作成するなど、積極的に取組を呼びかけているそうです。地方

公共団体の使命である住民の福祉の向上に関しても、これを達成することで

地方公共団体の使命を達成することができると感じています。 

そこで、町長にお伺いします。持続可能な開発目標について、先ほどの8番

さんの中で質問がありましたけれども、答えられるようでしたら、お願いを

したいと思います。また、国・県の上部機関から通達か何か来たのでしょう

か。来ていましたら、その内容をお聞かせください。 

町  長 私にということですので、ある限りの答弁をさせていただきます。 

ＳＤＧｓ、持続可能な目標をそれぞれが立てろということで、それに向かっ

ての行動がまず必要ということを、品田議員にもお答えを申し上げました。

これは、17の項目はかなり広い範囲にわたってのものでありまして、先ほど

お答えした飢餓、極度の貧困というものがまず出てくるわけなんですが、こ

ういったことについては、やはり町の中でも、いろんなものが充実している

中で、飢餓とか極度の貧困というものは防げているというふうに思います。 
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まず、スタートはそこでありまして、持続可能な計画を立てるということは、

これは本当に必要なことだと思います。そして、2030年を目標ということで

すが、やはりキャパシティーの小さいこういう町は、目標を掲げることによ

って、その目標に向かえば、割と時間は短縮できるのではないかというふう

に思っておりますので、まず、持続可能な目標を私どもが立てていくという

ことが必要かと思われます。 

上部からの指示とかそういったものにつきましては、産業建設課長からお答

え申し上げます。 

産業建設 

課  長 

お疲れさまです。ＳＤＧｓ関係ですけれども、今現在、農林業分野に対して、

上部からこの点をしろというような特別に文書または指示等はございませ

んが、いずれにしましても、各個人、それから当然行政機関は当然ですけれ

ども、このことを頭に入れながら施策には反映するべきですけれども、現在

の状況といいますと、実際には食品ロスの減少、そういうことは当然必要で

すし、人の健康や環境への悪影響を最小化させる、そういった意味において、

例えば土壌の化学物質、廃棄物の悪影響のものをこう削減していくことなん

ですけれども、実際農薬にしてもそうですし、機械についてもそうですけれ

ども、既にそういう方向には動いておりまして、環境に負荷が小さいような

農薬ですとか、また排気ですね、機械類の排気、そういうものは既に動いて

いて、悪影響のものはだんだん改善されていく、そういった方向になってい

ますので、実際には既に動いているということで、各個人がこれをやる、そ

ういう気持ちも必要ですが、全体的にはゆっくりではありますが動いてい

る。そして今後については、また県、それから国になりますけれども、一町

村などで動くというよりも、こういったグローバルな話でございますので、

統一した見解の下に進めていくことが重要だと考えております。以上です。 

７番議員 17の目標という話だったですけれども、やっぱり169のターゲットのほうを

ちょっと検討してみておいていただければ、ありがたいなというふうに思っ

ております。この開発目標については、どんなことでもある程度それに当て

はめていくことができるというようなふうに私も理解をしておりますので、

ぜひお願いをしたいというふうに思います。 

私たちの子や孫、その先の世代までずっと豊かに暮らしていけるように、継

続可能なという言葉には、そんな願いが込められているようです。経済成長

を優先させた結果、地球温暖化などの環境問題が深刻になりました。そこで、

地球の環境を守り、全ての人が尊厳を持って生きられる社会と、誰もが豊か

な暮らしを継続して営むことができる経済を実現するため、2030年度までに
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私たちがすべきことを17の目標と169のターゲットにしたそうです。ふだん

何げなくやっていることをこの開発目標に当てはめてみると、以外と関わり

があると思うのです。その関わりを町民に分かりやすく啓発していく必要が

あると思うのです。町の長として、町民の福祉の向上の観点からも、積極的

に町民に発信をしていくべきと思います。 

特に町の基幹産業である農業は、持続可能な開発目標と多く関わりがありま

す。地域や他の組織とのつながりを意識するだけで、その目標を達成できる

可能性を秘めていると言われています。各目標が達成できない場合には、直

接的な被害を予想されるのは農林水産業の生産者だと言われています。ＪＡ

グループは、2020年5月に持続可能な開発目標の取組方針を策定し、ＪＡで

持続可能な開発目標に取り組む際の具体的な進め方を紹介をしています。水

田は、昭和50年代に圃場整備が行われると、生産性は向上しましたが、水田

の持つ多様な役割には疑問を残しています。畑の多くは、昭和23年の自作農

創設で開墾、昭和50年代に畑地造成し、そのまま耕作しています。その結果、

高原野菜農家も花卉農家も連作障害で苦しんでいます。根こぶや黄化病など

の連作障害による病気が出ています。この頃では連作障害だと思うのです

が、訳の分からない病気で腐ってしまいます。有機堆肥、石灰散布、畑の水

はけなどの対策はもちろん施していますが、最終手段である土壌消毒等で何

とか対応しています。地力の低下は目に見えて進んでいます。このまま後継

者に引き継いでも大丈夫だろうかと心配しているのが現状です。 

持続可能な開発目標では、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような継続

可能な食料生産システムを確保し、強靭な農業を実践するとあります。漸進

的とは、手順を踏んで物事を徐々に進めていくさまということですが、農家

の皆さんは、土壌の改善は最優先課題と考えています。根こぶ、黄化病等の

対策として、土壌消毒に頼っています。その散布量も年々増えています。当

初の何割か増となっています。これからも増え続けるのではないかと心配し

ています。必要経費の増にもなっています。機械代や人件費の増、耕作の経

費の増が重なり、そして販売価格の問題もあるようですが、昭和時代の経営

面積、出荷量は約3倍に増えたが、所得はそんなに変わっていません。連作

障害対策の一つとして、有機堆肥を施しているのですが、コンポースの堆肥

については、町の助成対象となっているが、他からの購入している有機堆肥

についても助成できないかと、前に質問しましたが、実態を調べて検討をす

ると答弁をいただいた気がしますが、その後、どうなっているか伺います。 

産業建設 ご質問の件ですけれども、コンポース以外の堆肥に対しての助成、これがど
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課  長 うなったかということなんですけれども、今現在もしておりませんし、これ

からの計画の中にも、入っていないのが実情ではございます。ＪＡとも相談

をした経緯がありますけれども、どちらの農業者がどんな堆肥を使用してい

る、そういった実態も実際はつかめていない。つかめていないというのは、

先ほど言われましたＪＡグループのＳＤＧｓの方向からは、少し外れるので

はないかと思うんですが、実際には、まだ小海の管内でそういった土壌に対

してどういうふうにしていく、実践が行われていないのは現状であります。 

こういう中におきまして、堆肥、今コンポースの堆肥につきましては、以前、

小海町、平成8年ですか、小海町とＪＡ、それから会社の第三セクターで始

まった経緯があっての補助制度ということでございまして、有機堆肥を使う

から土壌の関係で補助をする、そういった施策とは別物であったと思われま

す。したがいまして、今後につきましては、そういった環境負荷に優しいよ

うなそういった方向が出されましたら、そこでそういったもの、価格は高く

なろうかと思いますが、そういった面で助成をするのは、検討の必要はある

と考えられます。現状は、補助、何の堆肥でも補助ということは、考えられ

ないのかなという現状でございます。以上です。 

７番議員 話は分かりましたけれども、前に質問をしたときに、そのときの黄化病と根

こぶ病、根こぶについての話をしたところが、関係機関、それから研究機関

と話をして、ある程度検討してみますという話をいただいたんです。それは

大変時間がかかるというふうに私自身も考えておりますので、今回の質問で

は言わなかったんですけれども。依然町の基幹産業である農業が将来に向か

って実際、地力の低下によって、後継者に胸を張って、やれやということを

言えないんですよ。ですから、それを施していくのについては、農家の皆さ

んができることは、堆肥を入れる、特にできれば植物性の堆肥を入れること。

動物性の堆肥ですと、牛ふん関係だけで、あとは鶏ふんだとか、それから豚

の堆肥は、元肥とはなるけれども、土壌改良にはならないというふうに言わ

れているんです。ですから、ある程度買っている、コンポース以外で購入し

ている堆肥についても、農家の皆さんは、植物性の堆肥を使ってやっている

ということなんです。ですから、いずれ農家とすれば助成を実施していただ

ければ、これから持続可能な農業を進めていけるじゃないかというふうに思

っているわけなんですけれども。いずれ今のまんまで早急に研究機関等の結

論が出ればいいんですけれども、農家の皆さんができることをやって、今や

るべきことはある程度堆肥を入れる、石灰をまく、水はけをよくするぐらい

しかないというふうに思うんですけれども、再度、答弁をお願いいたします。 
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産業建設 

課  長 

私自身がその根こぶ病、黄化病等、そういったものに対してどのようにすれ

ばいいのかということを把握しておりませんので、すみません。調べさせて

いただきまして、今後どういった方向がよいのか。そして、土壌改良がどの

ようなものを投入することで改良が図られ、病気がなくなり、生産性が高ま

るのか、そういったところをよく農業農村支援センターですとか、ＪＡです

と思いますが、協議の上、研究してまいりたいと思います。以上です。 

７番議員 次に、廃マルチについてお伺いをします。廃マルチの処分について、対して

も助成があると聞きましたが、助成内容とその実態をお伺いします。また、

聞くところによると、マルチを購入した会社により、助成があったりなかっ

たりと聞いているのですが、いかがなんでしょうか。 

産業建設 

課  長 

お答えいたします。農業用の廃マルチにつきましては、産業廃棄物処理法に

基づいて、適正に処理しなければならないということになっておりまして、

現在は、小海町と北相木の農業用廃プラスチックの推進協議会という会をつ

くっておりますが、実際には、ＪＡ長野八ヶ岳が回収を行って、処理業者に

おいて再資源化、または焼却等をしております。費用等につきましては、実

際のマルチ、廃ポリ、ポリエチレンということになりますが、1㎏当たり処

理料は35円かかります。そして、それを運ぶ運賃は11円、大量に運ぶもので

すから、キロ当たりこの程度ということになります。町の中で、町といいま

すか全部の小海・北相木の関係で、年間、約処理料が560万ぐらい。運賃で

は180万ぐらい。もろもろの他の経費を合わせて780万ぐらいはかかっている

ということでして、そのうちの運搬にかかる分、これを小海・北相木がそれ

ぞれ負担をしておりまして、今、小海町では、昨年の決算ベースで54万程度

を補助をしているという状況でございます。以上です。 

７番議員 町で補助しているというのは、54万円という運賃だけということですか。そ

の分については、じゃマルチ全体についてやっているということは、私が聞

いた補助金を出しているところと出していないところの購入、マルチを購入

する会社によって違うという話を聞いたんですが、それはないですか。 

産業建設 

課  長 

すみません。お答えが十分でありませんでした。ＪＡに聞いた中では、実際

にマルチを買わない、ＪＡから買わない農家さんはおいでになるそうです。

ただし、廃マルチにつきましては、実際には使った後のもの、実際に農協が

販売したものかそういうことは分からないわけでして、実際に集められるマ

ルチについては、全て回収し処理をしているということで、その段階で、も

ちろん排出者からの処理料の負担もあるわけですので、そこで負担するから

ということもありましょうが、ＪＡ以外のものであっても、回収はして処理
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はしているということでございます。扱っているということです。 

７番議員 じゃ、処理はしてやってくれる、入れるということで、処理はしているのは

分かるんですが。それについて補助があるということは、町がしているとこ

ろがあるのは、していない人としているのがあるという話なんですが、今の

話の答弁の話を聞くと、全てに補助があるというふうに解釈しましたので、

私のほうも、そのように解釈しまして、もう一度ちょっとよく調べたりしま

すので、ぜひ担当課長のほうも、調べてもらいたいというふうに思います。 

連作障害も農家の方たちの悩みの種でありますが、畑の周りの林のコサにも

気にかけています。私自身、初めコサがこんなに作物に悪影響を及ぼすとは

思っていませんでした。林の木で日陰となり日照不足になると、作物が十分

に生育せず、市場価格がなくなります。農家の皆さんは、自分の畑でもない

のにもかかわらず、耕作しているため、お金を出してコサ切りをするために、

山林の所有者に木1本につき2,000円から3,000円を支払います。切り賃を別

に業者には支払っています。支払う金額が多額のため、なかなかコサ切りが

進まない現状です。出荷作業をするとき、コサになった場合は出荷できず、

圃場廃棄しているのが現状です。 

町として、農業振興の観点から、コサ切りに畑の周りには財産区の所有地が

多くありますので、畑の耕作者から相談がありましたら、町として相談に乗

ってほしいと思います。どうでしょうか。それと、コサ切りした木の代金を

助成してもらえないか伺います。 

産業建設 

課  長 

お答えいたします。コサ切りについては、確かに日陰の問題は、農業者から

すれば重要な問題であると思います。周囲が財産区と言われましたが、川東

方面でしても、やはりそういった問題は同じように存在しまして、どうした

らいいかという相談は寄せられまして、農業委員会に主に寄せられていまし

て、そういった相談にも応じているということなんですけれども、実際に相

談内容としますと、誰の所有なのかということで、中に入って調整をする、

そういう相談には至っておりません。いずれにしましても、農業者側からす

れば邪魔なものという考えですけれども、逆に林業者側からすれば、それは

大事な財産というようなことにもなろうかと思います。まずは、それぞれの

耕作者、所有者で話をいただいて、解決をしていただくのがよろしいかと考

えられます。また、助成についてということになりますが、切った木に対し

てということでございます。そうしますと、やはり農業を主に考える制度な

んだなということに取られてしまうということがあります。やはりどちらも

それぞれ言い分はありましょうし、権利を持っているものだと思いますの
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で、公平の欠くことのないような施策としなければなりませんので、その辺

は十分に注意をしながら進めていきたいと思います。以上です。 

７番議員 何というか、畑の耕作者も山林の所有者もどちらも農林水産業なんですよ。

それで、早い話が2,000円か3,000円というのはある程度、今の木の値段とす

れば妥当じゃないかということで、両方に対していいんじゃないかというよ

うなことで、その辺の金額で折り合っているのが現状なんです。なもので、

片方に偏りとかなんとかということは、ちょっと外れている部分がありま

す。いずれその辺のところを、もう一度よく検討してみていただいておいて

ほしいというふうに思います。 

じゃ、次に、持続可能な開発目標では、家族農家をはじめとする小規模食料

生産の農業生産性及び所得を倍増させると言っています。農業従事者の高齢

化に伴う後継者不足、担い手不足、耕作放棄地の増加などの問題を解決しよ

うと、近年の日本では農業の大規模化が推進されています。しかし、最近小

規模農家が再評価され始めています。日本の農地面積や農業生産額の4割は

中山間地が占めています。大規模化を図ることは、中山間地では難しいと言

われています。全国一律ではない地域事情を踏まえるべきとの声も無視でき

ないし、担い手を支えるためにも、小規模農家を含めて地域の営農環境を整

える必要があると専門家は言っています。大規模農業の強い米国でさえ、小

規模農家向けの政策、支援が幾つかあります。大規模農業の割合が農村地域

に増えると、その地域の生活や文化的質が低下すると。また、農村社会の崩

壊する可能性に危機感を感じて、小規模農家の支援策を米国では出したそう

です。日本もこうした農家を大切にしていこうと、20年3月―20年3月とい

うのは2020年のことです。3月、日本の農業の方向性を示す新たな食料・農

業・農村基本計画が閣議決定されました。その中で、農業の持続的な発展の

ために、中小・家族経営に対する支援を手厚くしています。大規模農家も大

切であるが、小規模農家があることによって、小規模農家でしか栽培するこ

とができない作物があるので、生産地の差別化が図れるし、生産地の強みに

なるのではないかと思うのです。 

そこで、国の中小・家族経営に対する支援策には、どのようなものがあるの

ですか伺います。それと、小規模農家と言っていますけれども、家族経営ま

で含めた中で育成について、町長の考えをお聞きします。 

町  長 小海町に限らず、国は農家の大規模化を図ってまいりました。そうした中で、

小規模の農家の皆さん、大変苦労されているわけですが、当町におきまして

は、補助としましては鹿柵、それから冬期間の野菜に対するビニールハウス
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等々を出していただき、直売所で販売すると。それから、「鞍掛豆」、ソバを

作っていただき、全量買取りというような施策をしているわけなんですけれ

ども、国からの指導がどうのこうのということは、ちょっと課長のほうから

また説明させていただきますけれども、そういった形で、ぜひ小規模農家も

頑張っていただきたいという考えがございます。以上です。 

産業建設 

課  長 

国のもの、小規模農家に対する国の支援策ということなんですけれども、毎

年説明会がありまして、次年度どんなどういった補助制度があるのか、どん

な支援がされるのかということで注目をし、そしてまた施策に反映できるか

どうか検討を行うんですけれども。実際には、小規模農家に補助金が下りる

というか、国のホームページなんかで見れば、国の記載といいますか言い分

は、「小規模の経営を含む意欲ある全ての農業者」がというふうにして、決

して大規模農家だけではないよというような言葉ではあるんですけれども、

実際に利用できるような施策はありません。家族農業の経営の育成というよ

うなことも、実際には記載はされておりますけれども、では、その方々が一

体何の恩恵を受けられるのかというようなことについては、国の施策の中で

は、今、戸別所得補償制度、今は経営所得安定対策事業という名前で、小海

町においても実施しておるんですけれども、それについては規模の大小はな

く、確かに恩恵はあるということですけれども、それ以外となると、それほ

どの利用はありません。中山間地の直接支払事業というものもございます。

それから、例えば新規参入をされる就農者に対して150万円の補助が出る。

最初から大規模ではないので、そういった方々への補助金政策というのは、

確かにあるんですけれども、そんなに力を入れているからといって、数多く

あるわけではありませんので、今の3つ程度でございます。以上です。 

７番議員 私も、国の小規模農家に対する支援策というのはどんなものがあるだろうと

いうことで、ある程度調べてみましたところが、いずれ日本で大規模農家を

抜いて小規模農家が80から90％あるんだって、その分もある程度スムーズに

ある程度、後継者、家族農家であっても後継者いるんですけれども、その後

継者に渡していけるようなものを国として考えていこうということをやっ

ているようなんですけれども、ちょっと読んだだけですから、ちょっと細か

くてよく分からなかったですけれども、いずれ国としては、ある程度考えた

ものをある程度つくってきているということをご承知おきをお願いしたい

というふうに思います。 

私が農業について今日なぜ質問したかということなんですけれども、昨年の

新型コロナウイルス感染症の流行当初は、人々は食品の、日用品の買いだめ
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に走りました。また、穀倉地帯を抱える一部の国が一時的に輸出を規制しま

した。1965年の日本では食料自給率73％あったそうです。2019年にはそれが

38％と、低い水準を続けています。50年、半世紀ほどで35％も低下したとい

うふうに言っています。ここからが、私が一応ちょっと心配しているんです

が、人口が今77億、地球上あるそうです。それが2050年には100億に達する

そうなんです。そうすると、ここらでは地産地消と言っていますけれども、

国を捉えた日本的なことになりますと、国消国産というそうです。国で必要

なものは国で賄っていこうということだそうなんですけれども、いつ食糧危

機が起こるか。今ここにいる私たちのところへ食料が余って、17項目の中に、

食料を余らせないでなんてことはありますけれども、食糧危機がいつか必ず

直面しているというふうにいって思っております。食料自給率の低下は、貿

易の自由化が進み、輸入食料が増えていることと、高齢化と担い手不足によ

って農業生産現場が元気をなくしていることだそうです。小さな畑を耕して

いる高齢者の皆様など、農業の多様な担い手に対する行政からの支援が大切

であることを痛切に感じています。町長は町の代表であり、持続可能な開発

目標の達成が町民の福祉の向上に欠かせないものであれば、地方公共団体の

長として、農業をはじめとして他のことに対しても率先して携わることをお

願いしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

議  長 以上で第7番 井出幸実議員の質問を終わります。 

ここで45分まで休憩といたします。         （ときに15時31分） 

第４番 井出 和人 議員 

議  長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に第4番 井出和人議員の質問を許します。井出和人君。 

４番議員 それでは、4番議員の井出ですが、林業について質問をさせていただきます。 

4月以来、皆さんお気づきかと思いますけれども、「ウッドショック」という

言葉が新聞紙上に載っております。特にこういうふうに信濃毎日新聞には、

大きな切り抜きでウッドショック、それからこういうふうにもありまして、

大体月に1回程度、木材関係の記事が信毎に載っております。何かといいま

すと、ご承知のとおり輸入材が大変上がっているという話です。というのは、

アメリカでの住宅需要の伸び、それから中国での景気回復により利用量が高

まっている。 

じゃ、県産のカラマツ丸太が上がっているのかということになりますと、話
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は全く別です。上がっているのは集成材であり、プレカット材、それからカ

ラマツ合板が2倍、3倍の値上がりだそうです。近いところでは、小県にある

齋藤木材さんが従来の3倍の集成材をつくっても、まだ足りないというよう

な状況だそうです。業者がもうけるだけであって、育てた生産森林農家は、

近年値が上がったといっても、立米1万5,000円だそうです。1万4,000円台後

半から1万5,000円をちょっと上ったところで行ったり来たりだという話で

す。目にしている町の風景の中はほとんどが山林であり、カラマツです。カ

ラマツは、1反歩当たり250から300本の苗を植えて、最終的に仕上がるのが

40本程度、立米で30立米だそうです。30立米が立米1万5,000円でも45万円に

しかならない。50年60年かけて45万円です。ここから業者の手数料を引くと、

3分の1、場所のいいところで半分取れるかどうか。少ないところでは3分の1、

15万程度になってしまう。私が小さいときには、植林するためにお手伝いし

ているとき、1本育てれば1万円になるよという話をよく聞かされました。そ

の時代よりもちょっと遅い時代で、小海駅から上野まで汽車賃が980円でし

た。そんな時代に植えた木がようやく伐期を迎え、しかも立米1万5,000円に

しかならないという現状の中で、4月から町で、林政アドバイザーという職

業の職員がおります。まず、質問として、役は一体何なのか、それから4月

からの実績、これからの計画等を教えていただきたいと思います。 

産業建設 

課  長 

お答えいたします。林政アドバイザーの制度についてですけれども、この制

度は平成29年度から創設されまして、小海におきましては、本年度、令和3

年で3年目ということになります。農林係に所属していますので、小さい町

ですので林政全般にわたりまして仕事は行っておりまして、森林整備、林道

整備、県有林、有害鳥獣、それから猟友会関係、全て林務に関わるものです

けれども、こちらの担当をしております。林政アドバイザーとしての研修が

あるわけですけれども、コロナ禍により遅れておりまして、本年度について

は今月末というようなことで、しかもリモートによって受講するようなこと

になってしまいました。南佐久中部森林組合と協定をしておりまして、林務

行政の推進ということを目的に派遣をしていただいておるのが現状でござ

います。 

そして、これからの計画というふうに言われました。それについてですけれ

ども、令和元年度から森林経営管理制度がスタートしております。森林所有

者は、伐採、造林や保育などの経営管理をしていかなければなりませんけれ

ども、経営管理が行われていない手入れのされていない森林が、今後その森

林をどのように所有者の方は考えるのか、そういうことの意向調査をしろと
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いうのが国の方針でありまして、そういった業務が今後出てくることになり

ます。その対応を主にしていくことになります。この制度の後、先ほど議員

さん言われましたウッドショックということで、大変これからこの制度を実

施していくに当たって、追い風となるというんでしょうか、価格が上がると

いうことは、森林に注目が集まるということですから、そういった意味では、

なるべくそういう価格が好調になってきたというようなことをお知らせす

る。そんな所有者にお知らせするようなそういった業務もこれから出てくる

のかなと思います。現在ある制度、そういったものをお知らせをし、そして、

手入れをしていく方向、前向きに考えていただけるような方向で進めていけ

ればと考えております。以上です。 

４番議員 ありがとうございます。おっしゃるとおり、森林台帳の整備、あるいは整備

不良な土地等々を把握していかないと、なかなか整備が完璧にいかないとい

うのも私も実感しております。特に川東の森林については、そこそこ手入れ

が行き届いています。川西地区については、ほぼ全般を見させていただきま

したけれども、稲子地区集落の集会所を入っていった急坂を上ったコンクリ

ートの奥の地区が若干遅れているのかなというのは実感しております。 

そこで、さっき言いましたように、大変カラマツ林が多い、これから5年10

年かけて主伐がされていくといった中で、水源涵養林だとか、危険地帯だと

か、大規模な伐採が行われる可能性があるというふうに感じております。例

えば近いところですと、馬流の清水町、清水の上流、上っていって杉尾に抜

ける道路と真っすぐ行く農道、あの入ったところ、下から見て右側の斜面は

見える範囲はきれいに手入れが行き届いています。左側は水田の跡地であっ

たり、畑の跡地であったり、そこから奥は扇状の沢になっています。通常は

川の水はほとんど流れていません。しかし、ちょっと雨が降ると予冷庫から

下の水が全部あそこに集まってくるというようなことで、何十年か前、馬流

区内を流れる用水が氾濫したというようなこともありますので、非常に心配

しております。それから、本間のゴルフ練習場の上の地籍からローソン、あ

るいは町営住宅の町営のお墓のあるところまで、幸いにも両方とも拘束の網

がかかっているのかなというような気はしていますけれども、大面積を一度

に伐採したときに、一番近いところで災害の起きる可能性のある2か所だと

いうふうに思っております。馬流じゃなくて、本間のところには、川らしい

川はありません。ローソンの裏に流れてくる沢水のほとんど細い、何ていう

んでしょうかね、あまり水を絞ったような感じの川しか通常は流れていない

のが現状です。そういった大面積をやったときに、町として、規制を考えな
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いのか。どこで見たか忘れましたけれども、県内のあるところで、5ヘクタ

ール以上の伐採を一どきに行う場合には許可が必要ですよというような記

事を見た覚えがあるんですが、忘れました。そこで、五箇の例えば五箇の水

道の水源地だとか、各集落の水源地、それからさっき言ったような危険地帯

等々で、5町歩以上無制限にやってもいいのかどうか、その辺のお考えをお

願いします。 

産業建設 

課  長 

お答えいたします。今現在の伐採面積につきましては、昨年度が54ヘクター

ル、皆伐と間伐の施業が行われました。植栽や地拵えについては、一昨年度

は17.7、昨年度は17ヘクタールでございました。一度に多くの面積が伐採さ

れる、それは今後については、やはり価格の高騰と併せて増大していくこと

が見込まれるわけですけれども、災害ということを考えますと、その辺は施

業する業者さんと調整をしながら計画的に実施していくことになろうかと

思います。実際に主にそういった再造林、主伐をして再造林をしていく、森

林組合が施業しておるんですけれども、大きい面積をしているんですけれど

も、現状どうかと聞いたところは、やはり危険地域と言われるそういった伐

採後に起こりやすい場所、そういったところについては、無理をして全部を

切る、そういうことはせずに残している。やはりそんなことが必要となりま

すし、また、実際にそんなふうにしているということでございます。ですの

で、まずその辺の土地、地質、あと湧き水、そういった状況をしっかり確認

した上で、そして、面積規制というよりも、危険な場所はもう切らない、残

す。そういった方向を打ち出したほうがよろしいかなと考えております。以

上です。 

４番議員 まあ最善な方法かと思います。ただ、カラマツは60年生を過ぎると空洞が出

てくるということで、利用価値が全くなくなってしまうというようなことも

あるそうですので、そんな点についても考慮をお願いしたいというふうに思

います。 

次で、再造林についてですが、議員の皆さんには、再造林についてパンフレ

ットをお配りしました。こういった主伐に関する資料でございます。森林組

合でつくった資料でありまして、伐採後、植林をし、10年間森林組合で手入

れをします。ついては、1町歩21万円負担してくださいというパンフレット

です。これは地拵えから始まりまして、植林、それから下刈りが5回、除伐

まで10年間、計5回。このほかに、全部森林組合でやりますと。その代わり、

50年後にかかった費用を引いて分けましょうという制度があります。まあ50

年後、私たちはおりませんが、確実な方法として10年保証がまともな考えで
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あろうというふうに思います。なぜ心配しているのかといいますと、実は、

私たちの親沢・川平地区で、皆伐をした後、一切植えない面積が私の知る限

り10町歩近くに上っています。これが一番目立つのは、集落の正面、それか

らもう一つ向こうの沢の2か所は目につきます。やむを得ない事情もありま

す。両方とも後継者がいない。それから、言い方は悪いんですが、後継者だ

けでなくて、跡もないというようなことですから、もちろん責めるわけには

いかない。多分、新しい法律によって、国または地方自治体に寄附されるん

じゃないかという、思われるような土地です。そんな中で、1反歩当たり、

さっき言いましたように、1町歩450万円の売上げで、そこから経費をどのく

らい引かれるか。仮に半分残ったとしても200万ちょっと。さらに場所の悪

いところは100万切るかも分からないと。しかし、21万円で10年間面倒を見

てもらえるならば、こういった方法も一つの方法だろうということで、この

事業には、町からも補助金がもちろん出ています。それから、国・県からも

出ています。森林税だとかいろんなお金が出ています。 

もう一つは、植林、植栽のところで、全体で作業労賃が200万の見積りです

けれども、五十数万円が植栽と苗代で消えているということです。カラマツ

の苗は1本幾らかといいますと、普通に春先植える裸苗で90円だそうです。

今は約200円のポット苗という育苗した苗がありますけれども、それが180、

200円だそうです。そのほうが植え付ける時期がポット苗だと秋まで植えら

れる。普通の裸苗だと、4、5、6月、遅くても6月で終わってしまう。作業時

間が長くなると植えるほうは大変やりやすい。2,500本、あるいは3,000本を

200円かけて負担して、果たして50年後、60年後、お金になるのかというの

は、多分誰も当てにしていないと思います。ただ、とにかく植えてもらいた

い。ついては、カラマツ苗代くらいまでは、何とか補助していただけないか

なというのが私の考えです。 

飛び飛びで申し訳ありませんが、先ほど課長おっしゃったように、今年の決

算書の説明書にも出ておりまして、57ヘクタールの金額も出ております。件

数が何件なのか。これはなぜこんなことを聞きますかというと、初年度ある

いは2年度、森林組合は説得しやすいところ、例えば小海親沢・川平森林組

合等々の事業をやっているかと思います。見本にもなります。そんなわけで、

個人がやったという実績は少ないと思いますけれども、いかがでしょうか。 

産業建設 

課  長 

お答えいたします。すみません。決算書103ページに、面積については載っ

ているんですけれども、件数は把握してございません。また、調べて報告さ

せていただきたいと思います。 
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４番議員 ありがとうございます。私も少々の山林を持っております。しかし、子供た

ちは、うちの林に行ったことがありません。それは、手入れをしなくてもい

い時期に育ってしまったということで、多分40歳、40代以下の皆さんは、自

分のうちの林というのは、そんなに詳しくは知らないと思います。これが実

態で、これから先、10年後、あるいは20年後に伐採しても、山の魅力も何も

感じない。それから、きれいごとで言われている森林の役割、地域の皆さん

は、森林の役割なんて考えていません。当たり前なんです。いろんなパンフ

レットで森林の役割は、土砂災害の防災になりますよ、水源を保ってくれま

すよ、二酸化炭素をいっぱい吸収して酸素を出しますよと、きれいに書いて

ありますけれども、ここの人たち、特に森林を持っている人たちは、これは

当たり前のことであって、どうやってやったら採算が取れるか。どうやって

やったらもうけるか、もうけることはできないかと思いますが、それが本当

のところかというふうに思います。 

面積についても、小海には7,000町歩以上の林がある。そのうち国有であっ

たり県有であったりいろいろありますけれども、団体と個人が持っている面

積は、おおむね4,800町歩、もちろん四千八百八十何ヘクタールという数字

はありますけれども、それが統計上の数字だそうです。そのうち3分の2がカ

ラマツ林、単純に3,200ヘクタールで、3,200ヘクタールは全部伐期ではない

です。半分としても1,500町歩、10年間1,500町歩手入れをするとして、年間

150町歩です。150町歩か、なるほどなと思いますけれども、この辺切られた

ら、みんなやりっと思うほどの面積だと思います。それが何にもしないで、

そのまま放っておいていいのかどうか。広葉樹の苗ももちろんあるそうです

が、例えばナラの苗については、植樹祭だとか、公園だとか、ＮＰＯ法人等

が催しに使う程度で、大量の苗はありませんと、ここにあるのはカラマツ苗

だけですよというふうなお話でした。 

次に、さっき言いましたように、50年後の折半よりも、分かりやすくて進め

やすいのが10年再整備事業です。これを町の補助金等々が出ていますので、

行政で広報宣伝することはどうかと思いますけれども、森林に関わる会議が

あったときに、整備事業でこういう事業がありますよというふうな伝え方、

あるいは公民館報に一部を割いて、伐期の来ているカラマツ林を再生するに

は、こういう事業がありますよというような簡単な広報、いかがでしょうか。 

産業建設 

課  長 

お答えいたします。大変いい内容のものと考えております。先ほどのウッド

ショックの話に始まるとおり、山に関心を持ってもらう。それから、伐期が

来ている森林についてはお金に換えられるというようなこと。それから、ま
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た主伐をした後には再造林をすること。そういうことの必要性など、これか

ら広報が必要と思いまして、ちょうど森林アドバイザーと、広報についてこ

れからしていくということで公民館報に掲載していこうという話をちょう

ど計画したところでして、まだ内容については検討段階ですけれども、これ

からシリーズ化等で広報していくような予定になっております。以上です。 

４番議員 ありがとうございます。 

もう一つ、カラマツ苗の無償提供、あるいは半分ぐらいの補助、これ、かさ

上げ事業で、また後ほどお話ししますけれども、一部含まれていて、ただ、

どの程度直接カラマツ苗が補助されているかは分かりません。私の聞きたい

のは、1本当たり半額程度は補助していただきたい。目に見える形でやって

いただきたいということですが、どうでしょうか。 

産業建設 

課  長 

お答えいたします。議員さんおっしゃられたように、再造林という中で、先

ほどの組合の資料にもありました植栽をする分、それから、その手前で地拵

えと言いまして、伐採した後の整備をして植栽が簡単にできるように整地を

する、それが地拵えですけれども、そのあたりについては、県のほうも手厚

い補助をつけておりますし、それから町のほうも、かさ上げしているという

のは、ご承知のとおりです。そして、どのくらいのということなんですけれ

ども、今、林務課のほうで話をお聞きすると、いろんなパターンがありまし

て、たくさん1反歩当たり、1町歩当たりでもたくさんの本数を植える場合、

それから割と密植は避けて粗くする場合、そういった例えば1町歩当たり、

一般的といいますか、今やられている方法は2,500本ということなんですけ

れども、それを3,000にする。どうして密植するか、そうすると細いもの、

目的が違うということのようで、早く細いものでも早く大きく長くして、そ

れで、くい材等の目的で早めの伐採をする、そんな目的と、それからもう一

つには、別に粗い、そうすると間伐作業が省けるというようなことで、草刈

りは必要ですけれども、その費用がかからなくなる。いろんな方法をどうも

試しているといいますか、やっているようで、現実、小海ではそれほど区別

して行ってはいないわけですけれども、そういった方向もだんだん出される

ということですので、どちらにしてもその費用、多くても少なくてもある程

度の補助は今後もされていきますし、今現状の制度でも対応できますので、

そんな考え方で進めていけたらと思います。以上です。 

４番議員 ありがとうございます。課長おっしゃるとおり、昔は、1反歩350ぐらい平均

で植えていました。これはさっき課長言いましたように、間伐材で売るため

の方策の一つでした。そうでないと、50年間、3回ぐらいしか収入がないと
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いうようなことから、10年後をめどに間伐材を売るということでやっていた

ことは事実です。ただ、今はこういった事業がなされて、森林組合、あるい

は森林業者が管理するようになりますと、少ない本数でもそこそこ育ってい

くというか、下刈りで刈ってしまうような捕植するようなこともなくなって

くるというようなことで、「苗木補助を大胆に補助します」というようなう

たい文句でやっていただければ、こういった事業も見栄え、あるいは聞き栄

えがよいというふうに私個人としては考えています。 

この表、皆さんご存じかと、課長の皆さん見ているかと思いますけれども、

地拵えが実は一番大変なんです。個人でやるには、とても1人で1反歩3万円

そこそこではできません。植えるのは、何とか1日かければ1人でも1反歩で

きるかなと。でも、苗代が現実には重くのしかかってくるのが現実です。負

担金、21万円です。絶対にやるべき事業だと思いますので、また機会あるご

とに検討していきたいというふうに思います。 

もう一つ、かさ上げ事業の中で、基本計画には未整備森林の増加が増えてく

ると。あるいは所有者不在の森林が増加してくる。そこで、みんなで協力し

て何とか手入れをしましょうということで、各財産区と協力しというふう

に、各財産区というふうにうたってあります。カラマツ整備交付金事業の中

には、財産区を除く山林所有者であり、個人または集落、団体というふうに

あります。ただ、一番最後に、どの法則もそうですが、必要な事項は町長が

定めるという項目が入っております。そこで、財産区に補助をしなくても、

森林再生、再造林がうまくできているのかどうか、町全体としてですよ。ど

うか、この辺はどういうふうにお考えでしょうか。 

産業建設 

課  長 

お答えいたします。今、おっしゃられることは、財産区を除く、補助が財産

区には行われない、それでも大丈夫か。今、実際には財産区、北牧財産区や

ら千代里財産区やら幾つかあるわけですけれども、それぞれ山回りをし、山

の手入れもし、整備はしているところでございまして、実際に主伐をして、

お金に換えられる、換えているところもございます。ということで、財産区

については、町のかさ上げ補助は対象にはしておりません。それ以外の財産

区もそれから町有林、これも分類は公有林という部分になるわけですけれど

も、ここのところは、これ以外のところの私有林、集落ですとか団体所有と

か個人、そんなところへ補助をするということで、これを定めているところ

でございます。なかなかそこの、その皆さんの山林の伐採についてあまり手

が入っていなかったり、または伐採する届出は出るわけですけれども、天然

林での更新、天然林というと切った後、植栽をしないわけですけれども、そ
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ういったところが先ほども見えるというふうに言われていますけれども、そ

ういったところになるべく補助をして、手厚くして再造林ができるように、

そんな方向で定めているものでございます。以上です。 

４番議員 ありがとうございました。そういった団体には補助金が適用されないという

ことは、こういったこの事業も適用されないということで、よろしいかと思

います。 

次に、林道整備についてお伺いをいたします。今年も新年度予算、あるいは

決算書の中にも、林道整備についてうたってあります。新設するのももちろ

ん大事です。ただ、従来ある林道について、今日ふと気がついたんですが、

林道茂来線の茂来線道路が道路脇の木と草刈りがしてありました。そういっ

たことで、手入れの、定期的な手入れという言い方が正しいのか分かりませ

んけれども、総延長あり過ぎて、なかなかできない事情も分かっております

が、さっき言った稲子の奥の道路が林道なのかどうか、道幅はありますし、

大変いい道路ですが、軽トラで走っていると、必ずパンクしたり、底をぶつ

けたりというような道路です。稲子の集落から入っていって、上から上った

登山道の稲子とぶつかり合う、稲子への入り口よりちょっと下の道路、非常

にいい道路、それから作業に必要な道路です。しかし、手入れがなかなか行

き届いていないのも事実です。私の地元のところでも、主要道路はそこそこ

手入れが行き届いておりますが、大水が出た後、なかなか整備が行き届かな

かったというのも事実です。そんな中で、大変総延長のある林道整備、大変

かとも思いますけれども、定期的な整備、あるいは、さっき言ったアドバイ

ザーが回って、気がついたところも話していくような方法等ができたら考え

ていただきたいなと、いかがでしょうか。 

産業建設 

課  長 

お答えいたします。林道整備ですけれども、主伐、間伐が進んでくることが

今後予想されるということですので、実際に今、森林環境譲与税も交付され

ておりまして、1,000万を超えるものが収入がございます。ですから、その

財源を元に林道の整備進めてまいりたいと思います。令和2年の決算につき

ましても、林道費の中に林道の維持修繕ということで、何か所か入ってござ

います。主に今までそれまではあまり手がかけられなかったところなんです

けれども、その財源の確保ができたこと。それから主伐、間伐があって、実

際に利用されるということがだんだん見えてきましたので、延長長いもので

一遍にというわけにいきませんが、年間収入に応じて、財源に応じて、事業

を実施していきたいという考えでおります。以上です。 

４番議員 ありがとうございます。ぜひ少しずつでもできるところからお願いしたいと
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いうふうに思います。 

いろんなお話をさせていただきましたけれども、お気づきかどうか、芦谷集

落の手前の林業センター、何ていう施設でしたっけ。その上の部分、非常に

きれいに伐採をし、植林がされております。ああいった姿が本来望ましい姿

であって、切りっ放し、あるいはやりっ放しというのは非常にまずかと思い

ます。何とか南北相木、小海、あるいは川上等々、カラマツの産地を協力し

て、元の緑が復活するような方法、今のところはこういった10年事業が最適

かと思いますけれども、もっといい事業があったら、取り入れていってもら

いたい。2万1,000円ならやすいじゃないかというけれども、いない、見られ

ないところに投資をするわけです。だったら21万円入れないで、放っておこ

うというふうにならないように、何とか協力をしてやっていきたいというふ

うに考えます。カラマツ産、好機到来なんてとんでもない話で、これは業者

が、業者がというか加工業者が潤っているだけで、生産者にはお金が入って

こないということを先ほど最初に申したとおりです。何とか補助金でも多少

でも増やしていただいて、林業が夢の見られる時代、今まで50年間夢見てき

ましたけれども、もうかりそうな夢はありませんでした。これからは、ちょ

っとでも見られるような林業政策というものを研究していきたい。ぜひ協力

して一緒にやりたいと思います。ありがとう、時間が早いですが、ありがと

うございました。質問を終わります。 

第３番 篠原 哲雄 議員 

議  長 次に第3番 篠原哲雄議員の質問を許します。 

ここで篠原哲雄議員の質問の前に、本日の一般質問が5時を過ぎるものと思

われます。お諮りをします。時間延長したいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。 

それでは、篠原哲雄君。 

３番議員 3番 篠原哲雄でございます。さて、通告に従いまして一般質問をさせていた

だきます。本日は、小海リサイクルセンター跡地について、親沢地区で試験

栽培されているワインブドウ、集落支援事業、3点について質問をさせてい

ただきます。 

最初に、小海リサイクルセンター跡地についてということで、1番ですね、
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通告にありますように、管理型最終処分場建設計画の経過と今後の町の考え

方について質問いたします。小海リサイクルセンターについては、令和2年9

月の定例会の一般質問で、旧リサイクルセンターについて質問がされてお

り、重複することもあるかと思いますが、ご了承をお願いしたいと思います。

ちょっと私のほうで資料を2点ほどお願いいたしまして、小海リサイクルセ

ンター事業開始から破産手続終結、残廃棄物処理・撤去等検討準備会（委員

会）までの経過と、もう1点は、株式会社小海リサイクルセンターにおける

破産手続についてということで、県の佐久地域振興局環境・廃棄物対策課、

これはここにありますように、平成30年8月7日、溝の原公民館での説明資料

でございます。この資料に沿って、ちょっと経過等を説明していきたいと思

います。 

小海リサイクルセンターは、上村建設の子会社として、小海町、本間区、溝

の原区、上村建設株式会社、上村五男氏と第三セクター方式で平成5年11月

に設立されました。取扱い産業廃棄物は、焼却廃棄物、破砕産業廃棄物に従

って許可されました。平成15年7月に第三セクター方式は解消、平成27年、

県の行政処分で使用停止、平成28年3月、自己破産、それから28年8月、破産

管財人により処理をされています。処理量ですが、資料にもありますように、

燃え殻約2万7,352キロ、廃石膏ボード11トン、石綿含有建材37.5トン及び廃

油1,300リットルの処分が行われました。それで29年に破産手続が終了いた

しました。まだ跡地には廃棄物約1,000トンが保管されている状況でありま

す。保管状況についてですけれども、廃プラ609.98トン、これは集積型作業

後にネットがけによる飛散防止措置が行われ、ばいじんが157.82トン、これ

は建屋内にフレコンで袋詰めをされております。廃石膏ボードは188.64立方

メートル、建屋内にＵＶシートでかけられている状況であります。令和2年3

月、町より本間区、溝の原区へ残廃棄物並びに焼却炉を片づける業者が現れ、

管理型最終処分場を建設させてほしいという説明がありました。令和2年6

月に、区役員会への説明、7月は区民への住民説明会が行われました。11月

には町長も出席し説明会が行われ、最終処分場建設等についての説明等があ

りました。その席で、最終処分場は反対だという意見が多数を占めまして、

反対の理由としては、前に示されましたけれども、毎日100台の廃棄物運搬

車両の往来、全国からの産業廃棄物の持込み等、区民としては最終処分場の

建設より残廃棄物処理が優先という意見が大勢を占めました。令和3年4月、

本間区区民総会において、管理型最終処分場建設計画は反対と決議され、5

月7日、町へ反対の要望、意見書を提出、5月20日に本間区への管理型最終処
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分場建設計画は進めないとの町からの回答書を頂きました。 

それでは、ちょっと町長にお伺いします。再度確認のため、町長にお伺いし

ますが、先般示されました回答書のとおり、本間区への管理型最終処分場建

設計画を進めないということでよろしいでしょうか。答弁をお願いいたしま

す。 

町  長 この件については、篠原議員、区長さんでもあられるということで、中身は

重々承知のことと私は認識しております。その中で、区の総意としての反対

というものを町へいただきました。それにお答えした形ですので、これは反

対がある限りは私はやらないということを当初から申してきました。したが

って、場所は溝の原区なんですが、本間の皆さんが非常に関係あるというこ

とで進めてきましたけれども、区の総意で反対ということですから、これは

それを重んじて、なしということで結構でございます。 

３番議員 ありがとうございました。私も今町長がおっしゃったように、区長という立

場の中で去年の3月からここまで1年6か月、そういった形で最終処分場、今

残廃棄物という形の中で向き合ってまいりまして、町長のおっしゃったよう

に重々承知をしておりますが、ちょっと今日、あえてもう一度確認の総意を

お願いいたしました。 

それでは、もう一度町長にお伺いしますが、本間地区で受入れ反対というこ

とですが、町内の他地区で管理型最終処分場建設を公募等によって募って、

最終処分場を建設したい意向があるのか、あるいはほかの考えもあるのか、

町長の考えをお聞かせください。 

町  長 お答えをさせていただきます。篠原議員もご承知のとおり、エンビプロホー

ルディングスという会社が名のりを上げてくれました。そして、上村建設の

残したあのごみを全て片づけるという条件で、管理型の処分場あるいは焼却

炉を造りたいという申出があったわけです。これは、見方を変えますと、町

では一つのチャンスであるという、私は判断をいたしました。したがって、

溝の原、本間の皆さんの反対で、上村氏の跡地は、これはなくなったわけで

ございますけれども、この小海の町の中で、そういったものを受け入れても

いいよという部分が区の総意としてありましたら、これはチャンスだと思っ

ております。また、長い将来のごみとの永遠のお付き合いする中で、規模あ

るいは状況をお聞きしましたところ、佐久平クリーンセンターに勝るもので

あるという説明でございました。視察等々を重ねる中、スキー場の隣に併設

された焼却場ということで、非常に環境に適した焼却場だと認識しておりま

す。そういったものであれば、あるいは管理型の処分が完全なものであり、
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そしてこの町の発展につながるというものであるならば、私はそういったも

のを模索していきたいというふうに思っております。 

３番議員 先般もずっとそのような話を町長としてきて、確かにこういったものができ

ますと、町へ税金等も落ちるという形の中であるわけですけれども、なかな

かこの最終処分場という形になると、私もやってきましたけれども、なかな

か地元への受入れ等は厳しいわけですけれども、今後の中で町長の考えとし

て、こういうものをチャンスと捉えて進めていきたいということである中

で、慎重に各位に伺っていただきたいと思います。 

それと、この最終処分場の建設というのは、ちょっとイメージ的にあまりよ

くないように思うんですが、今、町が進めている憩うまちこうみ、宅地する

造成地の分譲地について、ちょっとイメージ的にそういうのが影響がないか

どうか、町長の考えをお聞きしたいと思いますけれども、お願いいたします。 

町  長 確かに、今まで焼却炉、あるいは最終処分場というものが印象が悪いという

ことは、今まで携わっていた業者の皆さん、いささかこれは法律違反をした

り、そして自分の利益のための都合のいいように、都合の悪いことは目をつ

ぶるというか、そういった格好できたのが、印象であろうかと思います。今

どの施設を、私も改めて施設を見せていただきましたけれども、管理という

ものは完璧だというふうに思います。したがって、例えばその業者の皆さん

が事業をするに当たり、法に触れるもの、あるいはルール違反のことをすれ

ば、まさに自分で自分の首を絞めるというような格好になろうかと思いま

す。先ほどの返答で、1つ私が、もう一つ申しつけたいと、付け加えさせて

いただきたいと思うのは、最初の申し込んできたときの意思のごとく、上村

さんの残骸、いろいろな法の手続を踏まなければ手がつけられないというよ

うな形ではございますが、何とかあれをまず片づけていただきたいというも

のを、私のほうから発信するつもりでございます。 

３番議員 ありがとうございます。私もごみを排出している一人として、ごみ処理問題

は真剣に考えておりますが、本間地区、溝の原地区への計画を説明してもら

った中に、1日に100台もの10トン車、廃棄物運搬車が通るとなると、なかな

か賛成できるものではありません。俗に言う総論賛成各論反対という言葉が

ありますが、最終処分場の建設を住民に受け入れてもらうということは、並

大ではないと思います。先ほども申しましたとおり、私も1年6か月余、この

ごみ問題に関わってまいりましたが、まだまだ続くと思いますので、長い年

月を要すると思います。 

それから、先ほど町長のほうからクリーンセンターの話が出ましたけれど
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も、佐久平クリーンセンターは年間8,000万円の処理料等が払われているわ

けですけれども、最終処分場というものを建設するしないで、焼却炉、一般

廃棄物処理の焼却場建設というものを考えてもらったらどうかなと思いま

す。佐久平クリーンセンターの現状を見ましたり、いろいろ焼却場の、焼却

炉の現地を、私、佐久平クリーンセンターへはまだ行っていないんですけれ

ども、ほかの業者の焼却炉を視察してみたところでは、非常に今の焼却炉と

いうのは、あまり公害を出すようなものではないし、安全ではないかなと思

っております。 

そういった中で、川上、南牧村では、2村で焼却場を建設いたしました。将

来、佐久平クリーンセンターの受入れ等がどうなるかということを考えた場

合に、案として、小海、南牧、相木、1町2村で焼却炉建設を考えていっても

いいんではないかなと思いますが、町長の考えをお聞かせください。 

町  長 佐久平クリーンセンターへのごみの持込みということで、南佐久の状況を考

えた場合に、川上のごみを申しますと、佐久平のクリーンセンターへ運ぶの

に、とにかく1日では帰ってこれないと。全部ごみを集めて、そういうこと

になると、2人で行かなきゃいけない。南牧も同様だそうです。そうしたこ

とで、自前の小さな焼却炉を造ったわけです。それも本当に小っちゃなもの

で、2億程度の予算だったと思います。耐用年数も10年ぐらいであろうかと

思います。我が町でも、うちのごみを一手に引き受けていただいている小海

環境衛生社に、そういったものの相談をしたり、いろいろな模索はしており

ます。また、両相木の皆さんは、佐久のほうへ出していたり、それから、ク

リーンセンターへ出す分と、それから個人業者のほうへ出す分というような

部分がありました。そういった中で、自前のものという考えも視野の中には

ございます。しかし、それが果たして今の状況から見て本当にいいのかとい

う部分を考えた場合に、佐久平クリーンセンターへの持込みを広域連合の中

で佐久市にお願いしたと、佐久市、北佐久の連合ですが、そこにお願いした

ということで、受入れ可能だということですので、そちらへの搬入をお願い

したという経過になっております。 

ただし、今、篠原議員の言うように、自前でどうかという話になりますと、

やがてこれもいつかは考えていかなければならない。それは両相木を含めた

中のこのごみ問題というものは、もう減ることはないと思います。どんどん

増える傾向にあろうかと思いますので、その辺も視野に入れて、また業者の

皆さんとも相談しながら進めていきたいと思います。 

３番議員 ありがとうございました。今すぐにということではないんですけれども、近
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い、長い将来、そういうことも考えられるわけですので、そういったことも

計画の中の視野に入れておいていただきたいと思います。 

本間地区、溝の原地区への管理型最終処分場建設計画地というところは、三

沢川上流のということで、埋立て、盛土という大規模開発になりますと、熱

海市の土石流災害が思い出されます。三沢川でも50年ぐらい前に土石流が発

生した記憶が私の中であります。現在の異常気象でいつ災害が発生するか分

からない、そういった中で管理型最終処分場建設計画が断念されたことは、

私としてはそういうのがよかったかなと思います。区民の皆さんの中でも、

何人かそうやっておっしゃった方もございましたので、取りあえずそういっ

た建設計画がちょっとなくなったということで、ちょっと一安心をしている

次第であります。 

それでは、続きまして、小海リサイクルセンター、2番目のところですけれ

ども、残廃棄物処理についての質問に移らせていただきます。先ほどの説明

書の中にありますように、現在約1,000トンからの廃棄物が保管されており

ます。残廃棄物処理については、資料にもありますように、溝の原区から2

回の陳情、2回の県・町との協議会が行われております。これは最初のリサ

イクルセンター事業開始から破産手続という、そこの部分の16ページのとこ

ろに載っておりますけれども。それで、令和2年12月、副町長のほうから、

残廃棄物処理検討委員会というのを令和3年3月に立ち上げたいという本間

区への申出がありましたが、年度末のため令和3年度へ持ち越してほしいと

いうことで、資料にもありますように、令和3年7月28日に、リサイクルセン

ター残廃棄物対応についての準備会ということで、本間区、溝の原両区、県、

これは県のほうからは、佐久地域振興局環境廃棄物対策課のほうの課長さん

と2名が出席されました。町のほうからは、町民課長、それから環境係長が

出席しまして、本間公民館で開催いたしました。それではお聞きしますが、

今後の開催は町主導でやるのか、検討委員会の構成メンバーは、この委員会

は小海リサイクルセンター残廃棄物処理検討委員会という位置づけでよろ

しいですか。町民課長にお聞きします。 

町民課長 お疲れさまでございます。ご説明を申し上げます。小海リサイクルセンター

は、清算のためだけに法人格が認められておるということでございます。そ

して、残廃棄物、残置物は、小海リサイクルセンターの所有物であるという

ことのようであります。県によりますと、著しい環境の汚染などによる行政

代執行、これについては、医療系の廃棄物、また硫酸、ふん尿の流出の3件

が過去にあるようでございます。そして、小海リサイクルセンターと同じよ
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うな案件は、県内に18か所あるということを伺っております。そういう中に

おいて、関係者で集まってそれぞれ処分の費用を出し合って処分をした事例

もあるようでございます。 

先ほど議員さんおっしゃられました令和2年、地元から最終処分場とは別に

リサイクルセンターの残置物の処理を町費などで検討できないかというご

意見をいただき、また町は検討委員会などを組織して協議していくことも必

要だと考えているというような回答をさせていただいております。先般、7

月28日、先ほど申されましたが、本間の公民館で、今後の進め方などを模索

をさせていただいたという背景でございます。現段階におきましては、残置

物の処理、片づけを目的とする検討会の準備会のような形で検討に入ってい

ただけたらどうかと考えております。メンバー的には地元の区長さん、そし

て県、町、そのメンバーで組織をしたらどうかと。そして、準備会では、検

討会のメンバー、例えば専門的知識がある人に入ってもらうかとか、そのほ

かどんな資料が必要かということを検討することも必要ではないかと考え

ております。そういう中で、例えば知識がある人に入っていただくというこ

とになりますと、その方の費用弁償はどうするかとか、残置物の処理の見積

り、実際に幾らぐらいの費用が必要になるか、それを見積もることも必要か

と。今度は見積もるとなりますと、見積もるための費用がかかる、その費用

はどこで負担するかというようなことを検討した中で、具体的な検討委員会

を立ち上げたらどうかと、このようなことを考えております。以上でござい

ます。 

３番議員 なかなかこの検討委員会も、準備委員会というような形の中で見ていくとい

う町民課長の答弁がありましたけれども、小海リサイクルセンター残廃棄物

処理検討委員会というような名前でいくわけですけれども、町にも幾つかの

検討委員会がありますが、それぞれの委員会と同じような取扱いと考えてよ

ろしいような形で進めていってもらえるのでしょうか。ちょっとその辺をお

聞きしたいと思います。ちょっとこの廃棄物も、法律的にも非常に難しいと

ころもあると思うんですけれども、その検討委員会の、先ほども位置づけ等

しましたけれども、そのような取扱いなのか、ちょっと教えていただきたい

と思うんですけれども、お願いいたします。 

町民課長 検討委員会の在り方というような趣旨だと感じました。例えば駅前の整備の

検討委員会というような形で、町長が委嘱をさせていただきましてご検討を

お願いする委員会もございます。そういうこともありまして、弁護士の先生

に先日相談をさせていただきました。残置物を片づけたいという目的、そう
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いうことを目的とした皆さんが集まって、検討委員会を立ち上げるというこ

とでありますから、片づけるための、名前はいろいろあるんですが、実行委

員会のような形がよいのではないかというアドバイスをいただいておりま

す。そして、そのような実行委員会組織的なものであったら、県の皆さんも

そのメンバーに加わることができるということを県のほうからも伺ってお

りますから、そのあたりで検討してまいりたいと思っております。以上でご

ざいます。 

３番議員 そうなると、なかなか検討委員会としての、今出ましたけれども、駅前再整

備検討委員会とか、そういうのがありますけれども、なかなか町長の委嘱を

もらえない、もらえるのか、もらえないとなると、この検討委員会の権限と

いうか、そういうのもあまり強くないんではないかなというような感じもし

ます。それで、残廃棄物を片づける実行委員会というような形になりますと、

そういった権限というかも、なかなか難しいんではないかなというように思

いますけれども、次に、副町長にちょっと同じ質問させていただきます。 

令和2年の12月に、副町長のほうからそういった、検討委員会をつくるとい

うことがありましたので、今町民課長からそういう答弁があったわけです

が、副町長が何を考えているか、ちょっとお願いできますか。副町長のほう

へも、今と同じ質問をお願いします。 

副 町 長 大変難しい問題でございまして、普通の検討委員会だったら、皆さんから意

見を出してもらって、駅前どうするかとかね、そういう話なんですけれども、

専門的な知識が必要です。どうやっていいか、例えば町が一般財源を出すに

しても、本当に法律的にいいのかどうなのか、出すべきなのかどうなのか、

地元の負担金をどうするかとか、その地元の皆さんの意見、町の意見、法律

的な意見、全く今、ちょっと統一的なことができていないもので、まずそう

いう一致して、地元としてはこうしてもらいたい、町としては、じゃ、どう

すればいいか、法律から見たらこういう方法がいいよとか、そういうことを

まず検討する会議が必要だということで、私は申し上げましたので、いわゆ

る町長が委嘱して、いろいろな意見を出してもらうということとは、ちょっ

となじまないような気がして、今弁護士に聞いたら、実行委員会的なものの

ほうが、より具体的になるかなという気はしておりますので、そういう実行

委員会形式がいいんじゃないかと。それで、例えば町長が委嘱して、箔がつ

くというか権限が生まれるとかというよりも、実際にどうするかという、実

行委員会で決めて、じゃその方向にいきましょうとなったほうが、より現実

的になるかなという気はしております。以上です。 
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３番議員 分かりました。なかなかこのリサイクルセンターの残廃棄物は、法律的な問

題もちょっと絡んでおりますので、非常に難しいとは私も思っておりますけ

れども、ぜひこの片づける中で、準備委員会というようなことの中で、もっ

ともっと踏み込んだ形でやってほしいと思っております。ぜひとも各区、各

機関と調整をして、早い間に準備委員会なり、そういうことを立ち上げてい

ってほしいと思いますので、よろしくお願いします。 

続きまして、ワインブドウ栽培についての質問をさせていただきます。令和

2年6月と令和3年定例会で一般質問されており、重複することがあるかと思

いますが、ご了承ください。昨年から親沢地区でワインブドウの栽培試験が

始まりました。今年度は笠原地区でも栽培が始まり、私も何回かちょっと圃

場に足を運んで見させていただきました。このプロジェクトは、長期振興計

画の特産品創りとして計画され、町長の施政方針としても、うたわれており

ます。小海町では少ない果樹栽培であり、おいしいワインができて町の特産

品になればと期待しているところであります。ワインも各地で栽培され、ワ

イナリーも増えています。その中で、後発の産地が生き残っていくには、大

変な努力と技術の習得、ワインの販売等、これから数多くの課題があり、ど

のように進めていくか、町として今後ワインブドウの栽培、ワイン生産を進

めていくために、しっかりした計画立案が必要だと思います。しっかり腰を

据えた取組が必要ではないかと思います。 

それでは質問に移らせていただきます。資料の一番最後ですか、ワインブド

ウ栽培についてと、これは産業建設課、  課のほうから頂いた資料でござ

います。現在のブドウ栽培の状況と今後の栽培計画、品種選定について、ど

のように考えているか。長期振興計画の中にも載っておりますので、このブ

ドウ栽培の計画立案というのは、通告にもあります5年ぐらい先までできて

いるのか、ここ一、二年のことなのか、どのように進めていくかお聞かせく

ださい。それで、この中に、今後の進め方というところで、毎年1ヘクター

ルの造成を進めるというのがありますけれども、もう来年度では1ヘクター

ルの造成を考えているのか、その辺も含めながら、産業建設課長のほうでお

願いいたします。 

産業建設 

課  長 

資料つづりの20ページに資料がありますので、それをご覧ください。昨年度

に続きまして、今年度も品種選定のための試験栽培をやっております。昨年

植栽した品種につきましては、親沢地区ですが、ほぼ全種類が問題ないので

はないかと感じております。今年、新たに植栽したものについては、来年夏

頃にならないと見通しが立たないのではないかと考えております。資料の2
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ページに、試験栽培地が令和2年度親沢、令和3年度笠原、そして親沢という

ふうに記載がされております。こちらのほうで実際に植えて、今現在、状況

は良好というところです。これから3番のワイン醸造までの流れにもなるん

ですけれども、実際に今品種選定ということですから、その品種が育つのか

どうかというところが第1段階、そしてブドウは恐らく、なると思うんです

けれども、その果実であるブドウをワインにしたときにどうか、そういう2

段階の評価を今後していかなければならないと思います。4番の今後の進め

方にありますとおり、毎年1ヘクタール程度、造成を進めるということなん

ですけれども、補助制度、資材等、苗、大金かかりますので、来年度からこ

ちらのほうを創設しまして、ワイナリーの部分ですけれども、令和8年とあ

りますが、幅を持たせて8年から10年ぐらい、ブドウ栽培の農家数と、それ

からブドウの収穫量、これを鑑みたところで、実際のワイナリーの建設に向

けて計画をしていきたい、そういう状況でございます。 

３番議員 それでは今の品種選定の中のことなんですが、この寒さに耐えられるか、耐

えられないかというのも一つの品種の見極めの一つではありますが、今課長

がおっしゃったように、同じ品種でも気候、土地によって味も違うそうで、

来年の秋、5品種のブドウをワインにして、みんなで試飲をして品質評価を

し、小海町に合う品種を決定してから、資料にあるように1ヘクタールぐら

いの造成をしても不足はないかと思いますがいかがでしょうか。ブドウは、

なから3年目で収穫はできるみたいですから、早ければその試飲用のブドウ

というのは来年の秋には収穫して、ワインに醸造を委託して造れるのではな

いかと思いますけれども、ワインにして味見をしてからそういう醸成をして

も遅くはないかなと思いますけれども、その辺いかがでしょうか。 

産業建設 

課  長 

篠原議員さんもご承知かと思いますが、富士見町の例でございますが、やは

り試験の栽培を始めてから実際に品種の決定までは4年間かけているそうで

ございます。こういったところを見ますと、やはり4年目になったところで、

もちろんブドウをある程度量があれば、それでワインを造ることはできるで

しょうけれども、その辺の品種選定については、やっぱり時間をかけるとこ

ろであろうと思います。それから、後の続く農家の人たちのためにも、この

品種なら大丈夫、この品種ならワインはおいしい、そういうところが確実で

ないと、なかなか投資がしにくいのではないかと思いますので、そこにはじ

っくり時間をかけるべきだと考えております。以上です。 

３番議員 ありがとうございました。今、富士見町の話が出ましたけれども、先般私、

7月29日、原山農園きふたと、富士見町産業課営農推進係を訪ねて、富士見
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町ワインバレー構想の目的についてお伺いし、工場も見学させていただきま

した。なぜ原村、富士見町かというと、気候及びワインブドウ栽培が標高900

メートルぐらいのところで栽培が行われており、小海町に条件が似ているか

らです。 

富士見町の経緯をちょっと紹介しますと、試験栽培を始めて4年になります。

平成26年に栽培候補地3か所を検定、これは土壌検定から始まって、全て1

年かけて土壌を探したということでしております。27年にサントリー、協力

会社に委託して、9品種90本の試験栽培を開始し、29年の秋に収穫したブド

ウ6品種で品質評価を実施、31年に戦略品種、赤ワイン品種として甲州、白

ワイン品種としてソーヴィニヨン・ブラン2品種に決定をして、今、町で決

定した新規就農者1名が2ヘクタールで栽培を開始、収穫したブドウは原料と

してサントリーインターナショナルへ販売、ワイン醸造は僅かだそうです。

それで、富士見町の場合では、今のところワイナリーの建設ということは考

えていないそうです。この農家は、原料を売って、取りあえず生計を立てる

という形で進んでいるみたいです。私が富士見町へ伺ったのは、栽培的な技

術というよりは、富士見町として新規就農者への取組、ワインブドウ栽培の

品種選択、補助制度等のように、どのように取組をしているか知りたかった

ので訪問いたしました。これは、これからの小海町の戦略にも役立つのでは

ないかと思います。 

それでは、続いて地域おこし協力隊の4名の皆さんについてお聞きいたしま

す。3年後には任期が終了するわけですが、小海町でワイン造りをしたいと

夢を持って頑張っているわけですが、ワイン生産等できるまでに5年ぐらい

かかるわけです。その間の彼らの生活の基盤を設けなければなりません。町

としてどのように考えておるか、また国の助成金で、農水省の農業次世代人

材投資事業の交付金というのがあるわけですが、地域おこし協力隊終了後、

新規就農者としてこの制度を使うことができるのか。もし使えるとすれば5

年間の、3年間は150万円、2年間は120万円の補助があるわけですから、この

間ワインブドウ栽培に専念できるのではないかと思いますが、この制度を使

うことができるのか、協力隊のことに対してどのように町が考えているの

か、併せてお聞かせください。 

産業建設 

課  長 

地域おこし協力隊の関係ですけれども、現在は東御市のヴィラデストワイナ

リーで栽培研修を行いながら、来年植栽をする畑のブドウ棚設置を行ってお

ります。今年中には5反歩ほどの棚を整備する、そんな予定でございます。

このワインブドウ栽培事業のキーパーソンになると考えておりますので、町
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もできる限りの支援をしていきたいと思います。3年間につきましては協力

隊の活動の費用は、上限はありますが、ある程度の支援といいますか、町か

らの支援はできますので、その後ということになろうかと思いますが、その

後につきましては、議員おっしゃられました新規の就農者になり得るかどう

か、このあたり、認定新規就農者というところに該当し認められれば、それ

が可能かと思いますが、このあたりについては調べていきたいと考えており

ます。いずれにしましても、ブドウを栽培する方々、これを底辺を広げてい

く、そんなことを活動していきたいという考えでおります。以上です。 

３番議員 それでは、この4名の協力隊の若い人たちが、しっかり小海町に根を張って、

ワインブドウを進めていっていただけるように、町としてもこの3年後の任

期切れの後、十分な投資をしていっていただきたいと思います。富士見町で

は、新規就農者が自立するまで町が支援を続けるそうであります。 

それから、補助制度についてお聞きします。新規就農者及び町内の2名の方

が1ヘクタール造成するとなると、苗木代、支柱等の資材で約800万円ほどか

かるわけです。資料によると、補助制度の設定は4年からとなっております

が、長期振興計画では令和2年から6年までで4,100万円の事業収入を見込ん

でおり、そのうち令和5年で1,000万の補助を予定しておりますが、どのくら

いの補助率で、何年間ぐらいを考えておりますか、お聞かせください。富士

見町の例としましては、苗木代が町で50％補助、支柱等の資材代は国の補助

事業を活用、国30％、個人70％というようになっていますけれども、この辺

はいかがでしょうか。 

産業建設 

課  長 

補助制度につきましては、今年度検討していくということなんですけれど

も、1反歩のブドウ畑の造成に対しまして、資材が約40万円、苗木代が同じ

く40万円、合わせて80万円ほどかかります。こちらの中のどの程度を補助し

ていくのかという部分につきまして、できるだけ支援をするということなん

ですけれども、今は言えませんが、長期振興計画の数字とは異なることには

なろうかと思いますが、そのあたりを十分に決めることで、今後、農家が増

えるかどうか、そういうことも左右すると思いますので、慎重に計画をして

まいりたいと思います。以上です。 

３番議員 それでは、その補助金ですが、しっかりしたものを、この資料にもあります

けれども、概算でいくと約800万というかかる、大金になるわけですから、

町の計画で10町歩というと8,000万からの資本がかかります。もろもろ入れ

れば約1億近い金額がかかるわけですから、これを投資するとなると、個人

では非常に難しいかなと思いますので、できるだけ補助事業を使って支援を



 141 

していただきたいと思います。 

時間も大分まいってきましたので、技術指導についてお聞きをします。今後

の技術指導には、千曲ワインアカデミー第7期生で賄っていくということで

すが、今年から何名受講されているのか。また、地域おこし協力隊の皆さん

は、ヴィラデストワイナリーへの研修に行っていると聞きますが、研修内容

及び来年度以降は千曲ワインアカデミーを4名が受講できるのか、その費用

は町で負担するというような形になるのか、その金額をちょっと教えていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

産業建設 

課  長 

今年度につきましては1名行っております。協力隊は別でございます。この

費用、大変費用がかかる講習会ですけれども、今後研修をし、技術を習得す

ることにより、今後の方々への指導をしていってもらう、そういうことで補

助をしていきたいということでございます。いずれ、技術指導なんですけれ

ども、試験栽培に取り組んでいる方々、こういった人を頼りにするほかはな

いと考えておりまして、なかなか、果物の部類に入りますので、ＪＡ、それ

から県の指導もそんなに十分にというわけにはいきませんが、いずれサポー

トはしていただきながら、実際にやっている皆さん、そして講習を受けてい

ただいた方々を中心に進めていきたいということでございます。以上です。 

３番議員 これからの中で、技術指導ということは非常に重要なものになってまいりま

す。私も長い間野菜産地にいて、技術員の皆さんとやってきまして、そうい

う品種選定、技術的なこともやってまいりましたので、非常にこういった勉

強をしてきて、これからの新しい産地づくりの中で、十分技術指導をしてい

ただきたいと思います。町もその経費を負担していただくような形でお願い

したいと思います。ワインブドウ栽培からワイン醸造という大きなプロジェ

クトが始まり、仲間4人、小海で夢を追うと、信毎に大きく報じられており

ました。夢を追って頑張っている地元の方2名も含めて6人が、夢物語で終わ

らないよう、町として本腰を入れて支援をお願いしたいと思います。 

町長にお聞きしますが、この辺の支援のところを町長はどのように考えてお

りますか。決意のほどをお願いしたいと思います。 

町  長 新規にブドウ作りを始められた地元の方が2名、そして4名の協力隊の皆さん

ということでして、皆さんご承知のとおり、その4名につきましては、全員

が慶応大学を卒業しているというような高学歴な皆さんで、私も一人一人個

人面談をしましたが、なかなかしっかりした考えも持っているようでござい

ます。何とか小海のワインができる日を私も一緒に夢見て進んでいきたいと

思います。紆余曲折あろうかと思いますけれども、議会のご理解もお願いし
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たいと思います。 

３番議員 ありがとうございました。町長の決意を聞かせていただきまして、今後のワ

インブドウ栽培がしっかりできると確信をしております。ワインブドウ栽培

により遊休農地の利用、農福連携により、葉摘み、ブドウの収穫等、雇用も

生まれてきます。ぜひとも推進お願いします。以上でブドウ栽培についての

質問を終了させていただきます。 

3番目に、集落支援事業について質問させていただきます。集落支援事業は、

前新井町長から現黒澤町長へと継続されており、黒澤町長の施政方針にも明

記されている事業です。私は区長4年目になりますが、区長としてこの事業

は非常にありがたい事業だと思っています。地区の水路改修、公民館の修繕

改修、街灯の整備、支障木の撤去により地域の安全・安心が確保され、住環

境がよくなり、地区住民の利便性向上につながります。また、区と地区担当

の判断で、敏速に事業が進められる利点があります。非常に私も区長をやっ

ている中ではいい事業だと思っております。令和元年度から100万円を50万

円に減額され、事業を縮小しなければならなくなりました。他地区の区長さ

んからも増額を望む声があります。 

それでは質問に入ります。町としては集落支援事業と支援事業を合わせて活

用してくださいと言いますが、令和2年度の決算を見ますと、集落支援事業

は30地区37事業で1,300万円執行されました。集落支援事業の令和4年度の予

算を増やしていただき、100万円に増額していただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

町  長 地区の皆様の、特に区長様のご意見に、その50万円の使い勝手の悪さという

ものを度々お聞きいたします。私のところへ直接言ってこられる区長さん、

あるいは区の皆さん等々ございますが、篠原議員も区長という大役をお務め

で、これは実感していると思いますが、100万円を50万円にしたという経緯

は、るるございますけれども、使い勝手、あるいは議会の中でお認めいただ

ければ、私は100万円に戻す考えはございます。以上です。 

３番議員 そういうことで、これからの予算計上の中でぜひやっていただきます。私も

提案としてですが、地区によっては4区で400万円ほどになる予算を使い切れ

ないところもあるかもしれませんが、100万円ということをぜひお願いした

いと思いまして、上限、もしあれでしたら上限200万円ぐらいにしていただ

いたらどうかと思いますが、そんなようなことも加味しながら予算編成をし

ていただきたいと思います。 

ちょっと長くなりましたけれども、以上をもちまして私の一般質問を終わら
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せていただきます。どうもありがとうございました。 

議  長 以上で第3番 篠原哲雄議員の質問を終わります。 

○ 散    会 

議  長 以上で今定例会の一般質問は終了いたしました。 

なお、今後の予定といたしまして、あした9日午前10時から現地視察を行い

ます。視察箇所については松原湖周遊遊歩道整備、宿渡上加太の道路災害復

旧工事、中村の農林災害復旧工事であります。服装は作業着で、必要な方は

長靴を持参してください。 

これをもちまして本日は散会といたします。ご苦労さまでした。 

（ときに17時25分） 
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令 和 ３ 年 第 ３ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 １７ 日」 

＊ 開会年月日時  令和３年９月１７日 午後 ２時００分 

＊ 閉会年月日時  令和３年９月１７日 午後 ４時０４分 

＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 皆さんこんにちは。本日は令和３年第３回定例会、最終日であります。開

会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。先日、小海町北相木村南相

木村花卉品評会が北牧楽集館で開かれました。今年は天候不良による日照

不足などで、出品数７３と例年より少なかったそうです。その際に北相木

の松茸山を持っている方と話をしまして、こちらは逆に今年は雨に恵まれ

たせいか大豊作となり、冗談交じりですが、２トントラックで行くよと笑

っていました。長野県は、１２日に警戒レベルが４となりました。コロナ

禍で私達の日常において、閉塞感が漂う中ですが、この秋は気晴らしに５

人くらいで松茸を摘みながら、熱燗で一献傾けたいと思う今日この頃であ

ります。只今の出席議員は１２人全員であります。定足数に達しておりま

すのでこれから本日の会議を開きます。皆さん暑いようでしたら、上着を

脱いでいただいて結構であります。 

○ 議事日程報告 

議 長 本日の議事日程は、お手元に配布申し上げたとおりであります。 

日程第１ 「諸般の報告」 

議 長 日程第 1、「諸般の報告」を行います。 

議長としての報告は、議事日程つづりのページに申し上げてございます 

ので、ご確認の程をお願いいたします。その他、報告事項のある方は、 

お願いいたします。 

議  長 以上で諸般の報告を終わります。 
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日程第２ 「行政報告」 

議  長 日程第２｢行政報告｣を行います。 

町長から報告がありましたら、お願いいたします。黒澤町長。 

町  長 皆さん、改めましてこんにちは。１７日間にわたる第３回定例会大変お疲

れ様でした。長野県のコロナ感染警戒レベルも１３日からレベル４に引き

下げられ、町の公共施設等につきましては１４日から通常運営に戻しまし

た。ワクチン接種も相当進んできてはおりますが、変異株の広がりにより

油断はできない状況です。引き続き町民の皆様には注意を呼び掛けて行き

たいと考えております。 

 なお本日、建設工事請負契約について契約議決案件２件を追加上程させ

ていただきますので、合わせて、すべての案件に関しまして、可決・承認

賜りますようお願い申し上げ報告といたします。 

議  長 以上で行政報告を終わります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めたものは、町長・副町長・教育長・

会計管理者・各課長・教育次長・所長であります。 

○ 議案の上程 

議  長 それでは順次議案を上程いたします。 

日程第３ 「議員派遣の件」 

議  長 日程第３、「議員派遣の件」を上程します。事務局長に朗読を求めます。 

(事務局長朗読) 

議  長 朗読が終わりました。お諮りいたします。 

議事日程つづりの４ページ、５ページに申し上げたとおり、議員を派遣し

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。 したがって、議事日程つづりの４ページ・５ページ

に記載のとおり、議員を派遣することに決定いたしました。 

 

日程第４ 「議案第２８号」 
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議  長 日程第４、議案第２８号「小海町過疎地域持続的発展計画の策定について」

を議題といたします。本案については、総務産業常任委員会に付託してあ

りますので、委員長より審査結果の報告を求めます。総務産業常任委員長 

品田宗久君。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第２８号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第２８号を委員長報告のとおり、可

決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第２８号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第５ 「議案第２９号」 

 

議  長 日程第５、「議案第２９号 小海町過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定につ

いて」を議題といたします。本案については、総務産業常任委員会に付託

してありますので、委員長より審査結果の報告を求めます。総務産業常任

委員長 品田宗久君。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第２９号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第２９号を委員長報告のとおり、可
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決することに賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第２９号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

 

日程第６ 「議案第３０号」 

 

議  長 日程第６、「議案第３０号 小海町避難行動要支援者名簿に関する条例の

制定について」を議題といたします。本案については、民生文教常任委員

会に付託してありますので、委員長より審査結果の報告を求めます。民生

文教常任委員長 井出幸実君。 

     （委員長報告―可決と決定） 

     （要望事項１件） 

〈民生文教常任委員会要望事項〉 

個人情報、プライバシーの保護に十分配慮し、予期せぬ災害に対し、有効に名簿を活

用されたい。 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

６番議員 この名簿の更新の更新についての話はありましたか。要支援者を把握す

る度に名簿をどんどん加えていくのか。時期関係なく。 

民生文教 

常任委員

長 

それについては、審議されなかったので、した。微妙なところがあります

ので、町民課長お願いします。 

町民課長 はい、お疲れ様です。名簿の更新つきましては、順次行っていくというこ

とですが、日々行うこともできませんから、ある一定の基準日を設けて、

そして加除というのは失礼ですが、そういった作業を進めるかたちにな

ると思います。宜しくお願いします。 

議  長 他に質疑のある方は、ございませんか。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

        （討論なし） 

７番議員 すいません。採決する前に要望事項の答弁を町長の方からいただきたいとお

思いますが、宜しくお願いします。 

議  長 採決の後に要望事項の答弁がありますがいいですか。 

７番議員   要望事項の町長の答弁を聞いてから採決して、賛成するか反対するか、決め

られる議員さんもいますので是非町長の答弁の後に採決をお願いします。 
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議  長 分かりました。只今の民生文教常任委員会の要望事項に対する町長の答弁を

求めます。黒澤町長。 

〈民生文教常任委員会の要望事項に対する答弁〉 

避難行動要支援者名簿の開示、活用にあたっては、個人情報、プライバシーの保護に十

分留意し、あらゆる災害に対し、犠牲者を一人も出すことなく、被害や被災者を最小限に留

める対応をして参ります。 

議  長 答弁が終わりました。これより討論を行います。討論のある方は、挙手を

願います。 

     （討論なし） 

議  長 これから議案第３０号を採決いたします。委員長の報告は可決でありま

す。議案第３０号を委員長報告のとおり、可決することに賛成する方の挙

手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３０号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

日程第７～１５ 「議案第３１号～認定第５号」 

議  長 日程第７、議案第３１号から日程第１５、認定第５号については一括して

議題としたします。本案については予算決算常任委員会に付託してあり

ますので、委員長より審査結果の報告を求めます。 

予算決算常任委員長 篠原義從君。 

(委員長報告―可決・認定と決定) 

      （委員会からの要望事項―１件） 

〈予算決算常任委員会要望事項〉 

議会の議案質疑で要求された資料については速やかに提出されたい。 

議  長 委員長報告に対する質疑は全議員出席の委員会でございますので省略し

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。只今の予算決算常任委員会からの要望事項に対す

る町長の答弁を求めます。 

〈予算決算常任委員会要望事項に対する答弁〉 

要求される資料につきましては、すぐに出せるものと、作成に時間を要するものとあ

りますので、その都度対応させていただきたくご理解をお願い申し上げます。 
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議  長 これより「議案第３１号 令和３年度小海町一般会計補正予算（第４号）

について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

６番議員 はい、６番的埜美香子です。私は、令和３年度小海町一般会計補正予算（第

４号）について、賛成の立場で討論いたします。いろいろな議論があった

中で感じることがありましたので予算には賛成しますが、今後の進め方

として、一つ注文をつけさせていただきたいと思います。村上団地に関し

ては、これから造成に入っていくわけですが、各地で自然災害が頻発して

いる中で住宅選びということが当然災害に強いということが、土地を購

入する条件になってくると思います。一昨年の台風１９号の際には、千曲

川沿いに大きな被害があり、川の近くというのは、懸念材料となってくる

と思います。１４１号線から高低差２ｍ程という話を受けました。土地を

購入し、新しく家を建てる方に安心して住んでいただけるような条件で

しっかりと整備をしていく計画でお願いします。また地域活動支援セン

ターは、今後社協へ委託するというかたちになり、Ｂ型への移行作業や相

談事業また事務関係等々、社協の職員の負担も増えると思います。何より

もそういったことが、利用者のサービス低下に繋がらないように町とし

ては、委託したから任せたのではなく、しっかりと準備していただきたい

と思います。今回の補正予算は、コロナ関係の支援もまた出てきている中

で特にプレミアム商品券の関係で議論がありました。町の税金を利用す

るにあたり、町外の方も購入できるのはおかしいのではないかというこ

ともありました。しかし商工業者への支援に重きを置いた事業であると

いうことですので、そのことには反対しませんが、それが偏ったものにな

っていないかなどしっかりと検証していただき、きちんと報告をしてい

ただきたいと思います。そして何度も言うようですが、コロナで生活が大

変になってきている町民をしっかりと掴む努力をしていただきたいと思

います。以上の注文をつけて、補正予算に賛成の討論といたします。 

議  長 他に討論のある方は、ございませんか。これで討論を終わります。これか

ら議案第３１号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。議案

第３１号を委員長報告のとおり可決することに賛成する方の挙手を求め

ます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３１号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「議案第３２号 令和３年度小海町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）について」の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いします。 
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     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３２号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３２を委員長報告のとおり可決

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３２号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「議案第３３号 令和３年度小海町介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお願

いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３３号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３３号を委員長報告のとおり可

決することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３３号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「議案第３４号 令和３年度小海町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお

願いいたします。 

（討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３４号を採決いたします。 

委員長の報告は可決であります。議案第３４号を委員長報告のとおり可

決することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３４号は委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第１号 令和２年度小海町一般会計歳入歳出決算の認定

について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

６番議員 第６番的埜美香子です。令和２年度一般会計決算認定について、賛成の立

場で討論いたします。町長の施政方針で夢と希望、豊かな発想を、それを

強く実行する意志を強く持ち、実行に移していく、それは、強いリーダー

シップと職員の力が重要と述べられました。また元気な小海町づくりの

ため、積極果敢に進めたいとおっしゃっておりました。決算を見た時にそ

ういう内容だったか聊か疑問が残ります。確かにコロナ禍でいろいろな
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事業が思うように進まなかった。当初の予定が大きく変わってしまった

ことは理解できます。例えば、憩うまちこうみ事業に関してみましても、 

ここに来て、協議会という話も出てきました。今後、管理運営などの母体

になっていくということですが、議会への説明も不十分ではなかったで

しょうか。町民に分かりやすく、理解をしてもらって、町民と一緒に進め

ていくというスタンスを取っていただきたいと思います。また全体を通

して、予算計上の段階から目的をしっかりと持った事業の進め方になっ

ているか、こういう時だからこそ、足元にもう少し目を向けて取り組む姿

勢が大事ではないでしょうか。元気な小海町づくりは、町民あってです。

一つ一つの事業が町民益に繋がるよう検証しながら、今後へと進めてい

ただきたいと思います。以上、賛成の討論といたします。 

議  長 他に討論にある方は、ございませんか。これで討論を終わります。これか

ら認定第１号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第１号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第１号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第２号 令和２年度小海町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお

願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第２号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第２号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第２号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第３号 令和２年度小海町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお願い

いたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第３号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第３号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 
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（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第３号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第４号 令和２年度小海町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお願

いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第４号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第４号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第４号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

議  長 つづいて「認定第５号 令和２年度小海町水道事業会計歳入歳出決算の

認定について」の討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたしま

す。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから認定第５号を採決いたします。 

委員長の報告は認定であります。認定第５号を委員長報告のとおり認定

することに賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって認定第５号は委員長報告のとおり認定

する事に決定いたしました。 

 

日程第１６ 「陳情第２号」 

日程第１９ 「発議第４号」 

 

議  長 日程第１６、陳情第２号 

「辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転に

ついて国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決する

べきとする意見書の採択を求める陳情」及び 

日程第１９、発議第４号 

「辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転に

ついて国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決する

べきとする意見書」は関連がありますので、一括して議題と致しま
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す。陳情第２号については、総務産業常任委員会に付託してありま

すので、委員長より審査結果の報告を求めます。 

総務産業常任委員長 品田宗久 君。  

 (委員長報告―採択と決定) 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし) 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

12番議員 はい、篠原義從です。私は、反対の立場で討論を行います。世界一危険な

普天間基地、その危険な状況を除去するために、１９９６年、２５年前基

地全面返還の日米合意が結ばれ、普天間基地は、日本に返還されることに

なりました。元々基地周辺は、民家もなく、閑散とした場所だったようで

すが、米軍基地に雇用されている人達が家を建て始め、現在のような大き

な市街地になり、小学校の上空を軍用機が飛行するなど、危険な状態が続

いております。普天間基地が帰ってくるのは大変喜ばしいことですが、日

米同盟の基、普天間に変わる基地を提供しなければならない。難し問題が

起き、資源物流の９０％以上を海上輸送している我が国においては、資源

を守り、そして安全保障の重要性からも地理的に適した沖縄県にお願い

することにし、開発が比較的遅れている県の北部、北側へ辺野古へ決めた

ようです。１日も早く普天間を返還していただく、それには、１日も早く

辺野古基地を完成させることが最良かと私は、考えております。米軍基地

はいらないというご意見もありますが、日本を取り巻く環境は、年々厳し

い現況にあります。先日の北朝鮮の巡航ミサイル及び弾道ミサイルの発

射、そして中国の重なる領海侵犯と不安定要素はことをかきません。戦争

を起こさせない。起こさない。それには、抑止力がなくてはなりません。

日米安保条約、日米同盟が大きな抑止力になっていることは周知の事実

であります。国家には、国民の生命財産を守る使命があります。それが抑

止力であります。国家存続のためにも私は、陳情第２号、発議第４号、要

望第２号、発議第６号は、反対とさせていただきます。皆さんには、沖縄

に行って、沖縄の旅行にでも行って、お金を落としていただければと大変

そう感じました。以上です。 

５番議員 はい、５番渡邊晃子です。この陳情に賛成の立場で討論させていただきま

す。中国や北朝鮮の覇権主義的行動が容認できないのは当然であります。

しかし今重要なことは、中国や北朝鮮の主張や行動、国際法にいかに違反
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しているかを具体的に指摘し、その遵守を求めていくことであり、軍事力

の増強を競い合い、それに同調するようなことは、軍事的緊張を高め、問

題解決に逆行することは明らかではないでしょうか。日米両首脳、今年４

月の首脳会談後の共同記者会見で辺野古新基地について、普天間飛行場

の継続的な使用を回避するための唯一の解決策と強調されましたが、そ

もそも名護市辺野古の海域は、マヨネーズ並みの軟弱地盤であり、この改

良工事のために防衛省の試算でも少なくとも更に１２年、経費は、９，３

００億円にも拡大するとのことです。これでは到底日米両政府がおっし

ゃるような１日も早い普天間基地危険性除去には繋がりません。まして

この工事に沖縄戦戦没者の遺骨が残る土砂を使うなど、戦没者への冒涜

そのものであり、ご遺族を愚弄するもので、到底許されるものではありま

せん。日米首脳会談の直前に米国の政府調査機関、シンクタンクからも新

基地完成は、困難だろうという指摘が相次いだことにも注目するべきで

はないでしょうか。そしてこの陳情の一番大きな点ですが、これまでのも

のとは異なり、普天間基地移設について、全国どこにもいらないという立

場ではなく、代替え施設が必要かいなか、国民的議論を呼びかけていると

いう点であります。普天間基地返還が２５年も進まないのは、政府のみな

らず、全国の地方自治体も、日本国民も民主主義の実践から逃げてきたこ

とにほかならないというこの陳情の訴えを重く受け止め、小海町議会で

も対応すべきではないかと思います。以上で賛成討論といたします。 

議  長 他に討論のある方はございませんか。これで討論を終わります。これから

陳情第２号を採決いたします。委員長報告は、採択であります。陳情第２

号を原案のとおり採択する事に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数）×１、４、１１、１２ 

議  長 挙手多数と認めます。したがって、陳情第５号は原案のとおり採択するこ

とに決定しました。 

議  長 事務局長に発議第４号の朗読を求めます。 

(事務局長朗読) 

議  長 朗読が終わりました。提出者に提案理由の説明を求めます。 

第９番 小池捨吉 君。 

     （提出者説明） 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑のある方は挙手をお

願い致します。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論のある方は挙手
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をお願い致します。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから発議第４号を採決します。提出者の説

明の通り、発議第４号に賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手多数）×1、４、１１、１２ 

議  長 挙手多数と認めます。したがって、発議第４号は原案のとおり可決され、

関係機関に提出することとします。ここで暫時休憩とします。３時２０分

まで休憩とします。              （ときに 15時 01分） 

 

日程第１７ 「陳情第３号」 

日程第２０ 「発議第５号」 

 

議  長 休憩前に引き続き会議を開きます。       （ときに 15時 20分） 

日程第１７、陳情第３号             

「消費税インボイス制度中止を求める陳情」及び 

日程第２０、発議第５号 

「消費税インボイス制度中止を求める意見書」は関連がありますので、一

括して議題と致します。 

陳情第３号については、総務産業常任委員会に付託してありますので、 

委員長より審査結果の報告を求めます。 

総務産業常任委員長 品田宗久 君。 

(委員長報告―採択と決定) 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし) 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 他に討論のある方はございますか。これで討論を終わります。これから陳

情第３号を採決いたします。委員長報告は、採択であります。陳情第３号

を原案のとおり採択する事に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数）×１ 

議  長 挙手多数と認めます。したがって、陳情第３号は原案のとおり採択するこ

とに決定しました。 
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議  長 事務局長に発議第５号の朗読を求めます。 

(事務局長朗読) 

議  長 朗読が終わりました。提出者に提案理由の説明を求めます。 

第６番 的埜美香子 君。 

     （提出者説明） 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑のある方は挙手をお

願い致します。 

議  長 これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論のある方は挙手

をお願い致します。 

議  長 これで討論を終わります。これから発議第５号を採決します。提出者の説

明の通り、発議第５号に賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手多数）×１ 

議  長 挙手多数と認めます。したがって、発議第５号は原案のとおり可決され、

関係機関に提出することとします。 

 

日程第１８ 「要請第１号」 

日程第２１ 「発議第６号」 

 

議  長 日程第１８、要請第１号 

「人道的見地から、沖縄防衛局による「沖縄本島南部からの埋め立て 

土砂採取計画」の断念を国に要請すること」及び 

 日程第２１、発議第６号 

「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める要

請書」は関連がありますので、一括して議題と致します。 

要請第１号については、総務産業常任委員会に付託してありますので、 

委員長より審査結果の報告を求めます。 

総務産業常任委員長 品田宗久 君。 

(委員長報告―みなし採択と決定) 

議  長 この要請第１号は、先程審議しました陳情第２号と主旨が同じものにな

りますので町村議会の運営に関する基準１２５により、みなし採択の取

り扱いとして宜しいでしょうか。 

（異議なし) 

議  長 したがって要請第１号を委員長報告のとおり採択することに決定いたし

ました。 

議  長 事務局長に発議第６号の朗読を求めます。 
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(事務局長朗読) 

議  長 朗読が終わりました。この発議６号は、先程審議しました発議第４号と 

主旨が同じものになりますので、町村議会の運営に関する基準１２５、み

なし採択の取り扱いとして宜しいでしょうか。 

     （異議なし） 

議  長 したがって発議第６号は、原案のとおり可決され、関係機関に提出する 

ことと致します。 

 

日程第２２ 「発議第７号」 

 

議  長 日程第２２、発議第７号、 

「コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意

見書」について議題とします。 

事務局長に発議第７号の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。提出者に提案理由の説明を求めます。第８番 品田

宗久 君。 

     （提出者説明） 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑のある方は挙 

手をお願いいたします。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論のある方

は挙手をお願い致します。 

    （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから発議第７号を採決致します。提出者の

説明の通り、発議第７号に賛成する方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって、発議第７号は原案のとおり可決され 

関係機関に提出することと致します。 

 

日程第２３ 「議案第３５号」 

 

議  長 

 

日程第２３、議案第３５号、 

「建設工事請負契約の締結について」を議題とします。 
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 事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長  朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

     （町民課長説明） 

議  長   説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑のある方は挙手をお

願いします。 

６番議員 はい、６番的埜です。いろんな議論の中で日当たりのこととかが議論され

ていたかと思うんですが、南側のところに大きめの住宅があると思うん

ですけど、建設予定の南側ですね、そこからの雪は大丈夫か、雪がちょっ

と落ちそうな感じの作りに見えるんですけど、その辺の対策は大丈夫か

どうかお願いします。 

町民課長 はい、おっしゃられる通り、南側の個人の住宅が比較的高いということで

あります。そしてこの図面、左側の図面の道路という表示がありますが、

約７．５ｍあります。これが一つの空間となりまして、多少でも日当たり

を良くするような配慮をしております。そして南側のお宅の雪でありま

すが、通常考えますに、軒下、すぐには落ちませんけど、大体自分の屋敷

の中へその雪が滑り落ちるんではないかということを想定しておりま

す。また特別大雪とか、そういうことになれば、想定外のことが起きるか

もしれませんけど、今そういうことで進んでおります。また何か不測の事

態が生じましたら、協議していきたいと思っております。以上でございま

す。 

12番議員 はい、１２番です。１ページの配置で図面を見て、右側の隣地境界線です

けども、これは、構造物はやらないですか。元々何かありますか。 

町民課長 はい、現場は、古い擁壁というか石垣というかそういうものがあるのです

が、これで整地をしまして、外構の工事の中で対応するという予定であり

ます。整地をしまして、その後外構工事で設計の中で対応すると。 

12番議員 整地をして、きれいにした後に外構工事でやるわけですか。その手前に擁

壁 RC工事とありますけど、これも整地の後にやるということですか。 

町民課長 現場古いものがありますので、もし使えれば、それを使いたいということ

であります。 

12番議員 １２番。今回の工事金には、この外構工事の擁壁とかそういうものは入っ

ていないわけですね。改めて発注するということでいいですか。 

町民課長 はい、既設の今の擁壁がありますので、整地をして行っていくということ

であります。 



159 

 

12番議員 前での方はそうだね。図面を見て、右側の方の何も書いてないところは、 

やらなきゃだめだよね。それはじゃあ整地をした後、改めて追加工事で出

すか、新しく入札するか。 

町民課長 はい、今の段階ですと古い石垣というか擁壁というか、それをそのまま使

えるようでしたら、それを利用するということであります。もしどうでも

だめだったということになれば、変更の中で対応していくという事務処

理になります。 

議  長 他に質疑のある方はございますか。これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３５号を採決致します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。したがって議案第３５号は原案のとおり可決する

ことに決定致しました。 

 

日程第２４ 「議案第３６号」 

 

議  長 日程第２４、議案第３６号、 

「建設工事請負契約の締結について」を議題とします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

     （事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

     （産業建設課長説明） 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

     （質疑なし） 

議  長 質疑が終わりました。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３６号を採決致します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。 
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したがって議案第３６号は原案のとおり可決することに決定致しまし

た。 

議  長 次に各常任委員長、議会運営委員長から、それぞれ閉会中の所管事務等の

調査の申し出がありました。お諮り致します。各常任委員長、議会運営委

員長からの申し出のとおり、閉会中の所管事務等の調査に付することに

ご異議ございませんか。 

     （異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。 

したがって、各常任委員長、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会

中の所管事務等の調査に付することに決定いたしました。 

○ 散   会 

議  長 以上をもちまして本定例会に提案されました議案に対する審議は、すべ

て終了いたしました。これにて令和３年小海町議会第３回定例会を閉会

といたします。ご苦労様でした。         (ときに 16時 04分) 

 

 




